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鳥取県農業共済組合事業規程 

 

第１章 総  則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、この組合が農業保険法（昭和２２年法律第１８５号。以下「法」という。）

に基づいて行う農業共済事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（共済事業の種類並びに共済目的及び共済事故） 

第２条 この組合は、その行う共済事業のうち、農作物共済にあっては第１号、家畜共済のうち死

亡廃用共済にあっては第２号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあっては第３号、果樹共済のうち

収穫共済にあっては第４号、畑作物共済にあっては第６号、園芸施設共済にあっては第７号、建

物共済のうち建物火災共済にあっては第８号、建物共済のうち建物総合共済にあっては第９号、

農機具共済のうち農機具損害共済（農機具火災共済）にあっては第１０号、農機具共済のうち農

機具損害共済（農機具総合共済）にあっては第１１号、農機具共済のうち農機具更新共済にあっ

ては第１２号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によって生じた損害について、

この組合との間に共済関係の存する者に対して共済金を交付するものとする。 

（１）共済目的 水稲及び麦 

   共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因（地震及び噴火を含む。）による

災害、火災、病虫害及び鳥獣害（法第１５０条の３の２に規定する農作物共済に

あっては、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因（地震及び噴火を含む。）

による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う

生産金額の減少） 

（２）共済目的 次に掲げる家畜 

イ 成牛（出生後第４月の月の末日を経過した牛をいう。） 

ロ 子牛等（イ以外の牛（以下「子牛」という。）及び牛の胎児をいう。以下同じ。）

（その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して２４０日以上に達し

たものに限る。） 

ハ 馬（出生の年の末日を経過したものに限る。） 

ニ 種豚（出生後第４月の月の末日を経過したものに限る。） 

ホ 肉豚（種豚以外の豚をいう。以下同じ。）のうちヘに規定する群単位肉豚以外

のもの（以下「特定肉豚」という。）（出生後第２０日の日（その日に離乳して

いないときは、離乳した日。ヘにおいて同じ。）に達しているものに限る。） 

ヘ 肉豚のうち次に掲げる要件のいずれかを満たさない者の飼養するもの（以下

「群単位肉豚」という。）（出生後第２０日の日に達し、第８月の月の末日を経

過していないものに限る。） 

（イ）畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚

の飼養頭数の確認のために必要な事項が把握できること。 
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（ロ）過去３年間においてその者の飼養する母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生

した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖

成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。 

（ハ）過去３年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚が、その者の出荷

する肉豚（養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる肉豚の譲受け又

は共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的た

る肉豚の譲受けにより飼養するに至ったものを除く。）のおおむね全頭を占め

ており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷

する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。 

（ニ）過去３年間において出荷した肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得

られる者に肉豚を出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該資料の提供につき

協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれること。 

   共済事故 牛、馬及び種豚にあっては死亡（と殺による死亡及び家畜伝染病予防法（昭和２

６年法律第１６６号）第５８条第１項（第４号に係る部分に限る。）の規定によ

る手当金、同条第２項の規定による特別手当金又は同法第６０条の２第１項の規

定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下同じ。）及び廃用、牛の胎

児及び肉豚にあっては死亡 

（３）共済目的 牛、馬及び種豚 

   共済事故 疾病及び傷害 

（４）共済目的 ぶどう、なし（西洋なし及び支那なしの品種を除く）及びかき（屋根及び外壁の

主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られ

ている第７号の特定園芸施設を用いて栽培されているものを除く。） 

   共済事故 風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因（地震及び噴火を含む。）によ

る災害、火災、病虫害及び鳥獣害（果実の減収又は品質の低下を伴うものに限る。） 

（５）削除 

（６）共済目的 大豆及びそば（次号の特定園芸施設（気象上の原因により農作物の生育が阻害さ

れることを防止するための施設（当該施設に附属する設備を含む。）を除く。）を

用いて栽培されているものを除く。） 

   共済事故 風水害、干害、冷害、ひょう害その他気象上の原因（地震及び噴火を含む。）に

よる災害、火災、病虫害及び鳥獣害 

（７）共済目的 施設園芸（農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽

培することをいう。以下同じ。）の用に供する施設（以下「施設園芸用施設」と

いう。）のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上

の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設（これらに附

属する設備を含むものとし、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常

の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額

（当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するも
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のを建築するのに要する費用に相当する金額をいう。）が農業保険法施行規則（平

成２９年農林水産省令第６３号。以下「規則」という。）第４６条の規定により

農林水産大臣の定める金額に満たないもの及び気象上の原因により農作物の生

育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設（その構造が温室その他の

その内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するもの及び骨格の主要部

分が鋼材等により造られ、かつ、骨格の主要部分が半鋼鉄線により接続されてい

る施設で、施設全体が防風、防ひょう、防虫及び防鳥の目的のネット（以下「多

目的ネット」という。）で被覆されているものを除く。）を除く。以下「特定園芸

施設」という。） 

   共済事故 風水害、ひょう害その他気象上の原因（地震及び噴火を含む。）による災害、火

災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びそ

の積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害 

（８）共済目的 建物（特定園芸施設を除き、畳、建具その他家具類及び農機具を含む。次号にお

いて同じ。） 

共済事故 火災、落雷、破裂又は爆発、建物の外部からの物体（雨、雪、ひょう等を除く。）

の落下、飛来、衝突又は倒壊（風水害等の自然災害による場合を除く。）、建物内

部での車両及びその積載物の衝突及び接触（風水害等の自然災害による場合を除

く。）、給排水設備（スプリンクラー設備・装置を含む。）に生じた事故又は当該

共済の共済関係の存する者以外の者が占有する戸室で生じた事故による漏水、放

水又は出水による水ぬれ（風水害等の自然災害による場合を除く。）、盗難（未遂

を含む。第１０号において同じ。）によるき損又は汚損及び騒乱その他これに類

似する集団行動に伴う暴行（以下「火災等」と総称する。） 

（９）共済目的 建物 

   共済事故 火災等及び風水害、雪害その他の自然災害（落雷を除く。以下第７章第１節及び

第２節において同じ。） 

（10）共済目的 農機具（未使用の状態で取得され、かつ、別表第１号に掲げる機種に限る。９号

及び１０号において同じ。） 

   共済事故 格納中に生じた火災 

（11）共済目的 農機具 

   共済事故 火災、落雷、破裂又は爆発、物体の落下又は飛来、盗難による盗取又はき損、鳥

獣害、第三者行為による不可抗力のき損、風水害、雪害その他の自然災害（地震

若しくは噴火又はこれらによる津波（以下「地震等」という。）及び落雷を除く。

第７章第３節及び第４節において同じ。）、衝突、接触、墜落、転覆及び異物の巻

き込みその他これらに類する稼動中の事故（以下「火災・自然災害等」と総称す

る。） 

（12）共済目的 農機具 

   共済事故 火災・自然災害等及び共済責任の終了又は満了に伴う経年減価 
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２ 前項第２号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。 

（１）疾病又は不慮の傷害（第３号に掲げる疾病及び傷害を除く。）によって死にひんしたとき。 

（２）不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき（家畜伝染病予防法第５８条第２

項の規定による特別手当金又は同法第６０条の２第１項の規定による補償金の交付の原因と

なると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。）。 

（３）骨折、は行、両眼失明、伝達性海綿状脳症、牛白血病若しくは創傷性心のう炎で治癒の見込

みのないもの又は放線菌症、歯牙疾患、顔面神経まひ若しくは不慮の舌断裂であって採食不能

となるもので治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき。 

（４）盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日の

翌日から起算して３０日以上生死が明らかでないとき。 

（５）乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であって当該家

畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失った

とき。 

（６）乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始

まった時以降に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において

明らかとなったとき。 

（７）牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかな

とき。 

３ 第４８条第４項の包括共済関係の成立により消滅した同条第５項の個別共済関係に係る家畜

共済に付されていた家畜についての前項第５号及び第６号の規定の適用については、当該包括

共済関係に係る共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものと

みなす。 

４ この組合の包括共済関係に付されていた家畜であって、当該包括共済関係に係る第 48条第１

号の包括共済家畜区分以外の包括共済家畜区分に属することとなったことにより他の包括共済

関係に付されたものについての第２項第５号及び第６号の規定の適用については、当該家畜に

係る当該他の包括共済関係の共済責任は、その付されていた包括共済関係に当該家畜が付され

た時に始まったものとみなす。  

５ 削除 

６ 次に掲げる物は、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。 

（１）次に掲げる施設園芸用施設であって、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用

に供されるもの（以下「附帯施設」という。） 

   イ 温湿度調節施設 

   ロ かん水施設 

   ハ 排水施設 

   ニ 換気施設 

   ホ 炭酸ガス発生施設 

   ヘ 照明施設 
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   ト しゃ光施設 

   チ 自動制御施設 

   リ 発電施設 

   ヌ 病害虫等防除施設 

   ル 肥料調製散布施設 

   ヲ 養液栽培施設 

   ワ 運搬施設 

   カ 栽培棚 

   ヨ 支持物 

（２）特定園芸施設を用いて栽培される農作物（以下「施設内農作物」という。） 

７ 第１９８条第１項に規定する収容農産物は、同項に規定する収容農産物補償特約を付する場合

に限り建物総合共済の共済目的とすることができる。 

８ 第１項第１０号及び第９号に規定する未使用の状態で取得された農機具以外の農機具は、第２

５３条に規定する付保割合条件付実損塡補特約を付する場合に限り農機具損害共済の共済目的

とすることができる。 

９ 農機具共済については、第２６８条に規定する地震等担保特約を付する場合に限り、地震等を

共済事故とすることができる。 

（共済掛金の払込義務） 

第３条 組合員は、この規程で定めるところにより、共済掛金のうち組合員の負担に係る部分の金

額（以下「組合員負担共済掛金」という。）をこの組合に払い込まなければならない。 

（事務費の賦課） 

第４条 この組合は、毎事業年度、この組合が必要とする事務費予定額から法第１９条の規定によ

る国庫の負担に係る部分の金額その他の収入予定額に相当する金額を差し引いて得た金額の事

務費を組合員に賦課するものとす。 

２ 前項の賦課は、次の方式によりするものとし、賦課総額及び賦課単価は、総代会で定める。 

（１）水稲共済割 

（２）麦共済割 

（３）家畜共済割 

（４）果樹共済割 

（５）畑作物共済割 

（６）園芸施設共済割 

３ 任意共済の事務費の賦課額は、建物共済にあっては建物火災共済又は建物総合共済ごと、農機

具共済にあっては農機具損害共済（農機具火災共済及び農機具総合共済）又は農機具更新共済ご

と（以下「任意共済の種類」と総称する。）に共済金額に任意共済の種類ごとに総代会で定める

一定の率を乗じて得た金額とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、第１９８条第１項の規定により収容農産物補償特約をする場合にお
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ける建物総合共済（以下「収容農産物補償特約付建物総合共済」という。）の事務費の賦課額は、

前項の金額に総代会で定める金額を加えた金額とする。 

５ 第１項の規定による賦課金（以下「賦課金」という。）の払込期限は、当該賦課金に係る共済

目的又は共済関係についての組合員負担共済掛金の払込期限（家畜共済割又は園芸施設共済割に

より賦課する賦課金にあっては第７０条第１項、第７９条第１項又は第１４３条第１項の規定に

より組合員負担共済掛金の分割払込みが認められている場合にはその第１回目の払込期限）と同

一の期限とする。 

６ 賦課金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもって

するものとする。 

（督 促） 

第５条 この組合は、次に掲げる場合には、督促状により、期限を指定して、組合員負担共済掛金

又は賦課金を督促するものとする。 

（１）家畜共済又は園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金を分割により組合員が支払う場合にお

いて、組合員が当該分割による第２回目以降の支払の払込期限が経過してもなお当該期間まで

に払い込むべき組合員負担共済掛金を支払わないとき。 

（２）第７１条第２項、第７３条第３項及び第１４２条第２項の規定により増額した組合員負担共

済掛金を組合員が支払う場合において、組合員が当該支払の払込期限が経過してもなお当該期

間までに払いこむべき組合員負担共済掛金を支払わないとき。 

（３）払込期限までに賦課金を支払わないとき。 

（延滞金） 

第６条 この組合は、前条各号に掲げる場合には、同条の組合員負担共済掛金又は賦課金を支払わ

ない者から、当該組合員負担共済掛金又は賦課金の額につき年１０．７５パーセントの割合で、

払込期限の翌日からその完納の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収するものとす

る。 

２ 当該組合員負担共済掛金又は賦課金の金額が２千円未満であるときは延滞金は徴収せず、当該

金額に１千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。 

３ 前２項の規定により計算した金額が１千円未満であるときは延滞金は徴収せず、当該金額に１

００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 

４ この組合は、特別の事由があると認めるときは、第１項の規定による延滞金を減免することが

できる。 

（組合員負担共済掛金等に関する権利の消滅時効） 

第７条 組合員負担共済掛金若しくは賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、組合員負担

共済掛金の返還又は払もどしを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利

は、３年間これを行わないときは、時効によって消滅する。 

（共済掛金等の相殺の制限） 



 

 

第１章 総則 （鳥取県農業共済組合事業規程） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 49 - 

第８条 組合員は、この組合に支払うべき組合員負担共済掛金及び賦課金について相殺をもってこ

の組合に対抗することができない。 

（共済金の額の下限） 

第９条 この組合が組合員に対して支払う共済金の額は、この組合が政府から支払を受けた保険金

の額を下回らないものとする。 

（共済関係の存続） 

第１０条 この組合との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと（農業共済資

格団体にあっては、その構成員が住所を移転したこと）により組合員でなくなった場合において、

その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前にこの組合の承諾を受けていたと

きは、当該共済関係は、なお存続するものとする。 

２ この組合は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。 

（共済関係に関する権利義務の承継） 

第１１条 共済目的の譲受人（農業共済資格団体（法第２０条第２項に規定する農業共済資格団体

をいう。以下同じ。）の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあっては、当該農業共済資格団体。

以下この条において同じ。）は、この組合の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人（農業共済資

格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあっては、当該農業共済資格団体）の有する権利

義務を承継することができる。この場合において、正当な理由がある場合には、この組合は、承

諾を拒むものとする。 

２ この組合は、家畜共済の共済関係に関する権利義務の承継について前項の承諾をする場合には、

当該権利義務は、当該譲受人が当該譲受けの日の属する共済掛金期間の満了の時にこの組合の組

合員である場合を除き、当該共済掛金期間の満了の時に消滅する旨の条件を付するものとする。 

３ 第１項の規定による承諾を受けようとする譲受人は、当該譲受けの日から２週間以内に、その

者の住所（譲受人が法人である場合はその事務所の所在地、譲受人が農業共済資格団体である場

合はその代表権を有する者の住所）、共済目的の所在地その他共済目的の状況を明らかにする書

面を添えて、この組合に承諾の申請をしなければならない。 

４ 任意共済について前項の申請を受けた場合において、この組合がその申請を承認したときは、

この組合は、共済掛金及び事務費賦課金（以下この項及び第７章において「共済掛金等」という。）

の増額をすることができるものとする。この場合において共済掛金等の増額は将来に向かっての

み効力を有する。 

５ この組合は、第３項の規定による申請があったときは、遅滞なく、承諾するかどうかを決定し

て譲受人に通知するものとする。 

６ 第１項の規定による権利義務の承継は、その承諾の時（共済目的の譲受けの前に承諾があった

場合は、譲受けの時）からその効力を生ずる。 

７ 共済目的について相続その他の包括承継があった場合には、前６項の規定を準用する。 

（損害防止の義務等） 
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第１２条 組合員は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠ってはならない。 

２ この組合は、前項の管理その他損害防止について組合員を指導することができる。 

３ 組合員は、その加入する任意共済の共済目的に第２条第１項第８号から第１２号までに掲げる

共済事故又はその原因が生じたときは、損害の防止又は軽減に努めなければならない。 

（損害防止の処置の指示） 

第１３条 この組合は、組合員に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することが

できる。この場合には、組合員の負担した費用は、この組合の負担とする。 

（損害防止施設） 

第１４条 この組合は、家畜診療所のほか、損害防止のため必要な施設をすることができる。 

（調 査） 

第１５条 この組合は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある

土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。 

（通知義務） 

第１６条 組合員は、共済目的に、次の各号に掲げる共済事業の種類ごとに、次に定める異動を生

じたときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

（１）農作物共済 次に掲げる異動 

イ 共済目的の譲渡し 

ロ 収穫適期前の刈取り又はすき込み 

ハ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更 

ニ 共済関係について災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作

物に係る収穫物の出荷計画の変更 

（２）死亡廃用共済（肉豚以外の家畜に係るものに限る。） 次に掲げる異動 

イ 養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる家畜の譲受け 

ロ 共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる家畜の譲受け 

ハ 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。 

（３）死亡廃用共済（特定肉豚に係るものに限る。） 次に掲げる異動 

イ 共済目的たる肉豚の譲受け 

ロ 共済目的たる肉豚が出生後第２０日の日（その日に離乳していないときは、離乳した日）

に達したこと。 

ハ 共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。 

ニ 共済目的たる肉豚が種豚になったこと。 

（４）死亡廃用共済（特定肉豚以外の肉豚に係るものに限る。） 次に掲げる異動 

イ 共済目的たる肉豚の譲受け 

ロ 共済目的たる肉豚が出生後第２０日の日（その日に離乳していないときは、離乳した日）

に達したこと。 
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（５）果樹共済 次に掲げる異動 

イ 共済目的の譲渡し、伐倒又は高接ぎ 

ロ （削除） 

ハ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更 

ニ 収穫共済の共済関係について全相殺減収方式、全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選

択する場合にあっては、当該共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画の変更 

（６）畑作物共済 農作物にあってはイ、ロ及びニに掲げる異動 

イ 共済目的の譲渡し、収穫適期前の掘取り、刈取り、抜取り又はすき込み 

ロ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更 

ハ （削除） 

ニ 共済関係について災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作

物に係る収穫物の出荷計画の変更 

（７）園芸施設共済 次に掲げる異動 

イ 共済目的の譲渡し、移転、解体、増築、改築、構造若しくは材質の変更又は共済事故以外

の事由による破損（軽微なものを除く。）若しくは滅失 

ロ 共済目的を他の保険又は共済に付したこと。 

ハ 特定園芸施設の被覆期間の変更 

ニ 施設内農作物の種類、栽培面積又は栽培期間の変更 

ホ 施設内農作物の発芽又は移植 

２ 特定肉豚に係る前項第３号に掲げる異動（次に掲げるものを除く。）についての同項本文の通

知は、その異動の日の属する基準期間（共済責任期間の開始の日から最初の基準日（共済掛金期

間開始の日から１月を経過するごとの日をいう。以下この項において同じ。）までの期間及び各

基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。以下同じ。）の終了後、遅滞なくするものとす

る。 

（１）養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる肉豚の譲受け 

（２）共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる肉豚の譲受け 

（３）養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。 

３ 組合員は、共済事故が発生したときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならな

い。 

４ 組合員は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、遅滞なく、次の各号に掲げ

る事項をこの組合に通知しなければならない。 

（１）共済事故の種類 

（２）共済事故の発生の年月日 

（３）共済事故により被害を受けた場所その他共済事故によって生じた損害の状況 

（４）その他被害の状況が明らかとなる事項 

５ 家畜共済に係る前項の通知は、獣医師の診断書又は検案書（第２条第２項第４号の場合におい

ては、警察官の証明書又はこれに準ずる書類）を添付しなければならない。ただし、肉豚に係る
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通知書又は種豚の死亡（火災、伝染性の疾病（家畜伝染病予防法第２条第１項に規定する家畜伝

染病及び同法第４条第１項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。）又は風水害その他気象上

の原因（地震及び噴火を含む。）によるものを除く。）に係る通知については、この限りではない。 

６ 第４項の場合において、必要があると認めるときは、この組合は、死体の剖検をし又は廃用に

係る家畜のと殺若しくは法令の規定によると殺処分に関する当該公務員の証明書を徴するもの

とする。また、第５３条第１項に掲げるものを共済事故としない旨を組合員が申し出ているとき

は、この組合は、現地での確認が困難な場合は、火災にあっては出火の事実がわかる書類、気象

上の原因による災害にあっては気象観測資料等を徴するものとし、伝染病にあっては家畜保健衛

生所から病性鑑定書等の提出があった場合を除き、最寄りの家畜保健衛生所に届出のあった事実

を確認するものとする。 

７ この組合との間に第４９条第４項の個別共済関係の存する者は、当該個別共済関係に係る共済

目的たる家畜を他人に譲渡したとき、又はその家畜につき第４８条第１２号の共済目的の種類を

変更したときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

８ 園芸施設共済に係る第１３６条第３項又は第４項の申出をした組合員は、第４項の規定による

通知後、速やかに、復旧計画書（撤去又は復旧の実施予定日、復旧の内容等を記載したものをい

う。）を提出しなければならない。 

９ 園芸施設共済に係る第１３６条第３項又は第４項の申出をした組合員は、撤去又は復旧をした

ときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

10 前項の規定による通知は、第１４９条第３項の特定園芸施設撤去費用額又は同条第５項の園芸

施設復旧費用額に係る領収書又は請求書を添えて共済事故の発生した日から１年以内にしなけ

ればならない。ただし、当該共済事故に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用さ

れた市町村の区域内において撤去若しくは復旧が行われる場合又は施工業者若しくは復旧資材

の不足その他組合員の責めに帰することができない事由により撤去若しくは復旧が滞った場合

であって、当該通知を１年以内にすることができないときは、当該１年が経過する前に組合の承

認を受けて、３年を限り、その期間を延長することができる。 

11 組合員は、この組合の要求があるときは、任意共済に係る共済金の支払いを受けるべき損害に

関する書類を組合に提出しなければならない。 

（損害認定） 

第１７条 この組合が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、規則第８２条の２の農林水産大

臣が定める準則に従ってするものとする。 

（損害評価会の意見聴取） 

第１８条 この組合は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害

の額を認定するに当たっては、あらかじめ損害評価会の意見を聴くものとする。 

（共済金の支払方法） 

第１９条 農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済に係る共済
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金の組合員への支払は、附属書共済金支払規程で定めるところによるものとする。 

（共済金の仮渡し） 

第２０条 この組合は、共済金の仮渡しをすることができる。 

２ 前項の規定により仮渡しをする金額の総額は、この組合が政府から受けた保険金の仮渡し額を

下らないものとする。 

（支払責任のない損害） 

第２１条 この組合は、この規程に特別の定めがある場合のほか、次に掲げる損害については、共

済金を支払う責めに任じないものとする。 

（１）戦争その他の変乱によって生じた損害 

（２）共済目的の性質又は瑕疵によって生じた損害（園芸施設共済事業及び任意共済事業に係る損

害に限る。） 

（３）組合員又はその法定代理人（組合員以外の者で共済金を受けるべき者があるときは、その者

又はその者の法定代理人を含む。）の故意若しくは重大な過失又は法令違反によって生じた損

害。ただし、組合員が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失を塡補するた

めに、他人の所有するものを共済に付したときは、故意によって生じた損害。 

（４）組合員と同一の世帯に属する親族の故意によって生じた損害（その親族が組合員に共済金を

取得させる目的がなかった場合を除く。） 

（危険の減少） 

第２２条 共済関係の成立後に、当該共済関係により塡補することとされる損害の発生の可能性が

著しく減少したときは、組合員は、この組合に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少

後の当該損害の発生の可能性に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができる。 

（共済関係の無効の場合の効果） 

第２３条 この組合は、共済関係の無効若しくは失効の場合又はこの組合が共済金支払の責めを免

れる場合においても、すでに受け取った組合員負担共済掛金を返還しない。ただし、無効の場合

において、組合員が善意であって、かつ、重大な過失がなかったときは、この限りでない。 

（第三者に対する権利の取得） 

第２４条 この組合は、共済金の支払を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限

度として、共済事故による損害が生じたことにより組合員が取得する債権(以下この条において

「組合員債権」という。)について当然に組合員に代位する。 

（１）この組合が支払った共済金の額 

（２）組合員債権の額(前号に掲げる額が共済関係により塡補すべき損害の額に不足するときは、

組合員債権の額から当該不足額を控除した残額) 

２ 前項の場合において、同項第１号に掲げる額が共済関係により塡補すべき損害の額に不足する

ときは、組合員は、組合員債権のうちこの組合が同項の規定により代位した部分を除いた部分に

ついて、当該代位に係る組合の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。 
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（業務の委託） 

第２５条 この組合は、組合員負担共済掛金及び賦課金の徴収に係る事務（第５条の規定による督

促を除く。）、損害防止のため必要な施設に係る事務、第２８条第１項の農作物共済の申込書、第

５０条第１項の家畜共済の申込書、第８８条第１項の果樹共済の申込書、第１１４条第１項の畑

作物共済の申込書又は第１３６条第１項の園芸施設共済の申込書の受理に係る事務、農作物に係

る収穫物の生産数量、農作物に係る収穫物の品質若しくは価格又は施設園芸用施設に係る資材の

購買数量若しくは価格の調査に係る事務並びに共済金の支払に係る事務（当該共済金に係る損害

の額の認定に係るものを除く。）を鳥取いなば農業協同組合、鳥取中央農業協同組合、鳥取西部

農業協同組合又は全国農業協同組合連合会鳥取県本部に委託することができるものとする。 
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第２章 農作物共済 

（定義） 

第２６条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるもの

とする。 

（１）類区分 法第１３６条第１項に規定する農作物共済の共済目的の種類をいう。 

（２）全相殺方式による農作物共済 法第１３６条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする共

済関係であって、規則第８７条第１項第１号に規定する全相殺方式を選択するものをいう。 

（３）半相殺方式による農作物共済 法第１３６条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする共

済関係であって、規則第８７条第１項第２号に規定する半相殺方式を選択するものをいう。 

（４）地域インデックス方式による農作物共済 法第１３６条第１項第１号に掲げる金額を共済金

額とする共済関係であって、規則第８７条第１項第３号に規定する地域インデックス方式を選

択するものをいう。 

（５）一筆方式による農作物共済 法第１３６条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする共済

関係であって、規則附則第８条第２項に規定する一筆方式を選択するものをいう。 

（６）災害収入共済方式による農作物共済 法第１３６条第１項第２号に掲げる金額を共済金額と

する共済関係をいう。 

（７）農作物共済資格団体 法第２０条第１項第１号に規定する農作物につき耕作の業務を営む者

のみが構成員となっている農業共済資格団体をいう。   

（８）全相殺方式資格者 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、乾燥調製施設

における計量結果（麦にあっては、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量）の調査（当

該農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測）又は青

色申告書（規則第８７条第３項の青色申告書をいう。）及びその関係書類により適正に確認で

きる者（農作物共済資格団体を含む。）をいう。 

（９）災害収入共済方式資格者 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫物のおおむね

全量を原則として過去５年間において法第１３３条第１項の規定による資料の提供につき協

力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供に

つき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者（農作物共済資格団体を含

む。）又は農作物に係る収穫量及び品質が青色申告書及びその関係書類若しくは実測により適

正に確認できる者（農作物共済資格団体を含む。）をいう。   

（10）一筆半損特約 規則第８７条第５項の一筆半損特約をいう。 

（11）統計単位地域 規則第９６条第１項の統計単位地域をいう。 

（共済関係の成立） 

第２７条 農作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、組合員が耕作

を行う農作物共済の共済目的たる農作物（次に掲げる事由に該当する農作物を除く。）の全てを

農作物共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものと

する。ただし、当該組合員の耕作に係る水稲のうちに定款第１１条に規定する新規開田地等（同

条ただし書の規定による指定を受けたものを除く。以下この項において同じ。）において耕作さ
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れるものがあるときは、当該水稲については、その者とこの組合との間に農作物共済の共済関係

は、成立しないものとする。  

（１）共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。 

（２）当該農作物に係る第３５条の基準収穫量又は同条の基準生産金額の適正な決定が困難である

こと。 

（３）当該農作物に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。 

（４）当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理

が行われず、又は行われないおそれがあること。 

２ 前項の規定による申込みは、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、当該期間における申

込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前又は当該期間の終了後から移植前（直播

の場合にあっては、播種前）までの間に申込みを行うことができるものとする。 

（１）水 稲 ４月１日から４月３０日まで 

（２）麦１類、麦３～５類、麦７類～１５類 １０月１日から１０月３１日まで 

（農作物共済の申込み） 

第２８条 組合員が農作物共済の申込み（前条第１項の規定による申込みをいう。以下同じ。）を

しようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。 

（１）組合員の氏名及び住所（法人たる組合員にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事

務所の所在地、農作物共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の氏名及

び住所） 

（２）共済目的の種類、引受方式、補償割合及び単位当たり共済金額（災害収入共済方式を選択す

る場合にあっては共済金額） 

（３）耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及

び収穫時期 

（４）全相殺方式を選択する場合にあっては、収穫量の確認方法   

（５）災害収入共済方式を選択する場合にあっては、収穫量、品質及び生産金額の確認方法並びに

その申込みに係る農作物に係る収穫物の出荷計画   

（６）一筆半損特約を付するときはその旨   

（７）自動継続特約を付するときはその旨 

（８）その他共済目的を明らかにすべき事項 

２ この組合は、農作物共済の申込みを受けたときは、当該農作物共済に係る共済責任期間の開始

前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、不承諾の場合は当該共済責任期間の開始

前まで、承諾の場合は共済掛金の払込期限の前までに、これを組合員に通知するものとする。こ

の場合において、当該共済責任期間の開始時において不承諾の通知が到達しないときは、その開

始時前までに承諾されたものとする。 

３ 第１項の申込書に記載した事項に変更（第１６条第１項第１号に規定する共済目的の異動を除

く。）が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

（申込みの承諾を拒む場合） 
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第２９条 この組合は、組合員から農作物共済の申込みがあった場合において、共済目的の種類ご

とに、その者の申込みに係る農作物が、その者が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物で

その申込みができるものの全てでないときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。 

（共済関係成立時の書面交付） 

第３０条 この組合は、農作物共済の共済関係が成立したときは、共済掛金の払込期限の前までに、

組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）共済事故 

（４）共済責任期間の始期及び終期 

（５）共済金額 

（６）組合員の属する危険段階 

（７）類区分、引受方式、補償割合、単位当たり共済金額（災害収入共済方式を除く。）、引受面積、

一筆半損特約の有無及び自動継続特約の有無 

（８）共済目的を特定するために必要な事項 

（９）組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法  

（10）第１６条第１項第１号、第３項及び第４項並びに第２８条第３項の通知をすべき事項   

（11）共済関係の成立年月日 

（12）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

（共済責任期間） 

第３１条 農作物共済の共済責任期間は、次の各号に掲げる期間とする。 

（１）水稲については、本田移植期（直播をする場合にあっては、発芽期）から収穫をするに至る

までの期間 

（２）麦については、発芽期（移植をする場合にあっては、移植期）から収穫をするに至るまでの

期間 

（引受方式の選択方法） 

第３２条 水稲及び麦に係る農作物共済の引受方式を選択するときは、次の表の第１欄に掲げる共

済目的の種類（麦にあっては、同欄に定める区分）につき、同表の第２欄に掲げる区分のうち当

該共済目的の種類の全てについて地域インデックス方式以外の引受方式を選択するときは第１

区分、当該共済目的の種類の全部又は一部について地域インデックス方式を選択するときは第２

区分に属する同表の第３欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の第４欄に掲げる引受方式のいず

れかを選択するものとする。この場合において、全相殺方式にあっては全相殺方式資格者、災害

収入共済方式にあっては災害収入共済方式資格者に限り選択できるものとする。 

 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 
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水稲 第１区分 １類 一期作の水稲又は二期作の

うち１回目の耕作に係る水

稲で、飼料用、バイオ燃料用

及び米粉用以外の用途であ

るもの 

全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

２類 一期作の水稲又は二期作の

うち１回目の耕作に係る水

稲で、飼料用及びバイオ燃料

用であるもの 

全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

３類 一期作の水稲又は二期作の

うち１回目の耕作に係る水

稲で、米粉用であるもの 

全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

第２区分 ７類 飼料用及びバイオ燃料用以

外の用途である水稲 

地域インデックス方式 

小麦 第１区分 １類 秋期に播種する小麦 全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

第２区分 ３類 田で耕作する小麦 地域インデックス方式 

４類 畑で耕作する小麦 地域インデックス方式 

二条 

大麦 

第１区分 ５類 秋期に播種する二条大麦 全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

第２区分 ７類 田で耕作する二条大麦 地域インデックス方式 

８類 畑で耕作する二条大麦 地域インデックス方式 

六条 

大麦 

第１区分 ９類 秋期に播種する六条大麦 全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

第２区分 10類 田で耕作する六条大麦 地域インデックス方式 

11類 畑で耕作する六条大麦 地域インデックス方式 

裸麦 第１区分 12類 秋期に播種する裸麦 全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

第２区分 13類 田で耕作する裸麦 地域インデックス方式 

14類 畑で耕作する裸麦 地域インデックス方式 

その他 

の麦 

第１区分 15類 秋期に播種するその他の麦 全相殺方式、半相殺方式、 

災害収入共済方式及び一筆方式 

（組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法） 

第３３条 水稲に係る農作物共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第３６条の

規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に当該組合員

に係る農作物基準共済掛金率（法第１３７条第１項の基準共済掛金率をいう。以下同じ。）を乗

じて得た金額の２分の１に相当する金額（組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金があ

る場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額）を差し引いて得た金額とする。 
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２ 麦に係る農作物共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第３６条の規定によ

り算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に当該組合員に係る農

作物基準共済掛金率及び農作物共済掛金国庫負担割合（法第１０条第２項の農作物共済掛金国庫

負担割合をいう。）を乗じて得た金額（組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある

場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額）を差し引いて得た金額とする。 

３ 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した

書面をもってするものとする。 

（組合員負担共済掛金の払込期限） 

第３４条 第２７条第１項の規定によりこの組合との間に農作物共済の共済関係が成立した者は、

農作物共済に係る組合員負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までにこの組合又は組合が指定

する金融機関等に払い込まなければならない。 

（１）水 稲   ７月３１日 

（２）麦１類、麦３類、麦５類、麦７類～１５類   ２月２８日 

（共済金額） 

第３５条 農作物共済の共済金額は、類区分ごとに次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の

右欄に掲げる式によって算定される金額とする。 

全相殺方式及び半相殺方式、 

地域インデックス方式及び 

一筆方式 

共済金額＝基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額 

災害収入共済方式 共済金額＝基準生産金額の４０％以上共済限度額以下の金額

の範囲内で組合員が申し出た金額 

共済限度額＝基準生産金額×補償割合 

２ 基準収穫量は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第９０条の準則に従い、この組合が定める

ものとする。 

３ 補償割合は、類区分ごとに、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の右欄に掲げる割合

から組合員が選択するものとする。 

引受方式 補償割合 

全相殺方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式 90％、80％、70％ 

半相殺方式 80％、70％、60％ 

一筆方式 70％、60％、50％ 

４ 単位当たり共済金額は、類区分ごとに、規則第９１条第１項の規定により農林水産大臣が定め

る２以上の金額から、組合員が申し出た金額とする。 

５ 基準生産金額は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第９４条の準則に従い、この組合が定め

る金額とする。 

（共済掛金） 

第３６条 農作物共済の共済掛金は、共済掛金区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。 
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共済掛金 ＝ 共済金額×共済掛金率 

２ 共済掛金率は、この組合が総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段

階区分に係るものを適用する。 

（自動継続特約の締結） 

第３７条 この組合は、農作物共済の申込みの承諾の際、組合員からの申出により、翌年以降の年

産の農作物について第２７条第２項の申込期間が終了するまでに当該組合員から農作物共済の

申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該農作物共済の申込みがあったものとする

旨の特約（以下「農作物共済自動継続特約」という。）をすることができる。   

２ この組合は、農作物共済自動継続特約を付した農作物共済について、申込期間が終了するまで

に、前年産の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合

は、これを変更するものとする。 

（農作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第３８条 理事は、農作物共済の共済掛金率、各危険段階に属する組合員の氏名又は名称（組合員

たる法人及び農作物共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。以下本条において同じ。）

及び住所（組合員たる農作物共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所。以下本条に

おいて同じ。）、共済掛金率のうち組合員が負担する部分率、単位当たり共済金額等を記載した農

作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該

一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、

その作成と備置きを行わないものとすることができる。 

２ 理事は、類区分ごとに、毎年、第２７条第２項の申込期間が開始する日の１０日前までに、前

項に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、組合員の氏名又は名称及び住所については、

当該内容から除くものとする。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の農作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。ただ

し、組合員の氏名又は名称及び住所については、当該組合員にかかるものに限るものとする。 

（共済金の支払額） 

第３９条 全相殺方式、半相殺方式、地域インデックス方式又は一筆方式による農作物共済に係る

共済金は、類区分ごとに、次の表に掲げる引受方式に応じ同表の右欄に掲げる式によって算定さ

れる金額とする。 

全相殺方式 

 

共済金（組合員ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝組合員の基準収穫量－組合員の収穫量 

支払開始減収量＝組合員の基準収穫量×（１－補償割合） 

半相殺方式 

 

共済金（組合員ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝耕地ごとの減収量の合計 

耕地ごとの減収量＝耕地別基準収穫量－耕地の収穫量 
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支払開始減収量＝組合員の基準収穫量×（１－補償割合） 

地域インデックス方式 共済金（組合員ごと及び統計単位地域ごと） 

＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝（基準統計単収－その年産の統計単収）×耕作面積 

支払開始減収量＝基準統計単収×耕作面積×（１－補償割合） 

基準統計単収＝過去一定年間における統計単収の平均 

（注）共済事故の発生していない者については、共済減収量はない

ものとする。 

一筆方式 共済金（耕地ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝耕地別基準収穫量－耕地の収穫量 

支払開始減収量＝耕地別基準収穫量×（１－補償割合） 

２ 移植不能耕地がある場合における全相殺方式、半相殺方式及び一筆方式における減収量は、実

損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量とする。   

３ 収穫量は、全相殺方式、半相殺方式又は一筆方式にあっては規則第８２条の準則に従い認定さ

れたものとする。 

４ 全相殺方式、半相殺方式又は地域インデックス方式において全損耕地（一筆半損特約をした共

済関係にあっては、全損耕地及び半損耕地）がある場合における共済金は、第１項の規定にかか

わらず、次のとおりとする。 

（１）全損耕地がある場合（第３号の場合を除く。）にあっては、組合員ごと及び類区分ごと（地

域インデックス方式にあっては、組合員ごと、統計単位地域ごと及び類区分ごと）に、次の式

によって算定される金額と第１項の規定により算定される金額のいずれか大きい金額 

共済金＝全損耕地の共済減収量×単位当たり共済金額 

全損耕地の共済減収量＝全損耕地減収量の合計－支払開始減収量 

全損耕地減収量＝全損耕地の耕地別基準収穫量を基礎とし、移植不能耕地にあっては実損害

を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量 

支払開始減収量＝全損耕地の耕地別基準収穫量の合計×全損耕地支払開始割合 

全損耕地支払開始割合＝次の表の左欄に掲げる引受方式につき、同表の中欄の補償割合に応

じ同表の右欄に掲げる割合 

 

引受方式 補償割合 全損耕地支払開始割合 

全相殺方式及び地域インデックス方式 

90％ 30/100 

80％ 40/100 

70％ 50/100 

半相殺方式 
80％ 30/100 

70％ 40/100 
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60％ 50/100 

（２）半損耕地がある場合（一筆半損特約がある場合に限り、次号の場合を除く。）にあっては、

組合員ごと及び類区分ごと（地域インデックス方式にあっては、組合員ごと、統計単位地域ご

と及び類区分ごと）に、次の式によって算定される金額と第１項の規定により算定される金額

のいずれか大きい金額 

共済金＝半損耕地の共済減収量×単位当たり共済金額 

半損耕地の共済減収量＝半損耕地減収量の合計－支払開始減収量 

半損耕地減収量＝半損耕地の耕地別基準収穫量の２分の１に相当する数量を基礎として、農林

水産大臣が定めるところにより算定される数量 

支払開始減収量＝半損耕地の耕地別基準収穫量の合計×半損耕地支払開始割合 

半損耕地支払開始割合＝次の表の左欄に掲げる補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合 

 

引受方式 補償割合 半損耕地支払開始割合 

全相殺方式及び地域インデックス方式 

90％ 30/100 

80％ 50/100－20/100×6/7 

70％ 50/100－20/100×5/7 

半相殺方式 

80％ 30/100 

70％ 50/100－20/100×6/7 

60％ 50/100－20/100×5/7 

（３）全損耕地及び半損耕地がある場合（一筆半損特約がある場合に限る。）にあっては、組合員

ごと及び類区分ごと（地域インデックス方式にあっては、組合員ごと、統計単位地域ごと及び

類区分ごと）に、前２号の式によって算定される金額の合計額と第１項の規定により算定され

る金額のいずれか大きい金額 

第４０条 災害収入共済方式による農作物共済に係る共済金は、類区分ごとに、共済事故による農

作物の減収又は品質の低下（規則第９８条に定めるものに限る。）がある場合において、次の式

によって算定される金額とする。 

共済金（組合員ごと）＝（共済限度額－生産金額）×共済金額/共済限度額 

２ 生産金額は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第８２条の準則に従い認定された農作物の生

産金額とする。 

３ 前項の生産金額は、全損耕地（一筆半損特約をした共済関係にあっては、全損耕地及び半損耕

地）がある場合は、同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

（１）全損耕地がある場合（第３号の場合を除く。）にあっては、組合員ごと及び類区分ごとに、

共済限度額から次の金額を差し引いて得た金額と前項の生産金額のいずれか小さい金額とす

る。 
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全損耕地の耕地別基準生産金額の総額に全損耕地補償割合を乗じて得た金額を基礎として、

移植不能耕地がある場合にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより

一定の調整を加えて算定される金額 

全損耕地補償割合＝次の表の左欄に掲げる補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合 

 

補償割合 全損耕地補償割合 

90％ 70％ 

80％ 60％ 

70％ 50％ 

（２）半損耕地がある場合（一筆半損特約がある場合に限り、次号の場合を除く。）にあっては、

組合員ごと及び類区分ごとに、共済限度額から次の式によって算定される金額を差し引いて得

た金額と第２項の生産金額のいずれか小さい金額とする。 

半損耕地の耕地別基準生産金額の総額×半損耕地補償割合－半損耕地生産金額の総額 

半損耕地補償割合＝次の表の左欄に掲げる補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合 

半損耕地生産金額＝半損耕地の耕地別基準生産金額の２分の１の金額を基礎として農林水産

大臣が定めるところにより算定される金額 

 

補償割合 半損耕地補償割合 

90％ 70/100 

80％ 50/100＋20/100×６/７ 

70％ 50/100＋20/100×５/７ 

（３）全損耕地及び半損耕地がある場合（一筆半損特約がある場合に限る。）にあっては、組合員

ごと及び類区分ごとに、共済限度額から前２号の式によって算定される金額の合計額を差し引

いて得た金額と第２項の規定により算定される金額のいずれか小さい金額とする。  

４ 耕地別基準生産金額は、組合員ごと、耕地ごと及び類区分ごとに、規則第９９条第４項の準則

に従い、この組合が定める金額とする。 

（共済金額の削減） 

第４１条 この組合は、農作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次の各号に掲げる金

額の合計金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することがで

きる。この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払

うべき共済金の総額から、農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の１００分の５に相当

する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。 

（１）農作物共済に係る定款第５５条の不足金塡補準備金の金額 

（２）農作物共済に係る定款第５７条の特別積立金の金額 

（共済金の支払の免責等） 

第４２条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるものと

する。 
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（１）組合員が第１２条第１項の規定による義務を怠ったとき。 

（２）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき。 

（３）組合員が第１６条第１項第１号、第３項又は第４項の規定による通知を怠り、又は悪意若し

くは重大な過失によって不実の通知をしたとき。 

（４）組合員が正当な理由がないのに組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したとき。 

（５）農作物共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物に関する次

に掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知

をしたとき（この組合がこれを知っていたとき、及び過失によってこれを知らなかったときを

除く。）。 

イ 共済目的の種類 

ロ 第２８条第１項第３号に掲げる事項 

ハ 共済関係について災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作

物に係る収穫物の出荷計画 

 

２ この組合は、法第１３６条第１項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の

種類に係る農作物につき、組合員がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作

物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべ

き損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。 

３ この組合は、組合員が植物防疫法（昭和２５年法律第１５１号）の規定に違反した場合には、

当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務

を有しない。 

（告知義務違反による解除） 

第４３条 組合員は、農作物共済の申込みの当時、農作物共済の共済関係が成立することにより塡

補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたも

のについて、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該農作物共済の共済関係を

解除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 

（１）農作物共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によっ

て知らなかったとき。 

（２）この組合のために共済関係の成立のための行為の媒介を行うことができる者（この組合のた

めに共済関係の成立のための行為の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」と

いう。）が、組合員が第１項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧
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めたとき。 

４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。農作物共済の申込みの承諾の時から６か月を経過し

たときも、同様とする。 

（共済掛金不払の場合の共済関係の解除） 

第４４条 組合員が正当な理由がないのに第３４条の規定による払込みを遅滞したときは、この組

合は、当該農作物共済の共済関係を解除するものとする。 

（重大事由による解除） 

第４５条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、農作物共済の共済関係を解除するものと

する。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 

（解除の効力） 

第４６条 農作物共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める

損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第４３条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実

に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）第４４条 解除がされた時までに発生した共済事故による損害 

（３）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ

る損害 

（共済金支払額、減収量等の公告） 

第４７条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、組合員ごとに、共済金の支払額、共済

減収量（災害収入共済方式にあっては生産金額の減少額及び減収量（規則第９８条第２号に掲げ

る数量から同条第１号に掲げる数量を差し引いて得た数量をいう。））、共済金の支払期日及び支

払方法を公告するものとする。 
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第３章 家畜共済 

第１節 通則 

（定 義） 

第４８条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるもの

とする。 

（１）包括共済家畜区分 次号及び第３号の区分の総称をいう。 

（２）包括共済家畜区分（死廃） 規則第１０１条第１項に規定する区分をいう。 

（３）包括共済家畜区分（病傷） 規則第１０１条第２項に規定する区分をいう。 

（４）包括共済関係 第４９条第１項の規定により成立する共済関係をいう 

（５）個別共済関係 第４９条第２項又は第３項の規定により成立する共済関係をいう 

（６）搾乳牛 規則第１０１条第１項第１号の搾乳牛をいう。 

（７）繁殖用雌牛 規則第１０１条第１項第２号の繁殖用雌牛をいう。 

（８）育成乳牛 規則第１０１条第１項第３号の育成乳牛をいう。 

（９）育成・肥育牛 規則第１０１条第１項第４号の育成・肥育牛をいう。 

（10）繁殖用雌馬 規則第１０１条第１項第５号の繁殖用雌馬をいう。 

（11）育成・肥育馬 規則第１０１条第１項第６号の育成・肥育馬をいう。 

（12）乳用牛 規則第１０１条第２項第１号の乳用牛をいう。 

（13）肉用牛 規則第１０１条第２項第２号の肉用牛をいう。 

（14）共済目的の種類 法第１４４条第１項及び第２項の共済目的の種類をいう。 

（共済関係の成立） 

第４９条 包括共済家畜区分に係る家畜共済の共済関係は、組合員が、当該区分ごとに、その飼養

する当該区分に属する家畜（第５４条第１項又は第２項の規定による申出をしない組合員につい

ては、死亡廃用共済にあっては子牛等、疾病傷害共済にあっては子牛を除く。）を一体として家

畜共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。 

２ 種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、組合員がその飼養する種雄牛又

は種雄馬（牛にあっては１２歳以下のもの、馬にあっては明け１７歳未満のものに限る。）を家

畜共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。 

３ 包括共済家畜区分に属する家畜（子牛等及び肉豚を除く。以下この項において同じ。）であっ

て、次の各号に掲げる事由があるもの（牛にあっては１２歳以下のもの、馬にあっては明け１７

歳未満のもの、種豚にあっては６歳以下のものに限る。）については、第１項の規定にかかわら

ず、前項の規定の例により家畜共済の共済関係を成立させることができる。 

（１）この組合が当該組合員からの第１項の規定による申込みにつき、第５１条第１号の理由があ

るためその承諾を拒んだこと（同号の理由がなくなった場合を除く。）。 

（２）同一の包括共済家畜区分に属する家畜につき当該組合員との間に次項の家畜共済の個別共済

関係が存していること。 

４ 個別共済関係に付された家畜が牛にあっては１３歳以下、馬にあっては明け１７歳未満、種豚
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にあっては７歳に該当するに至ったときは、その２年以上前から引き続いて当該個別共済関係が

存している場合を除いて、その該当することとなった時の属する共済掛金期間の満了の時に該当

個別共済関係は消滅する。 

（家畜共済の申込み） 

第５０条 組合員が家畜共済の申込み（前条の規定による申込みをいう。以下同じ。）をしようと

するときは、次に掲げる事項（前条第２項又は第３項の規定による申込みにあっては、第４号か

ら第６号までの事項を除く。）を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。 

（１）組合員の氏名及び住所（法人たる組合員にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその

事務所の所在地） 

（２）家畜共済の種類 

（３）前条第１項の規定による申込みにあっては包括共済家畜区分、同条第２項又は第３項の規定

による申込みにあっては共済目的の種類 

（４）包括共済関係にあっては申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るものの頭数 

（５）包括共済関係にあっては申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るもののうち、

疾病にかかり、又は傷害を受けているものの頭数 

（６）死亡廃用共済の包括共済関係にあっては、包括共済家畜区分ごとに、共済掛金期間中に飼養

することが見込まれる家畜の頭数（肉豚を除く。）   

（７）申込みに係る家畜の飼養場所 

（８）その他共済目的を明らかにすべき事項 

２ この組合は、家畜共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、

これを組合員に通知するものとする。この場合において、前条第２項又は第３項の規定による申

込みを受けたときは、当該家畜の健康診断を行うものとする。 

３ 第１項の申込書に記載した事項に変更（第１項第６号の頭数の変更並びに第１６条第１項第２

号から第４号まで及び同条第７項の規定による異動を除く。）が生じたときは、組合員は、遅滞

なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

４ 組合員は、当該共済掛金期間の終了の日前に、次の共済掛金期間に係る継続加入通知書をこの

組合に提出するものとする。 

５ 前項の場合には、第１項（第５号を除く）及び第３項の規定を準用する。 

（申込みの承諾を拒む場合） 

第５１条 この組合は、組合員から家畜共済の申込みを受けた場合において、その申込みにつき、

包括共済関係にあっては第１号又は第２号、個別共済関係にあっては第３号から第５号までのい

ずれかに掲げる事由があるときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。 

（１）その申込みに係る家畜のうちに第３号から第５号までに掲げるものがあるため、その申込み

を承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済家畜区分に属する家畜をこの組合の家畜共済

の包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれ

があること。 
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（２）個体識別番号の利用、組合員が記録する飼養、管理等の記録（帳簿等）の利用等の方法によ

り家畜の飼養頭数を効率的に確認することについての組合員の協力を得られないこと。 

（３）その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、奇形、不具若しくは悪癖の著しいもの又は第４９

条第２項若しくは第３項の年齢に適合しないものであること 

（４）その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。 

（５）その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、

若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と

同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められること。 

（共済関係の消滅） 

第５２条 包括共済関係の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなった家畜につき

既に個別共済関係が成立していたときは、当該包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その

成立していた個別共済関係は、消滅するものとする。 

２ 特定肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付さ

れることとなった肉豚につき既に群単位肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係が成立してい

るときは、当該特定肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その

成立していた群単位肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係は、消滅するものとする。 

３ この組合との間に特定肉豚に係る包括共済関係の存する者が第２条第１項第２号へに規定す

る者となったときは、その時に、その成立していた当該特定肉豚に係る包括共済関係は、消滅す

るものとする。 

４ 前項３項に規定する場合において、この組合は、消滅する家畜共済関係に係る共済掛金及び組

合員が支払った賦課金のうち、まだ経過しない共済掛金期間に対応する部分の金額を日割りで計

算した金額を組合員に返還するものとする。 

（共済事故の一部除外） 

第５３条 この組合との間に包括共済家畜区分（死廃）（群単位肉豚を除く。この条において同じ。）

に係る死亡廃用共済の包括共済関係の存する者は、当該包括共済家畜区分（死廃）ごと及び共済

掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する２週間前までに、この組合に対し、次の表の左欄

に掲げる包括共済家畜区分（死廃）に応じ、同表の右欄に掲げるものを共済事故としない旨の申

出をすることができる。 

包括共済家畜区分（死廃） 共済事故としないもの 

搾乳牛、育成乳牛 次に掲げるいずれかの共済事故 

 

 

 

 

イ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因（地震及

び噴火を含む。）による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 
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ロ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因（地震及

び噴火を含む。）による廃用以外の廃用 

ハ 第２条第２項第５号及び第６号に掲げる場合における廃用 

繁殖用雌牛、育成・肥育牛 

 

次に掲げるいずれかの共済事故 

イ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因（地震及

び噴火を含む。）による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 

 

 

ロ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因（地震及

び噴火を含む。）による廃用以外の廃用 

ハ 第２条第２項第１号から第３号までに掲げる場合における廃

用 

繁殖用雌馬、 

育成・肥育馬 

火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因（地震及び噴

火を含む。）による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 

種豚 次に掲げるいずれかの共済事故 

イ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因（地震及

び噴火を含む。）による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 

ロ 第２条第２項第１号から第３号までに掲げる場合における廃

用 

特定肉豚 火災、伝染性の疾病（家畜伝染病予防法第４条第１項に規定する

届出伝染病にあっては、農林水産大臣が指定するものに限る。）

又は風水害その他気象上の原因（地震及び噴火を 

含む。）による死亡以外の死亡 

２ 前項の申出は、その者に係る家畜の飼養に関する条件が、次の表の左欄に掲げる包括共済家畜

区分（死廃）に応じ、同表の右欄に掲げる基準に適合するときに限り、することができる。 

包括共済家畜区分（死廃） 基   準 

搾乳牛、育成乳牛 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 

イ 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又

は育成乳牛の頭数が６頭以上であること。 

ロ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前５年

間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 

繁殖用雌牛、育成・肥育牛、

繁殖用雌馬、育成・肥育馬、 

種豚 

当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開

始前５年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有するこ

と。 

特定肉豚 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 

イ 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する肉豚の頭

数が２００頭であること。 

ロ 肉豚につき、当該共済掛金期間の開始前５年間にわたり引き

続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 

３ 第１項の申出があったときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内
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は、第２条第１項第２号の規定にかかわらず、同号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済

事故としないものとする。 

（子牛等を共済目的とすることの申出） 

第５４条 この組合との間に育成乳牛又は育成・肥育牛に係る死亡廃用共済の包括共済関係の存す

る者は、当該包括共済関係ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する２週間前

までに、この組合に対し、子牛等を共済目的とする旨の申出をすることができる。 

２ この組合との間に乳用牛又は肉用牛に係る疾病傷害共済の包括共済関係の存する者は、当該包

括共済関係ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する２週間前までに、この組

合に対し、子牛を共済目的とする旨の申出をすることができる。 

３ 前２項の申出があったときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内

は、死亡廃用共済にあっては子牛等、疾病傷害共済にあっては子牛を共済目的とするものとする。 

（共済責任の開始） 

第５５条 家畜共済に係る共済責任（次項に規定するものを除く。）は、この組合が組合員から組

合員負担共済掛金の払込み（共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、その第１回の支払）

を受けた日の翌日から始まる。ただし、包括共済家畜区分に属する家畜（群単位肉豚を除く。）

であって、その日以後飼養するに至ったものにあっては、その飼養に至った時から始まる。 

２ 共済責任開始の日を統一するため必要がある場合において、この組合が組合員との協議により

特定の家畜共済の共済関係について特定の日に共済責任が始まる旨を定めたときは、前項本文の

規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その特定の日から始まる。この場合には、

前項ただし書の規定を準用する。 

（共済関係成立時等の書面交付） 

第５６条 この組合は、家畜共済の共済関係が成立したとき及び共済掛金期間が開始したとき（最

初の共済掛金期間が開始したときを除く。）は、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記

載した加入証を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）死亡廃用共済又は疾病傷害共済の別   

（４）第４９条第１項の規定による申込みにあっては包括共済家畜区分及び子牛等の選択の有無、

同条第２項又は第３項の規定による申込みにあっては共済目的の種類 

（５）死亡廃用共済にあっては、包括共済家畜区分ごとに、共済掛金期間中に飼養されることが見

込まれる家畜の頭数（肉豚を除く。） 

（６）共済事故 

（７）共済掛金期間の始期及び終期 

（８）共済金額、付保割合及び死亡廃用共済にあっては共済金の支払限度額 

（９）組合員の属する危険段階 
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（10）共済目的を特定するために必要な事項 

（11）組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法 

（12）第１６条第１項第２号から第４号まで、第２項から第７項まで、第５０条第３項及び第５８

条の通知等をすべき事項 

（13）共済関係の成立年月日 

（14）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

３ 組合員は、当該家畜につき診療を受けようとするときは、第１項の加入証を提示しなければな

らない。 

（共済掛金期間） 

第５７条 家畜共済に係る共済掛金期間は、１年（群単位肉豚に係るものにあっては、出生後第２

０日の日（その日に離乳していないときは、離乳した日）から出生後第８月の月の末日までの期

間。次項及び第６６条において同じ。）とする。 

２ この組合は、共済掛金期間の始期又は終期を統一するため必要があるときは、前項の規定にか

かわらず、家畜共済に係る共済掛金期間を１年未満とすることができる。 

３ 家畜共済に係る最初の共済掛金期間は、第５５条第１項本文又は第２項前段の規定により家畜

共済に係る共済責任の始まる時に開始する。 

（損害防止の指導） 

第５８条 次の場合には、組合員は、あらかじめ、その旨をこの組合に通知し、損害防止のため必

要な指導を受けるものとする。 

（１）共済目的である家畜に対して去勢その他重大な手術をするとき。 

（２）共済目的である家畜を放牧するとき。 

（３）共済目的である家畜を家畜市場に出場させ、又は共進会等に出品するとき。 

２ 次の場合には、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知し、損害防止のため必要な指導

を受けるものとする。 

（１）共済目的である家畜が疾病にかかり、又は著しい傷害を受けたとき。 

（２）共済目的である家畜が行方不明になったとき。 

（共済金の支払の免責） 

第５９条 次の場合には、この組合は、家畜共済に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責任

を免れるものとする。 

（１）組合員が第１２条第１項の規定による義務を怠ったとき。 

（２）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき。 

（３）組合員が第１６条第１項第２号から第４号まで、第３項又は第４項の規定による通知を怠り、

又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。 

（４）組合員が正当な理由がないのに組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したとき。 



 

 

第１章 総則 （鳥取県農業共済組合事業規程） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 73 - 

（５）家畜共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る家畜に関する次に掲

げる事項又は事実につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をし

たとき（この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。）。 

イ 第５０条第１項第３号に掲げる事項 

ロ 申込みの際現に飼養している家畜の頭数 

ハ 申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しく

は傷害を受けているものがあること又は疾病若しくは傷害の原因が生じているものがある

こと。 

（６）家畜共済に係る共済責任の開始する前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じて

いた疾病若しくは傷害によって損害が生じたとき。 

（７）組合員又は組合員と同一の世帯に属する親族が故意又は重大な過失によって損害を生じさせ

たとき。ただし、組合員が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失を塡補す

るために、他人の所有するものを共済に付したときは、「故意又は重大な過失」とあるのは、

「故意」とする。 

（８）家畜共済に係る共済責任の始まった日から２週間以内に共済事故が生じたとき。 

（９）組合員が、あらかじめこの組合の承諾を得ずに廃用に係る家畜をと殺し、又は譲り渡したと

き。 

（10）組合員が競馬法（昭和２３年法律第１５８号）による競馬の競争に共済目的である馬を出走

させたことによって損害を生じさせたとき。 

（待期間からの除外等） 

第６０条 前条第８号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、この組合は、共済金

の支払の責任を免れないものとする。 

（１）当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合 

（２）当該共済事故に係る家畜が、包括共済関係に付されたものであって、当該包括共済関係の成

立により消滅した個別共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して２週間以上前

から付されていたものである場合 

（３）当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して２週間以上前から

当該組合員の他の包括共済関係に付されていたものであって、当該他の包括共済関係に係る包

括共済家畜区分に属する家畜でなくなったことにより、当該共済事故に係る包括共済関係に付

されたものである場合 

（４）当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して２週間以上前から

包括共済関係に係る家畜共済に付されていたものであって、種雄牛又は種雄馬となった後２週

間以内に当該共済事故に係る個別共済関係に付されたものである場合 

（５）当該共済事故に係る家畜が、その母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して２

４０日以上に達したこと又は出生により共済関係に付された子牛等（子牛にあっては、組合員

が出生後引き続き飼養しているものに限る。）である場合であって、当該子牛等の母牛が、当
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該共済事故が生じた日の前日から起算して２週間以上前から、当該組合員の共済関係に付され

ていたものであるとき（当該母牛が当該組合員の共済関係に付される２週間以上前から他の組

合員等（他の組合等の組合員等を含む。）の共済関係に付されていた場合であって、当該他の

組合員等の飼養する家畜でなくなった後１週間以内に当該組合員の共済関係に付されたもの

であるときを含む。）。 

（６）当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、当該組合員の飼養する母豚から出生し、当

該特定肉豚に係る包括共済関係の成立後に出生後第２０日の日（その日に離乳していないとき

は、離乳した日）に達したものである場合 

（７）当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、法第１４１条第１項の規定により消滅した

群単位肉豚に係る包括共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して２週間以上前

から付されていたものである場合 

（８）当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して２週間以上前から

特定肉豚に係る包括共済関係に付されていた肉豚であって、当該包括共済関係の消滅後２週間

以内に群単位肉豚に係る包括共済関係に付されたものである場合 

（９）当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故に係る共済関係に付される２週間以上前から他の

組合員等（他の組合等の組合員等を含む。）に係る共済関係に付されていたものであって、当

該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後１週間以内に、当該共済事故に係る共済関係に

付されたものである場合 

２ 前条第９号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、この組合は、共済金の支払

の責めを免れないものとする。 

（１）当該廃用に係る家畜を緊急にと殺し、又は譲り渡す必要があったこと。 

（２）当該廃用に係る家畜が牛白血病又は伝達性海綿状脳症にかかっていることを知らずにと殺し、

又は譲り渡したことにつき、重大な過失がないこと。 

（共済関係の無効） 

第６１条 第４９条第３項の規定による申込みの承諾の際、包括共済家畜区分に属する家畜で同項

各号に掲げる事由がないものに係る家畜共済の個別共済関係は、無効とする。 

２ 第４９条第２項の規定に違反する個別共済関係は、無効とする。 

（告知義務違反による解除） 

第６２条 組合員は、家畜共済の申込みの祭、家畜共済の共済関係が成立することにより塡補する

こととされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものにつ

いて、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該家畜共済の共済関係を解

除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 
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（１）家畜共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって

知らなかったとき。 

（２）共済媒介者が、組合員が第１項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧

めたとき。 

４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。家畜共済の申込みの承諾の時から６か月を経過した

ときも同様とする。 

（重大事由による解除） 

第６３条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、家畜共済の共済関係を解除するものとす

る。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 

２ この組合は、第５１条第２号に掲げる事由が生じた場合には、家畜共済の共済関係を解除する

ものとする。 

（解除の効力） 

第６４条 家畜共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める

損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第６２条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実

に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ

る損害 

（共済関係の失効） 

第６５条 個別共済関係に付された家畜について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、

第１１条第１項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により当該個別共済関係に

関し権利義務が承継された場合を除き、当該個別共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承

継があった時からその効力を失う。 

２ 第５５条第２項に規定する場合であって、第６９条第１項若しくは第７８条第１項の規定に違
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反したとき又は第７０条第３項若しくは第４項若しくは第７９条第３項若しくは第４項の第１

回目の組合員負担共済掛金の払込期限までに当該共済掛金が払い込まれなかったときは、当該共

済関係は、その成立の時からその効力を失う。 

３ 第６９条第４項又は第７８条第４項の猶予期間を経過したときは、当該家畜共済の共済関係は、

当該猶予期間の初日からその効力を失う。 

４ 第６９条第５項又は第７８条第５項に違反したときは、第１１条第１項（同条第７項において

準用する場合を含む。）の規定により承継した権利義務は、その承継の時からその効力を失う。 

５ 個別共済関係の共済目的である家畜（乳牛の雌を除く。）が共済目的の種類を変更したときは、

当該個別共済関係は、その変更の時からその効力を失う。 

（他人の家畜を家畜共済に付した場合） 

第６６条 他人の家畜を飼養する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害

を塡補するため当該家畜を家畜共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当

該家畜の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。 

２ 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該家畜の所有者の

承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使すること

ができる。 

（家畜共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第６７条 理事は、家畜共済の共済掛金率、共済金額、組合員負担共済掛金等を記載した家畜共済

掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の

内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成

と備置きを行わないものとすることができる。 

２ 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告しなければならない。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の家畜共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。 

 

第２節 死亡廃用共済 

（組合員負担共済掛金の金額） 

第６８条 死亡廃用共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、第７５条の規定により算定した組合

員が支払うべき共済掛金から、当該共済掛金の２分の１（豚に係るものにあっては、５分の２）

に相当する金額（その金額が法第１２条の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、

その農林水産大臣の定める金額）（組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合

にあっては、当該金額及び当該補助金の金額）を差し引いて得た金額とする。  

２ 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した

書面をもってするものとする。 

（組合員負担共済掛金の払込期限） 
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第６９条 死亡廃用共済の申込みをした者は、第５０条第２項の承諾の通知が到達した日の翌日か

ら起算して１週間以内（第５５条第２項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から２週間

以内）に、最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金をこの組合又は組合が指定する金融

機関等に払い込まなければならない。 

２ 前項に規定する払込期限を過ぎて組合員負担共済掛金の払込みを受けたときは、この組合は、

あらためて死亡廃用共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。 

３ 組合員は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金を

この組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

４ 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して２週間をもって猶予期間と

する。 

５ この組合が第１１条第１項（同条第７項において準用する場合を含む。）の承諾をした場合に

おいて、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、譲受

人は、当該承諾の日（その日が共済目的の譲受けの前であった場合は、当該譲受けの日）の翌日

から起算して２週間以内に当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によっ

て計算される組合員負担共済掛金の差額をこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込ま

なければならない。 

（組合員負担共済掛金の分納） 

第７０条 この組合は、死亡廃用共済の包括共済関係に係る組合員負担共済掛金について、次の各

号に掲げる場合には、前条第１項又は第３項の規定にかかわらず、当該組合員の申請に基づき当

該組合員負担共済掛金（同条第５項又は次条第２項の規定により払い込むべき差額部分を除く。）

を当該各号に掲げる回数に分割して払い込むことを認めることができる。 

（１）共済掛金期間が１年（第５７条第２項の規定により共済掛金期間を１年未満とする場合で、

当該共済掛金期間の月数が１２か月のものを含む。以下同じ。）である包括共済関係について、

共済掛金期間ごとの組合員負担共済掛金の金額が１万円以上である場合 ４回 

（２）この組合が第５７条第２項の規定により共済掛金期間を１年未満とする包括共済関係であっ

て、当該共済掛金期間が６か月以上１２か月未満のものについて、当該包括共済関係に係る組

合員負担共済掛金の金額が１万円以上である場合 ２回 

２ 前項の申請は、次項の規定による第２回目以降の払込みにつき担保を供し、又は保証人を立て、

かつ、この組合の定める書類を添付してしなければならない。 

３ 第１項第１号の規定により組合員負担共済掛金を４回に分割して払い込むことを認められた

場合には、組合員負担共済掛金の４分の１に相当する金額を、第５０条第２項の承諾の通知が到

達した日の翌日から起算して１週間以内（第５５条第２項に規定する場合にあっては、同項の特

定の日から２週間以内。次項において同じ。）及び第１回目の組合員負担共済掛金の払込期限の

日の翌日から起算して当該共済掛金期間の月数を４回で除して得た月数を経過するごとの日ま

でに、それぞれこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

４ 第１項第２号の規定により組合員負担共済掛金を分割して払い込むことを認められた場合に
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は、第５０条第２項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して１週間以内に組合員負担共済

掛金の２分の１に相当する金額を、第１回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日から起算して

当該共済掛金期間の２分の１に相当する月数を経過した日までにその残額に相当する金額を、そ

れぞれこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

５ 前２項に規定する第２回目以降の払込期限後２週間をもって猶予期間とする。 

（死亡廃用共済の共済金額） 

第７１条 死亡廃用共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、共済価額の２０％から８０％（肉豚

にあっては、４０％から８０％）までの範囲内において、組合員が申し出た金額とする。 

２ 次条第１項ただし書の規定により共済価額を算定することとなる場合は、共済掛金期間の期末

において、前項の共済金額に、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加え、再度算定

した金額を共済金額とする。この場合において、これらの共済金額の差額から生じる組合員負担

共済掛金の増額があるときは、組合員は、この組合が当該共済金額の算定後において通知する期

限までに、当該増額分をこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならないも

のとし、減額があるときは、この組合は、遅滞なく、当該減額分を組合員に返還するものとする。 

（死亡廃用共済の共済価額） 

第７２条 肉豚以外の死亡廃用共済の包括共済関係についての共済価額は、共済掛金期間ごとに規

則第１０７条第１項の農林水産大臣が定める準則に従い、当該共済掛金期間中に飼養すると見込

まれる当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分（死廃）に属する家畜の価額の合計金額として、

当該共済掛金期間の開始前に算定された金額とする。ただし、共済掛金期間中に飼養した当該包

括共済関係に係る包括共済家畜区分（死廃）に属する家畜の価額の合計金額が当該算定された金

額と異なる場合は、当該合計金額とする。 

２ 前項の家畜の価額は、次の表の左欄に掲げる家畜の区分に応じ、同表の右欄に定める金額とす

る。 

搾乳牛、繁殖用雌牛、 

繁殖用雌馬、種豚 

共済掛金期間の開始の時（その時後に飼養することとなる家畜に

あっては、その飼養することとなる時）における家畜の価額 

育成乳牛、育成・肥育牛、 

育成・肥育馬 

（牛の胎児を除く。） 

共済掛金期間の終了の時における家畜の価額（その時前に飼養し

ないこととなる家畜にあっては、農林水産大臣が定める金額） 

牛の胎児 規則第１０７条第２項第２号の規定により一定期間における牛の

価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される

牛の出生の日における価額に相当する金額 

３ 肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係についての共済価額は、次の表の左欄に掲げる肉豚の

区分に応じ、同表の右欄に定める金額とする。 

特定肉豚 基準期間ごとに、当該基準期間の開始の時において組合員が現に

飼養している肉豚の価額（農林水産大臣が定めるところにより算

定される金額。以下同じ。）の合計金額 
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群単位肉豚 飼養区分ごとに、共済掛金期間の開始の時における当該飼養区分

に属する肉豚の価額の合計金額 

４ 死亡廃用共済の個別共済関係についての共済価額は、当該個別共済関係に係る家畜の共済掛金

期間の開始の時における家畜の価額とする。 

（肉豚以外の死亡廃用共済の共済価額及び共済金額の変更） 

第７３条 肉豚以外の死亡廃用共済の共済価額について、第１６条第１項第２号に掲げる異動が生

じたことにより死亡廃用共済の包括共済関係に係る家畜の価額の合計金額に変更が生じたとき

は、この組合は、同条第１項本文の規定による通知を受けた後、遅滞なく、当該包括共済関係の

共済価額を変更するものとする。 

２ 前項の規定により共済価額が変更された場合には、第１号に掲げる金額を共済金額とする。た

だし、共済価額が増加した場合であって、組合員が前項の異動の日から２週間以内に同号に掲げ

る金額から第２号に掲げる金額までの範囲内の金額を申し出たときは、当該金額を共済金額とす

る。 

（１）変更後の共済価額に、変更前の第７６条第１項の付保割合を乗じて得た金額   

（２）変更前の共済金額と、変更後の共済価額の１００分の２０に相当する金額のいずれか高い金

額 

３ 組合員は、前項の規定により共済金額が増額される場合は、まだ経過していない共済掛金期間

に対する共済掛金（分割支払がされる場合にあっては、その第１回の支払に係るもの）を、第１

項の異動の日から１か月以内に支払わなければならない。 

４ この組合は、第２項の規定により共済金額が減額される場合は、減額する共済金額に対する共

済掛金のうち、まだ経過していない共済掛金期間に対するものを組合員に返還するものとする。 

５ 第１項の規定による共済価額の変更及び第２項の規定による共済金額の変更は、当該変更に係

る第１項の異動の日からその効力を生ずる。 

（特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更） 

第７４条 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額は、共済事故が生じたときは、当該共済事故が

生じた時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、支払われた共済金に相当する金額だけ

減額するものとする。 

２ 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が第１６条第１項第３号イ又はロに掲げる共済目的

の異動により増加したときは、組合員は当該異動の日の属する基準期間の次の基準期間の開始の

日から２週間以内に、共済価額の増加の割合の範囲内で、共済金額の増額を請求することができ

る。この場合には、組合員は当該請求をした日から２週間以内に、まだ経過していない共済掛金

期間に対する共済掛金（分割支払がされる場合にあっては、その第１回の支払に係るもの）を支

払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、この組合が組合員から当該共済掛金の

支払（分割支払がされる場合にあっては、その第１回の支払）を受けた日の翌日からその効力を

生ずるものとする。 

３ 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が共済事故又は第１６条第１項第３号ハに掲げる共
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済目的の異動により著しく減少したときは、組合員は、当該共済事故又は当該異動が生じた日の

属する基準期間の次の基準期間の開始の日から２週間以内に、共済価額の減少の割合の範囲内で、

共済金額の減額を請求することができる。この場合において、この組合は、まだ経過していない

共済掛金期間に対する共済掛金を返還するものとし、当該共済金額の減額は、この組合が組合員

の請求を受理した日の翌日からその効力を生ずるものとする。 

（共済掛金） 

第７５条 死亡廃用共済の共済掛金は、共済目的の種類ごとに、次の式によって算定される金額と

する。 

共済掛金＝共済金額×共済掛金率×短期係数（共済掛金期間（月数）/１２（群単位肉豚に

あっては１）） 

（注）共済掛金期間（月数）の１月未満の端数があるときは、これを１月とする。 

２ 共済掛金率は、この組合が総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段

階区分に係るものを適用する。 

（死亡廃用共済の共済金の支払額） 

第７６条 死亡廃用共済に係る共済金は、次の式によって算定される金額とする。ただし、死亡廃

用共済の包括共済関係に係るものにあっては包括共済家畜区分（死廃）ごと、組合員ごと及び共

済掛金期間ごとに、死亡廃用共済の個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期

間ごとに、法第１４５条第１項ただし書の農林水産大臣が定める金額を限度とする。 

共済金＝損害の額×付保割合 

損害の額＝共済事故に係る家畜の価額－（肉皮等残存物の評価額又は当該家畜の廃用時の評

価額＋補償金等） 

付保割合＝共済金額/共済価額 

（注）補償金等には、家畜伝染病予防法第５８条第１項の規定により受けるべき手当金（以

下この条において「手当金」という。）を含まない。 

２ 手当金を受けるべき場合又は肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用時の評価額が共

済事故に係る家畜の価額の２分の１を超える場合において、前項の式により算出した共済金が次

の式により算出した金額を超えるときは、前項本文の規定にかかわらず、次の式により算出した

金額を前項本文の死亡廃用共済に係る共済金とする。 

共済金＝共済事故に係る家畜の価額－（肉皮等残存物の評価額＋当該家畜の廃用時の評価額

＋補償金等＋手当金） 

３ 死亡廃用共済の包括共済関係についての第１項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家

畜区分（死廃）に応じ、当該各号に定める金額とする。 

（１）搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬及び種豚 共済掛金期間の開始の時（その時後に当該包括

共済関係に付された家畜にあっては、その付された時）における当該家畜の価額 

（２）育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬 共済事故が発生した時における当該家畜の価額

（牛の胎児にあっては、規則第１０７条第２項第２号に定める金額） 

（３）肉豚 規則第１０７条第４項の農林水産大臣が定めるところにより算定される金額 
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４ 死亡廃用共済の個別共済関係についての第１項の家畜の価額は、共済掛金期間の開始の時にお

ける当該家畜の価額とする。 

５ 第１項及び第２項の肉皮等残存物及び家畜の廃用時の評価額は、当該肉皮等残存物又は当該廃

用に係る家畜を通常利用すべき方法により利用するとした場合における価額（これらの価額が当

該家畜の価額の２分の１を超えるときは、当該価額の２分の１）とする。 

６ 第１項及び第２項の補償金等及び手当金は、組合員の悪意又は重大な過失によりその全部又は

一部を受けることができなくなった場合においても、その全部を受けるべきものとして計算する。 

 

第３節 疾病傷害共済 

（組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法）  

第７７条 疾病傷害共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、第８３条の規定により算定した組合

員が支払うべき共済掛金から、当該共済掛金の２分の１（豚に係るものにあっては、５分の２）

に相当する金額（その金額が法第 12 条の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、

その農林水産大臣の定める金額）（組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合

にあっては、当該金額及び当該補助金の金額）を差し引いて得た金額とする。 

２ 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した

書面をもってするものとする。 

（組合員負担共済掛金の払込期限） 

第７８条 疾病傷害共済の申込みをした者は、第５０条第２項の承諾の通知が到達した日の翌日か

ら起算して１週間以内（第５５条第２項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から２週間

以内）に、最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金をこの組合又は組合が指定する金融

機関等に払い込まなければならない。 

２ 前項に規定する払込期限を過ぎて組合員負担共済掛金の払込みを受けたときは、この組合は、

あらためて疾病傷害共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。 

３ 組合員は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金を

この組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

４ 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して２週間をもって猶予期間と

する。 

５ この組合が第１１条第１項（同条第７項において準用する場合を含む。）の承諾をした場合に

おいて、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、譲受

人は、当該承諾の日（その日が共済目的の譲受けの前であった場合は、当該譲受けの日）の翌日

から起算して２週間以内に当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によっ

て計算される組合員負担共済掛金の差額をこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込ま

なければならない。 

（組合員負担共済掛金の分納） 
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第７９条 この組合は、疾病傷害共済の包括共済関係に係る組合員負担共済掛金について、次の各

号に掲げる場合には、前条第１項又は第３項の規定にかかわらず、当該組合員の申請に基づき当

該組合員負担共済掛金（同条第５項により払い込むべき差額部分を除く。）を当該各号に掲げる

回数に分割して払い込むことを認めることができる。 

（１）共済掛金期間が１年（第５７条第２項の規定により共済掛金期間を１年未満とする場合で、

当該共済掛金期間の月数が１２か月のものを含む。以下同じ。）である包括共済関係について、

共済掛金期間ごとの組合員負担共済掛金の金額が１万円以上である場合 ４回 

（２）この組合が第５７条第２項の規定により共済掛金期間を１年未満とする包括共済関係であっ

て、当該共済掛金期間が６か月以上１２か月未満のものについて、当該包括共済関係に係る組

合員負担共済掛金の金額が１万円以上である場合 ２回 

２ 前項の申請は、次項の規定による第２回目以降の払込みにつき担保を供し、又は保証人を立て、

かつ、この組合の定める書類を添付してしなければならない。 

３ 第１項第１号の規定により組合員負担共済掛金を４回に分割して払い込むことを認められた

場合には、組合員負担共済掛金の４分の１に相当する金額を、第５０条第２項の承諾の通知が到

達した日の翌日から起算して１週間以内（第５５条第２項に規定する場合にあっては、同項の特

定の日から２週間以内。次項において同じ。）及び第１回目の組合員負担共済掛金の払込期限の

日の翌日から起算して当該共済掛金期間の月数を４回で除して得た月数を経過するごとの日ま

でに、それぞれこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

４ 第１項第２号の規定により組合員負担共済掛金を分割して払い込むことを認められた場合に

は、第５０条第２項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して１週間以内に組合員負担共済

掛金の２分の１に相当する金額を、第１回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日から起算して

当該共済掛金期間の２分の１に相当する月数を経過した日までにその残額に相当する金額を、そ

れぞれこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

５ 前２項に規定する第２回目以降の払込期限後２週間をもって猶予期間とする。 

（疾病傷害共済の共済金額） 

第８０条 疾病傷害共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、支払限度額を超えない範囲内におい

て、共済掛金期間の開始の時までに組合員が申し出た金額とする。 

（疾病傷害共済の支払限度額） 

第８１条 疾病傷害共済の支払限度額は、包括共済関係にあっては共済掛金期間の開始の時におい

て組合員が現に飼養している当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分（病傷）に属する家畜の

その時における価額の合計額、個別共済関係にあっては共済目的たる家畜の共済掛金期間の開始

の時にける価額（これらの金額が規則第１０９条の農林水産大臣が定める金額を超える場合にあ

っては、当該金額）に、同条の支払限度率を乗じて得た金額（１年に満たない共済掛金期間にあ

っては、当該金額に規則第３条第３項第２号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額）と

する。 
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（疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更） 

第８２条 組合員は、次に掲げる異動が生じた場合において、当該異動の日から２週間以内に支払

限度額及び共済金額につき、それぞれ増額又は減額の申出をすることができる。 

（１）共済目的たる家畜を飼養することとなったこと。 

（２）養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。 

２ この組合は、前項第１号に掲げる異動に係る申出があったときは、支払限度額にあっては第１

号、共済金額にあっては第２号に掲げる金額を増額するものとする。 

（１）当該異動に係る家畜の当該異動の時における価額の合計額（その金額が規則第１１２条第１

項第２第１号の農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額）に規則第１０

９条の支払限度率を乗じて得た金額 

（２）前号に掲げる金額に、変更前の共済金額の支払限度額に対する割合及びまだ経過していない

共済掛金期間の割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で組合員が申し出た金額 

３ 組合員は、前項の増額に係る共済掛金（分割支払がされる場合にあっては、その第１回の支払

に係るもの）を第１項の申出の日から２週間以内に支払わなければならないものとし、当該共済

金額の増額は、当該共済掛金が期限までに支払われたときに当該異動の日からその効力を生ずる

ものとする。 

４ この組合は、第１項第２号に係る申出があったときは、支払限度額及び共済金額につき、変更

後の共済金額がその時までに支払われた共済金（その時までに第１６条第４項の規定により通知

がされた損害に係る共済金であって、その事後に支払われるものを含む。）の総額を下回らない

範囲において、支払限度額にあっては第２項第１号、共済金額にあっては同項第２号に掲げる金

額を減額するものとする。 

５ 前項の場合において、この組合は、前項の減額に係る共済掛金を組合員に返還するものとし、

当該共済金額の減額は、当該異動の日から効力を生じるものとする。 

（疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更） 

第８３条 疾病傷害共済の共済掛金は、共済目的の種類ごとに、次の式によって算定される金額と

する。 

２ 共済掛金率は、組合が総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区

分に係るものを適用する。 

（疾病傷害共済の共済金の支払額） 

第８４条 疾病傷害共済に係る共済金は、次の式によって算定される金額とする。ただし、疾病傷

害共済の包括共済関係に係るものにあっては包括共済家畜区分（病傷）ごと、組合員ごと及び共

済掛金期間ごとに、疾病傷害共済の個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期

間ごとに、法第１４５条第２項後段において準用する同条第１項ただし書の農林水産大臣が定め

る金額を限度とする。 

共済金＝組合員が負担すべき費用の内容に応じて規則第１１７条第１項の農林水産大臣の定

共済掛金＝共済金額×共済掛金率 



 

 

第１章 総則 （鳥取県農業共済組合事業規程） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 84 - 

める点数によって共済事故ごとに計算される総点数×農林水産大臣が定める１点の価額×90

/100 

２ 前項の損害の額は、当該診療その他の行為によって組合員が負担した費用の１００分の９０に

相当する金額を限度とする。 

（共済金の支払とみなされる場合） 

第８５条 疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、この組合が診療そ

の他の行為をし、又はその費用を負担したときは、この組合は、当該診療その他の行為に要した

費用の額の限度において共済金を支払ったものとみなす。 
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第４章 果樹共済 

（定 義） 

第８６条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるもの

とする。 

（１）類区分 法第１４８条第１項に規定する収穫共済の共済目的の種類をいう。 

（２）全相殺減収方式による収穫共済 法第１４８条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする

共済関係であって、規則第１１９条第１項第１号に規定する全相殺減収方式を選択するものを

いう。 

（３）全相殺品質方式による収穫共済 法第１４８条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする

共済関係であって、規則第１１９条第１項第２号に規定する全相殺品質方式を選択するものを

いう。 

（４）半相殺方式による収穫共済 法第１４８条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする共済

関係であって、規則第１１９条第１項第３号に規定する半相殺方式を選択するものをいう。 

（５）地域インデックス方式による収穫共済 法第１４８条第１項第１号に掲げる金額を共済金額

とする共済関係であって、規則第１１９条第１項第４号に規定する地域インデックス方式を選

択するものをいう。 

（６）災害収入共済方式による収穫共済 法第１４８条第１項第２号に掲げる金額を共済金額とす

る共済関係をいう。 

（７）（削除） 

（８）（削除） 

（９）（削除） 

（10）果樹共済資格団体 法第２０条第１項第３号に規定する栽培の業務を行う者のみが構成員と

なっている農業共済資格団体をいう。   

（11）全相殺減収方式資格者 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を

原則として過去５年間において法第１３３条第１項の規定による資料の提供につき協力が得

られる者に出荷しており、かつ、今後も当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷するこ

とが確実であると見込まれる者（果樹共済資格団体を含む。この号及び次号において同じ。）

又はその者が栽培する果樹に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正

に確認できる者（果樹共済資格団体を含む。この号及び次号において同じ。）をいう。 

（12）全相殺品質方式資格者又は災害収入共済方式資格者 類区分ごとに、その者が栽培する果樹

に係る果実のおおむね全量を原則として過去５年間において法第１３３条第１項の規定によ

る資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該資料の提供につき協

力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者又はその者が栽培する果樹に係

る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者をいう。 

（13）支払開始割合 規則第１２９条各号若しくは規則附則第１１条第４項又は規則附則第１４条

において読み替える規則第１２９条第２号の割合をいう。 
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（14）統計単位地域 規則第９６条第１項の統計単位地域をいう。 

（15）細区分 法等１４８条第 5項の細区分をいう。 

（共済関係の成立） 

第８７条 果樹共済の共済関係は、収穫共済にあってはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ご

とに、組合員が申込期間内に現に栽培している収穫共済の共済目的たる果樹（次の各号に掲げる

事由に該当する果樹を除く。）の全てを収穫共済に付することを申し込み、この組合がこれを承

諾することによって成立するものとする。 

（１）類区分ごとの栽培面積が５アールに達しない果樹であること。 

（２）共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。 

（３）第９４条第２項の標準収穫量、同条第５項の基準生産金額若しくは第９４条の２の共済価額

の適正な決定が困難であること。 

（４）当該果樹に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。 

（５）当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行

われず、又は行われないおそれがあること。 

２ 前項の規定による申込みは、収穫共済にあっては第１号に掲げる期間に行うものとする。ただ

し、これらの期間における申込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前に申込みを

行うことができるものとする。 

（１）収穫共済の申込期間 

イ ぶどう ３月１日から３月３１日まで 

ロ なし  ３月１日から４月３０日まで 

ハ かき  ３月１日から５月３１日まで 

（果樹共済の申込み） 

第８８条 組合員が果樹共済の申込み（前条第１項の規定による申込みをいう。以下同じ。）をし

ようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。 

（１）組合員の氏名及び住所（法人たる組合員にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事

務所の所在地、果樹共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び

住所） 

（２）果樹共済の種類、共済目的の種類、引受方式、支払開始割合、付保割合（収穫共済にあって

は共済金額の標準収穫金額に対する割合をいう。以下この章において同じ。）、補償割合及び防

災施設の有無   

（３）樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地に植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢

別本数 

（４）（削除）。 

（５）全相殺減収方式による収穫共済、全相殺品質方式による収穫共済又は災害収入共済方式によ

る収穫共済を選択する場合にあっては、その申込みに係る収穫共済の共済関係に係る果樹に係
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る果実の出荷計画並びに収穫量並びに品質及び生産金額（全相殺品質方式による収穫共済又は

災害収入共済方式による収穫共済に限る。）の確認方法 

（６）自動継続特約を付する場合はその旨 

（７）その他共済目的を明らかにすべき事項 

２ この組合は、果樹共済の申込みを受けたときは、当該収穫共済に係る第９２条各項に掲げる共

済責任期間の開始の１０日前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員

に通知するものとする。 

３ 第１項の申込書に記載した事項に変更（第１６条第１項第５号に規定する共済目的の異動を除

く。）が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

（申込みの承諾を拒む場合） 

第８９条 この組合は、組合員から果樹共済の申込みがあった場合において、共済目的の種類ごと

に、その者の当該申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している収穫共済の共

済目的たる果樹で果樹共済の申込みができるものの全てでないときは、当該申込みの承諾を拒む

ものとする。 

（共済事故の一部除外） 

第９０条 （削除） 

（共済関係成立時の書面交付） 

第９１条 この組合は、果樹共済に係る共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次

に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）収穫共済又は樹体共済の別 

（４）共済事故 

（５）共済責任期間の始期及び終期 

（６）共済金額 

（７）組合員の属する危険段階  

（８）類区分、引受方式、支払開始割合、付保割合、補償割合、引受面積、防災施設の有無、自動

継続特約の有無 

（９）共済目的を特定するために必要な事項 

（10）組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法 

（11）第１６条第１項第５号、第３項及び第４項並びに第８８条第３項の通知をすべき事項 

（12）共済関係の成立年月日 

（13）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

（共済責任期間） 
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第９２条 収穫共済の共済責任期間は、次の表の左欄に掲げる共済目的の種類に応じ、同表の右欄

に掲げる期間とする。 

共済目的の種類 共済責任期間 

ぶどう、なし、かき 花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間 

（引受方式の選択方法） 

第９３条 ぶどう、なし、かきに係る果樹共済の引受方式を選択するときは、次の表の第１欄に掲

げる共済目的の種類につき、同表の第２欄に掲げる区分のうち当該共済目的の種類の全てについ

て地域インデックス方式及び災害収入共済方式以外の引受方式を選択するときは第１区分、地域

インデックス方式を選択するときは第２区分、当該共済目的の種類の全部又は一部について災害

収入共済方式を選択するときは第３区分に属する同表の第３欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同

表の第４欄に掲げる引受方式のいずれかを選択するものとする。この場合において、全相殺減収

方式及び全相殺品質方式にあっては全相殺方式資格者、災害収入共済方式にあっては災害収入共

済方式資格者に限り選択できるものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

ぶどう 第１区分 １類 早生の品種のぶどう 

（４類に属するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

２類 中生の品種のぶどう 

（４類に属するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質

方式、半相殺方式 

３類 晩生品種のぶどう 

（４類に属するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

４類 ぶどうのうち、プラスチックハ

ウスを用いて栽培されるもの 

全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

第２区分 ５類 地域インデックス方式 

第３区分 ６類 ぶどうのうち、プラスチックハ

ウスを用いて栽培されるもの

以外のもの 

災害収入共済方式 

４類 ぶどうのうち、プラスチックハ

ウスを用いて栽培されるもの 

全相殺減収方法、全相殺品質

方式、半相殺方式及び災害収

入方式 

なし 第１区分 １類 早生の品種のなし 全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

２類 中生の品種のなし 全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

３類 晩生の品種のなし 全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

第２区分 ４類 日本なしの品種のなし 地域インデックス方式 

第３区分 ６類 災害収入共済方式 

かき 第１区分 １類 甘がきの品種のかき 全相殺減収方式、全相殺品質
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方式及び半相殺方式 

２類 渋かきの品種のかき 全相殺減収方式、全相殺品質

方式及び半相殺方式 

第２区分 ３類 地域インデックス方式 

第３区分 ３類 災害収入共済方式 

（組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法） 

第９４条 収穫共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第９９条の規定により算

定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に、当該組合員に係る収穫

基準共済掛金率（法第１４９条第１項の収穫共済に係る基準共済掛金率をいう。以下同じ。）を

乗じて得た金額の２分の１に相当する金額（組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金が

ある場合にあっては、当該２分の１に相当する金額並びに当該補助金の金額）を差し引いて得た

金額とする。 

２ 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した

書面をもってするものとする。 

（組合員負担共済掛金の払込期限） 

第９５条 第８７条第１項の規定によりこの組合との間に収穫共済の共済関係が成立した者は、収

穫共済に係る組合員負担共済掛金を第１号に掲げる期日までにこの組合又は組合が指定する金

融機関等に払い込まなければならない。 

  ただし、当該組合員負担共済掛金の金額が１万円以上の場合には、組合員の申請に基づき、第

２号に掲げる期日までにその収穫共済に係る組合員負担共済掛金を払い込むことを認めること

ができる。 

（１）イ ぶどう   ４月３０日 

   ロ なし    ５月３１日 

   ハ かき    ６月３０日 

（２）イ ぶどう  １１月１０日 

   ロ なし   １２月１０日 

   ハ かき   １２月２５日 

第９６条 （削除） 

（収穫共済の共済金額） 

第９７条 収穫共済の共済金額は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。 

全相殺減収方式、 

全相殺品質方式、 

半相殺方式、 

地域インデックス方式 

共済金額（組合員ごと） 

＝標準収穫金額の４０％に相当する金額以上であって標準収穫金額

に補償割合を乗じて得た金額以下の範囲内で組合員が申し出た金額 

標準収穫金額 

＝標準収穫量×果実の単位当たり価額（細区分を定めた類区分にあ
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っては、細区分ごとの（標準収穫量×果実の単位当たり価額）の合

計金額） 

災害収入共済方式 共済金額（組合員ごと） 

＝基準生産金額の４０％に相当する金額以上であって共済限度額を

超えない金額以下の範囲内で組合員が申し出た金額 

共済限度額＝基準生産金額×補償割合 

２ 標準収穫量は、組合員ごと及び類区分又は細区分ごとに、規則第１２２条の準則に従い、この

組合が定める数量とする。 

３ 補償割合（災害収入共済方式を除く。）は、組合員が選択した引受方式及び支払開始割合に応

じ次の表に掲げるものとし、補償割合（災害収入共済方式に限る。）は、６０％、７０％又は８

０％のうちから組合員が申し出たものとする。 

引受方式 支払開始割合 補償限度割合 

全相殺減収方式、全相殺品質方式 20％ 70％ 

30％ 60％ 

40％ 50％ 

半相殺方式 30％ 70％ 

40％ 60％ 

50％ 50％ 

地域インデックス方式 10％ 90％ 

20％ 80％ 

30％ 70％ 

４ 果実の単位当たり価額は、類区分又は細区分ごとに、法第１４８条第２項の規定により農林水

産大臣が定めるものとする。 

５ 基準生産金額は、組合員ごと及び共済目的の種類ごとの果実の生産金額を基礎として、この組

合が定める金額とする。 

第９８条 （削除） 

（共済掛金） 

第９９条 果樹共済の共済掛金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。 

共済掛金 ＝ 共済金額×共済掛金率 

２ 共済掛金率は、この組合が総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段

階区分に係るものを適用する。 

（自動継続特約の締結） 

第１００条 この組合は、果樹共済の申込みの承諾の際、当該組合員からの申出により、翌年度産

以降の果樹について第８７条第２項の申込期間が終了するまでに当該組合員から果樹共済の申

込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該果樹共済の申込みがあったものとする旨の

特約（以下「果樹共済自動継続特約」という。）をすることができる。 
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２ この組合は、果樹共済自動継続特約を付した果樹共済について、申込期間が終了するまでに、

前年産の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合は、

これを変更するものとする。 

（果樹共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第１０１条 理事は、果樹共済の共済掛金率、共済掛金のうち組合員が負担する部分の率、果実の

単位当たり価額等を記載した果樹共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなけ

ればならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

クに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。 

２ 理事は、共済目的の種類ごとに、毎年当該共済目的の種類に係る第８７条第１項の申込期間が

開始する日の１０日前までに、前項に掲げる事項を公告しなければならない。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の果樹共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。ただし、

組合員氏名又は名称及び住所については、当該組合員に係るものに限るものとする。 

（収穫共済の共済金の支払額） 

第１０２条 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式又は地域インデックス方式による収穫

共済に係る共済金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。 

全相殺減収方式、

全相殺品質方式、

半相殺方式 

共済金＝共済金額×共済金支払率 

共済金支払率＝次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じ同表の右欄

に掲げる割合 

地域インデックス

方式 

共済金（統計単位地域ごと）＝統計単位地域別共済金額×共済金支払率 

統計単位地域別共済金額 

＝共済金額×統計単位地域ごとの標準収穫量/標準収穫量 

 

支払開始割合 共済金支払率 

10％ 10/9×損害割合－1/9 

20％ 5/4×損害割合－1/4 

30％ 10/7×損害割合－3/7 

40％ 5/3×損害割合－2/3 

50％ 2×損害割合－1 

（注１）細区分を定めない類区分に係る損害割合 

＝減収量/基準収穫量 

（注２）細区分を定めた類区分に係る損害割合 

 

＝ 

 

２ 減収量は、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の右欄に掲げる式によって算定する。 

引受方式 減収量 

全相殺減収方式、 減収量（組合員ごと）＝組合員の基準収穫量－組合員の収穫量 

細区分ごとの（減収量×果実の単位当たり価格）の合計金額 

基準収穫金額（細区分ごとの（基準収穫量×果実の単位当たり価額）の合計金額） 
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全相殺品質方式 組合員の収穫量＝規則第８２条の準則に従い認定されたその年産の収穫量 

半相殺方式 減収量（組合員ごと）＝組合員の樹園地ごとの減収量の合計 

樹園地ごとの減収量＝樹園地別基準収穫量－樹園地の収穫量 

樹園地の収穫量＝規則第８２条の準則に従い認定されたその年産における樹

園地の収穫量 

地域インデックス

方式 

減収量（組合員ごと及び統計単位地域ごと）＝組合員の統計単位地域ごとの

基準収穫量－組合員の統計単位地域ごとの収穫量 

収穫量＝その年産の統計単収に樹園地の樹齢による単収差を加味した数量

×樹園地の面積 

（注）共済事故の発生していない者については、減収量はないものとする。 

３ 組合員の基準収穫量、樹園地別基準収穫量、組合員の統計単位地域ごとの基準収穫量は、規則

第１３２条の準則に従い、基準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案してこの

組合が算定するものとする。 

第１０３条 災害収入共済方式による収穫共済に係る共済金は、共済目的の種類ごとに、共済事故

による果実の減収又は品質の低下（規則第１３３条において準用する規則第９８条に定めるもの

に限る。）がある場合において、次の式によって算定される金額とする。 

共済金（組合員ごと）＝（共済限度額－生産金額）×共済金額/共済限度額 

２ 生産金額は、組合員ごと及び共済目的の種類ごとに、規則第８２条の準則に従い認定されたそ

の年産における果実の生産金額とする。 

第１０４条 （削除） 

（共済金額の削減） 

第１０５条 この組合は、果樹共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次に掲げる金額の合

計金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払うべき

共済金の総額から、果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の１００分の１０に相当する金

額を超えない範囲内において削減することができるものとする。 

（１）果樹共済に係る定款第５５条の不足金塡補準備金の金額 

（２）果樹共済に係る定款第５５条の特別積立金の金額 

（共済金の支払の免責） 

第１０６条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるもの

とする。 

（１）組合員が第１２条第１項の規定による義務を怠ったとき。 

（２）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき。 

（３）組合員が第１６条第１項第５号、第３項又は第４項の規定による通知を怠り、又は悪意若し

くは重大な過失によって不実の通知をしたとき。 

（４）果樹共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹に関する次に掲
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げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をし

たとき（この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。）。 

イ 共済目的の種類 

ロ 第８８条第１項第３号に掲げる事項 

ハ 収穫共済の共済関係について全相殺減収方式、全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選

択する場合にあっては、当該共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画 

２（削除） 

３ この組合は、法第１４８条第１項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の

種類に係る果樹につき、組合員がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該果樹に

適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損

失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。 

４ この組合は、組合員が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべ

き損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。 

（告知義務違反による解除） 

第１０７条 組合員は、果樹共済の申込みの当時、果樹共済の共済関係が成立することにより塡補

することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたもの

について、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該収穫共済の共済関係を解

除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 

（１）果樹共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって

知らなかったとき。 

（２）共済媒介者が、組合員が第１項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧

めたとき。 

４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。果樹共済の規定による申込みの承諾の時から６か月

を経過したときも、同様とする。 

（共済掛金不払の場合の共済関係の解除） 

第１０８条 組合員が正当な理由がないのに第９５条各項の規定による払込みを遅滞したとき又

は第９６条第２項の規定に違反して第１回目の組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したときは、

この組合は、当該収穫共済の共済関係を解除するものとする。 
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（重大事由による解除） 

第１０９条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、果樹共済の共済関係を解除するものと

する。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 

（解除の効力） 

第１１０条 果樹共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める

損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第１０７条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事

実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）第１０８条 解除がされた時までに発生した共済事故による損害 

（３）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ

る損害 

（共済金支払額、減収量等の公告） 

第１１１条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、組合員ごとに、共済金の支払額、減

収量、生産金額の減少額又は損害の額、共済金の支払期日及び支払方法を公告するものとする。 
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第５章 畑作物共済 

（定 義） 

第１１２条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるも

のとする。 

（１）類区分 法第１５３条第１項に規定する共済目的の種類をいう。 

（２）全相殺方式による畑作物共済 法第１５３条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする共

済関係であって、規則第１４０条第１項第１号の全相殺方式を選択するものをいう。 

（３）半相殺方式による畑作物共済 法第１５３条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする共

済関係であって、規則第１４０条第１項第２号の半相殺方式を選択するものをいう。 

（４）地域インデックス方式による畑作物共済 法第１５３条第１項第１号に掲げる金額を共済金

額とする共済関係であって、規則第１４０条第１項第３号の地域インデックス方式を選択する

ものをいう。 

（５）一筆単位方式による畑作物共済 法第１５３条第１項第１号に掲げる金額を共済金額とする

共済関係であって、規則附則第１７条第１項の一筆方式を選択するものをいう。 

（６）災害収入共済方式による畑作物共済 法第１５３条第１項第２号に掲げる金額を共済金額と

する共済関係であって、規則第１４０条第１項第４号の災害収入共済方式を選択するものをい

う。 

（７）畑作物共済資格団体 法第２０条第１項第４号に規定する者のみが構成員となっている農業

共済資格団体をいう。  

（８）全相殺方式資格者 類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫物のおおむね全量を

原則として過去５年間において法第１３３条第１項の規定による資料の提供につき協力が得

られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供につき協

力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者（畑作物共済資格団体含む。）又

は農作物に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者 

（９）災害収入共済方式資格者 類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫物のおおむね

全量を原則として過去５年間において法第１３３条第１項の規定による資料の提供につき協

力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供に

つき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者（畑作物共済資格団体含

む。）又は農作物に係る収穫量及び価格がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に

確認できる者 

（10）補償割合 第１２２条第３項の割合をいう。 

（11）統計単位地域 規則第９６条第１項の統計単位地域をいう。 

（共済関係の成立） 

第１１３条 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、組合員が栽

培を行う畑作物共済の共済目的たる農作物（次に掲げる事由に該当する農作物を除く。）の全て

を畑作物共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するもの
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とする。 

（１）類区分ごとの栽培面積が５アールに達しない農作物であること。 

（２）共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。 

（３）当該農作物に係る第１２２条第２項の基準収穫量の適正な決定が困難であること。 

（４）当該農作物に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。 

（５）当該農作物（大豆を除く。）に係る収穫物が未成熟のまま収穫されることその他当該農作物

につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること。 

（６）当該農作物の作付が次に掲げる作付基準に適合しないこと。 

イ 当該農作物の作付が連作耕地における作付でないこと。ただし緑肥作物の作付、有機肥

料の施肥による連作弊害が認められない場合は、この限りでない。 

ロ 定款３条に規定する区域内における通常の作付体系及び作付割合に適合していること。 

２ 前項の規定による申込みは、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、当該期間における申

込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前に申込みを行うことができるものとする。 

（１）第１区分 大豆 ６月 １日から７月１０日まで 

（２）第２区分 そば ７月１０日から８月１０日まで 

（畑作物共済の申込み） 

第１１４条 組合員が畑作物共済の申込み（前条第１項の規定による申込みをいう。以下同じ。）

をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載し

た申込書をこの組合に提出するものとする。 

（１）農作物に係る畑作物共済 次に掲げるもの 

イ 組合員の氏名及び住所（法人たる組合員にあってはその名称、その代表者の氏名及びその

事務所の所在地、畑作物共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の

氏名及び住所。次号において同じ。） 

ロ 共済目的の種類、引受方式、補償割合及び単位当たり共済金額 

ハ 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用

途及び収穫時期 

ニ 前条第１項第６号の作付基準に適合していることを明らかにする事項 

ホ 全相殺方式を選択する場合にあっては、収穫量の確認方法 

へ （削除） 

ト 自動継続特約を付するときはその旨 

チ 大豆に係る全相殺方式による畑作物共済に付することを申し込む場合にあっては、その

申込みに係る畑作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画へその他共済目

的を明らかにすべき事項 

２ この組合は、畑作物共済の申込みを受けたときは、当該畑作物共済に係る第１１７条に掲げる

共済責任期間の開始時の５日前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合

員に通知するものとする。 
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３ 第１項の申込書に記載した事項に変更（第１６条第１項第６号に規定する共済目的の異動を除

く。）が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

（申込みの承諾を拒む場合） 

第１１５条 この組合は、組合員から畑作物共済の申込みがあった場合において、共済目的の種類

ごと又は一括加入区分ごとに、当該申込みに係る農作物が、その者が栽培を行う畑作物共済の共

済目的たる農作物の全てでない場合は、当該申込みの承諾を拒むものとする。 

（共済関係成立時の書面交付） 

第１１６条 この組合は、畑作物共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次

に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）共済事故 

（４）共済責任期間の始期及び終期 

（５）共済金額 

（６）組合員の属する危険段階 

（７）類区分、引受方式、補償割合、単位当たり共済金額、引受面積、自動継続特約の有無 

（８）共済目的を特定するために必要な事項 

（９）組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法  

（10）第１６条第１項第６号、第３項及び第４項並びに第１１４条第３項の通知をすべき事項 

（11）共済関係の成立年月日 

（12）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

（共済責任期間） 

第１１７条 畑作物共済の共済責任期間は、発芽期（移植をする場合にあっては、移植期）から収

穫をするに至るまでの期間とする。 

（引受方式の選択） 

第１１８条 大豆に係る畑作物共済の引受方式を選択するときは、次の表の第１欄に掲げる共済目

的の種類につき、同表の第２欄に掲げる区分のうち地域インデックス方式以外の引受方式を選択

するときは第１区分、地域インデックス方式を選択するときは第２区分ごとに、それぞれ同表の

第４欄に掲げる引受方式のいずれかを選択するものとする。この場合において、全相殺方式にあ

っては全相殺方式資格者に限り選択できるものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

大豆 第１区分 １類 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆

以外の品種である大豆 

全相殺方式、半相殺方式 

及び一筆方式 

２類 乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒

の品種である大豆 

全相殺方式、半相殺方式 

及び一筆方式 
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３類 乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒

以外の黒大豆の品種である大豆 

全相殺方式、半相殺方式 

及び一筆方式 

第２区分 ６類 乾燥子実で収穫され、かつ、田で耕

作する大豆 

地域インデックス方式 

７類 乾燥子実で収穫され、かつ、畑で耕

作する大豆 

地域インデックス方式 

そば 第１区分 ２類 秋そば 全相殺方式 

第２区分 ３類 田で耕作するそば 地域インデックス方式 

４類 畑で耕作するそば 地域インデックス方式 

（組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法） 

第１１９条 畑作物共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第１２３条の規定に

より算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に、当該組合員に係

る畑作物基準共済掛金率（法第１５４条第１項の基準共済掛金率をいう。以下同じ。）を乗じて

得た金額の１００分の５５に相当する金額（組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金が

ある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額）を差し引いて得た金額とする。 

２ 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した

書面をもってするものとする。 

（組合員負担共済掛金の払込期限） 

第１２０条 第１１３条第１項の規定によりこの組合との間に畑作物共済の共済関係が成立した

者は、畑作物共済に係る組合員負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までにこの組合又は組合が

指定する金融機関等に払い込まなければならない。 

（１）大豆   ８月１０日 

（２）そば   ９月３０日 

第１２１条 （削除） 

（共済金額） 

第１２２条 畑作物共済の共済金額は、類区分ごとに、次の式によって算定する金額とする。 

全相殺方式、半相殺方式、 

地域インデックス方式 

及び一筆方式 

共済金額（組合員ごと） 

＝基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額 

２ 基準収穫量は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第１４３条の準則に従い、この組合が定め

るものとする。 

３ 補償割合は、類区分ごとに次の表の左欄に掲げる引受方式に応じて、同表の右欄に掲げる割合

から組合員が選択するものとする。 

引受方式 補償割合 

全相殺方式 大豆及び地域インデックス方式 90％、80％、70％ 

全相殺方式 そば、半相殺方式（大豆） 80％、70％、60％ 

一筆方式 70％ 
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４ 単位当たり共済金額は、類区分ごとに、規則第１４４条第１項の規定により農林水産大臣が定

めた２以上の金額から、組合員が申し出た金額とする。 

（共済掛金） 

第１２３条 畑作物共済の共済掛金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。 

共済掛金 ＝ 共済金額×共済掛金率 

２ 共済掛金率は、この組合が総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段

階区分に係るものを適用する。 

（自動継続特約の締結） 

第１２４条 この組合は、畑作物共済の申込みの承諾の際、当該組合員からの申出により、翌年以

降の年産について第１１３条第２項の申込期間が終了するまでに当該組合員から畑作物共済の

申込みをしない旨の意思表示がないときは、当該畑作物共済の申込みがあったものとする旨の特

約（以下「畑作物共済自動継続特約」という。）をすることができる。   

２ この組合は、畑作物共済自動継続特約を付した畑作物共済について、申込期間が終了するまで

に、前年産の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合

は、これを変更するものとする。 

（畑作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第１２５条 理事は、畑作物共済の共済掛金率、共済掛金率のうち組合員が負担する部分の率、単

位当たり共済金額等を記載した畑作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置か

なければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。 

２ 理事は、共済目的の種類ごとに、毎年、第１１３条第２項の申込期間が開始する日の１０日前

までに、前項に掲げる事項を公告しなければならない。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の畑作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。 

（共済金の支払額） 

第１２６条 全相殺方式、半相殺方式、地域インデックス方式又は一筆方式による畑作物共済に係

る共済金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。 

全相殺方式 共済金（組合員ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量  

減収量＝組合員の基準収穫量－組合員の収穫量 

支払開始減収量＝組合員の基準収穫量×（１－補償割合） 

半相殺方式 共済金（組合員ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝耕地ごとの減収量の合計 

耕地ごとの減収量＝耕地別基準収穫量－耕地の収穫量 

支払開始減収量＝組合員の基準収穫量×（１－補償割合） 
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地域インデ

ックス方式 

共済金（組合員ごと及び統計単位地域ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝（基準統計単収－その年産の統計単収）×耕作面積 

支払開始減収量＝基準統計単収×耕作面積×（１－補償割合） 

基準統計単収＝過去一定年間における統計単収の平均 

（注）共済事故の発生していない者については、共済減収量はないものとする。 

一筆方式 共済金（耕地ごと）＝共済減収量×単位当たり共済金額 

共済減収量＝減収量－支払開始減収量 

減収量＝耕地別基準収穫量－耕地の収穫量 

支払開始減収量＝耕地別基準収穫量×（１－補償割合） 

２ 収穫量は、全相殺方式、半相殺方式又は一筆方式にあっては規則第８２条の準則に従い認定さ

れたものとする 

３ 減収量は、全相殺方式又は半相殺方式において、次に掲げる事由の存する耕地がある場合には、

第１項の式により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定める一定の調整を加え

てこの組合が算定するものとする。 

（１）発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかったこと又は移植できなかったこと。 

共済金＝全損耕地の共済減収量×単位当たり共済金額 

全損耕地の共済減収量＝全損耕地減収量の合計－支払開始減収量 

全損耕地減収量＝全損耕地の耕地別基準収穫量を基礎とし、発芽不能耕地にあっては実損害を

勘案して、規則第１４８条第２項第１号の農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を

加えて算定される数量 

支払開始減収量＝全損耕地の耕地別基準収穫量の合計×全損耕地支払開始割合 

全損耕地支払開始割合＝次の表の左欄に掲げる補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合 

 

補償割合 全損耕地支払開始割合 

80％ 30％ 

70％ 40％ 

60％ 50％ 

第１２７条 （削除） 

（共済金額の削減） 

第１２８条 この組合は、畑作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次に掲げる金額の

合計金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。

この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払うべき

共済金の総額から、畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の１０００分の１４５に相当

する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。 

（１）畑作物共済に係る定款第５５条の不足金塡補準備金の金額 

（２）畑作物共済に係る定款第５７条の特別積立金の金額 
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（共済金の支払の免責等） 

第１２９条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるもの

とする。 

（１）組合員が第１２条第１項の規定による義務を怠ったとき。 

（２）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき。 

（３）組合員が第１６条第１項第６号、第３項又は第４項の規定による通知を怠り又は悪意若しく

は重大な過失によって不実の通知をしたとき。 

（４）畑作物共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物に関する次

に掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず又は不実の通知を

したとき（この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除

く。）。 

イ 共済目的の種類 

ロ 第１１４条第１項第１号ハ、ニ及びヘに掲げる事項 

２ この組合は、法第１５３条第１項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の

種類に係る農作物につき、組合員がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作

物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果、通常生ず

べき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。 

３ この組合は、組合員が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべ

き損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。 

４ 組合員が正当な理由がないのに第１２１条第２項の規定に違反して第２回目の組合員負担共

済掛金の払込みを遅滞したときは、第１項の規定にかかわらず、この組合は、当該組合員に対し

て共済金の全部につき支払の責任を免れるものとする。 

（告知義務違反による解除） 

第１３０条 組合員は、畑作物共済の申込みの当時、畑作物共済の共済関係が成立することにより

塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めた

ものについて、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該畑作物共済の共済関係を

解除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 

（１）畑作物共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によっ

て知らなかったとき。 

（２）共済媒介者が、組合員が第１項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧

めたとき。 
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４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。畑作物共済の申込みの承諾の時から６か月を経過し

たときも、同様とする。 

（共済掛金不払の場合の共済関係の解除） 

第１３１条 組合員が正当な理由がないのに第１２０条の規定による払込みを遅滞したとき又は

１２１条第２項の規定に違反して第１回目の組合員負担共済掛金の払込みを遅延したときは、こ

の組合は、当該畑作物共済の共済関係を解除するものとする。 

（重大事由による解除） 

第１３２条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、畑作物共済の共済関係を解除するもの

とする。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 

（解除の効力） 

第１３３条 畑作物共済に係る共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める

損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第１３０条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事

実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）第１３１条 解除がされた時までに発生した共済事故による損害 

（３）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ

る損害 

（共済金支払額、減収量等の公告） 

第１３４条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、組合員ごとに、共済金の支払額、減

収量、生産金額の減少額、共済金の支払期日及び支払方法を公告するものとする。 
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第６章 園芸施設共済 

（共済関係の成立） 

第１３５条 園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、組合員が所有し又は管理する特定

園芸施設を園芸施設共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成

立するものとする。 

２ 組合員が特定園芸施設の所有者であるときにおける前項の規定による申込みは、その者が所有

する特定園芸施設（次に掲げる事由に該当する特定園芸施設及び園芸施設共済に付した特定園芸

施設を除く。）の全てについてするものとする。 

（１）共済価額が、小損害不填補の基準金額（第１４５条の規定により申し出た金額をいう。以下

同じ。）以下であること。 

（２）共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。 

（３）当該特定園芸施設に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。 

（４）当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず又は行われないおそれがあること。 

（５）当該特定園芸施設が他の損害保険等に付されており、かつ、組合員が当該特定園芸施設につ

き共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。 

（６）当該特定園芸施設の経過年数が農林水産大臣が定める年数を超えており、かつ、組合員が当

該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。 

（園芸施設共済の申込み） 

第１３６条 組合員が園芸施設共済の申込み（前条第１項の規定による申込みをいう。以下同じ。）

をしようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの組合に提出しなければならない。この

場合において、組合員は、附帯施設又は施設内農作物について共済目的とする旨の申出をするこ

とができる。 

（１）組合員の氏名及び住所（法人たる組合員にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその

事務所の所在地） 

（２）特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間 

（３）附帯施設の種類及び経過年数 

（４）施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間 

（５）小損害不填補の基準金額 

（６）自動継続特約を付する場合はその旨 

（７）その他共済目的を明らかにすべき事項 

２ 前項後段の規定による申出をする場合において、組合員は、当該申込みに係る共済関係のうち、

附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることができるもの（その特定園芸施設に係る附帯施

設又は施設内農作物が、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されるもの又は通常の管理

が行われず若しくは行われないおそれがあるものである共済関係を除く。）の全てについて、当

該申出をしなければならない。 

３ 組合員は、園芸施設共済の申込みと同時に、この組合に対し、第１４４条第３項の撤去費用基
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準額を加えて得た金額により共済価額を設定する旨の申出をすることができる。 

４ 組合員は、園芸施設共済の申込みと同時に、この組合に対し、第１４４条第４項の復旧費用基

準額を加えて得た金額により共済価額を設定する旨の申出をすることができる。 

５ この組合は、園芸施設共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定し

て、これを組合員に通知するものとする。 

６ 第１項の申込書に記載した事項に変更（第１６条第１項第７号に規定する共済目的の異動を除

く。）が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。 

（申込みの承諾を拒む場合） 

第１３７条 この組合は、特定園芸施設を管理する組合員から園芸施設共済の申込みがあった場合

において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義

務を負っていないとき、当該申込みに係る特定園芸施設が第１３５条第２項第１号から第４号ま

でに掲げる事由に該当するとき又は当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付された

特定園芸施設であるときは、当該申込みの承諾を拒むことができるものとする。 

（共済事故の一部除外） 

第１３８条 組合員は、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済の全てについて園芸施設共済

の申込みと同時に、この組合に対し、園芸施設共済の共済事故のうち病虫害を共済事故としない

旨の申出をすることができる。 

２ 前項の申出は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が次の各号の

いずれかに掲げる基準に適合するときに限り、することができる。 

（１）前項の申出をした者が所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が５アール以上で

あり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前３年間にわたり引き続き特定園芸施設を用

いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。 

（２）前項の申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その

防止を適正に行う見込みがあること。 

（共済関係成立時の書面交付） 

第１３９条 この組合は、園芸施設共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、

次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）特定園芸施設、所在地及び設置面積 

（４）共済事故 

（５）共済責任期間の始期及び終期 

（６）被覆期間 

（７）小損害不填補の基準金額 

（８）共済金額 
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（９）組合員の属する危険段階   

（10）付保割合、附帯施設の有無（附帯施設がある場合は、その種類）、特定園芸施設撤去費用の

有無、園芸施設復旧費用の有無、施設内農作物の有無（施設内農作物がある場合はその種類）、

自動継続特約の有無 

（11）共済目的を特定するために必要な事項 

（12）組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法 

（13）第１６条第１項第７号、第３項、第４項及び第９項並びに第１３６条第６項の通知をすべき

事項 

（14）特定園芸施設撤去費用額又は園芸施設復旧費用額に係る復旧計画書、領収書又は請求書の提

出期間及びその提出方法 

（15）共済関係の成立年月日 

（16）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

（共済責任期間） 

第１４０条 園芸施設共済の共済責任期間は、この組合が組合員から組合員負担共済掛金（共済掛

金の分割支払いがされる場合にあっては、その第１回の支払）の払込みを受けた日の翌日から１

年間とする。 

２ 次の場合には、前項の規定にかかわらず、園芸施設共済の共済責任期間は、その開始している

共済責任期間の終了する日（以下この項において「終了日」という。）の翌日から１年間とする。 

（１）この組合がその共済責任期間が現に開始し、かつ、終了していない園芸施設共済に係る組合

員から、終了日の１か月前から終了日の前日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設

を共済目的とする共済関係に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合 

（２）気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設としての共済責任

期間と、気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設以外の特定

園芸施設としての共済責任期間が連続する特定園芸施設に係る園芸施設共済において、その先

に開始するいずれかの特定園芸施設に係る共済責任期間の終了日の１０日前から終了日の前

日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を共済目的とする園芸施設共済に係る組

合員負担共済掛金の払込みを受けた場合 

３ この組合は、次に掲げる事由に該当する園芸施設共済の共済関係については、前２項の規定に

かかわらず、当該共済関係に係る組合員との協議により、当該共済関係に係る共済責任期間を１

か月以上１年末満（第１号に掲げる事由に該当する園芸施設共済の共済関係に係る共済責任期間

にあっては、１年未満）とすることができる。 

（１）共済責任期間の始期又は終期を統一する必要があること。 

（２）当該特定園芸施設の設置期間が周年でないこと。 

（組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法） 

第１４１条 園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、第１４６条の規定により算定した
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組合員が支払うべき共済掛金から、その２分の１に相当する金額（その金額が法第１５条の農林

水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、その農林水産大臣の定める金額）（組合員負担

共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額）

を差し引いて得た金額とする。 

２ 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した

書面をもってするものとする。 

（組合員負担共済掛金の払込期限） 

第１４２条 園芸施設共済の申込みをした者は、第１３６条第５項の承諾の通知が到達した日の翌

日から起算して１週間以内に、園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金をこの組合又は組合が指

定する金融機関等に払い込まなければならない。 

２ 組合員は、特定園芸施設の被覆期間の変更に伴い共済掛金が増額された場合は、第１６条第１

項第７号の通知の日から起算して２週間以内に、当該被覆期間の変更に伴い増額された組合員負

担共済掛金をこの組合又は組合が指定する金融機関等に払い込まなければならない。  

３ この組合は、特定園芸施設の被覆期間の変更に伴い共済掛金が減額された場合は、当該被覆期

間の変更に伴い減額された組合員負担共済掛金を、遅滞なく、組合員に返還するものとする。   

４ 第１項に規定する払込期限を過ぎて組合員負担共済掛金の払込みを受けたときは、この組合は、

改めて園芸施設共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。 

（組合員負担共済掛金の分納） 

第１４３条 この組合は、園芸施設共済（共済責任期間が１年間であるものに限る。）に係る組合

員負担共済掛金について、当該組合員負担共済掛金の金額の合計額が５万円以上である場合には、

前条第１項の規定にかかわらず、組合員の申請に基づき当該組合員負担共済掛金を２回に分割し

て払い込むことを認めることができる。 

２ 前項の申請は、次項の規定による第２回目の払込みにつき担保を供し又は保証人を立て、かつ、

この組合の定める書類を添付してしなければならない。 

３ 組合員は、第１項の規定により２回に分割して払い込むことを認められた場合には、第１３６

条第５項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して１週間以内に組合員負担共済掛金の２

分の１に相当する金額を、第１回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日から起算して６か月を

経過した日までにその残額に相当する金額を、それぞれこの組合又は組合が指定する金融機関等

に払い込まなければならない。 

（共済金額） 

第１４４条 園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設（第２条第６項の規定により共済目的とし

た附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。）ごとに、共済価額の１

００分の４０を下回らず、共済価額の１００分の８０を超えない範囲内において、第１４８条第

１項の園芸施設共済掛金率等一覧表に掲げる金額のうちから組合員が選択した金額とする。 

２ 前項の共済価額は、規則第１５６条第１項の農林水産大臣が定める準則に従い、当該園芸施設
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共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎

とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、この組合が定める

金額とする。 

３ 第１３６条第３項の申出に係る園芸施設共済の共済関係の共済価額は、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定により算定された金額に、規則第１５６条第２項第１号の農林水産大臣が定める

金額（以下「撤去費用基準額」という。）を加えた金額とする。 

４ 第１３６条第４項の申出に係る園芸施設共済の共済関係の共済価額は、前２項の規定にかかわ

らず、前２項の規定により算定された金額に、規則第１５６条第２項第２号に掲げる金額（以下

「復旧費用基準額」という。）を加えた金額とする。 

（小損害不填補の基準とする金額） 

第１４５条 組合員は、特定園芸施設ごとに、共済金の支払条件に係る損害の額を、次に掲げる金

額から申し出るものとする。なお、第４号又は第５号の金額を選択する場合にあっては、当該特

定園芸施設等の共済価額が第４号又は第５号の金額を超えている場合に限る。 

（１）３万円（共済価額の２０分の１に相当する金額が３万円に満たないときは、当該相当する

金額） 

（２）１０万円 

（３）２０万円 

（４）５０万円 

（５）１００万円 

（共済掛金） 

第１４６条 園芸施設共済の共済掛金は、共済関係ごとに、次の式によって算定される金額とする。 

共済掛金 ＝ 共済金額×共済掛金率×短期係数（共済責任期間（月数）/１２ 

（注）共済責任期間（月数）の１月未満の端数があるときは、これを１月とする。 

２ 共済掛金率は、この組合が総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段

階区分に係るものを適用する。 

（自動継続特約の締結） 

第１４７条 この組合は、園芸施設共済の申込みの承諾の際、組合員からの申出により、翌年以降

において各共済責任期間が終了するまでに当該組合員から園芸施設共済の申込みをしない旨の

意思表示がないときにおいて、当該園芸施設共済の申込みがあったとする旨の特約（以下「園芸

施設共済自動継続特約」という。）をすることができる。  

２ この組合は、園芸施設共済自動継続特約を付した園芸施設共済について、共済責任期間が終了

するまでに、前年の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出があ

る場合は、これを変更するものとする。 

（園芸施設共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第１４８条 理事は、園芸施設共済の共済掛金率、共済金額、組合員負担共済掛金率等を記載した
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園芸施設共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、

当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれ

ば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。 

２ 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告しなければならない。ただし、

組合員氏名又は名称及び住所については、当該内容から除くものとする。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の園芸施設共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。た

だし、組合員氏名又は名称及び住所については、当該組合員に係るものに限るものとする。 

（共済金の支払額） 

第１４９条 園芸施設共済に係る共済金は、特定園芸施設等ごとに、共済事故によって組合員が被

る損害の額が小損害不填補の基準金額を超えた場合に支払うものとし、その金額は、当該損害の

額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。 

２ 前項の損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額にそれぞれ共済事故に

よる損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から、共済事故が発生したときに現に当該

特定園芸施設等のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた

利益の全部又は一部を差し引いて得た金額により、算定するものとする。 

（１）特定園芸施設 当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となっ

たもの 

（２）附帯施設 当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの 

（３）施設内農作物 当該施設内農作物の生産費に相当する金額で当該園芸施設共済の共済価額の

算定の基礎となったもの 

３ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合であって、第１６条第９項の規定による通知に

際して、同条第１０項の規定による特定園芸施設撤去費用額に係る領収書又は請求書の提出があ

ったときは、前項の規定により算定される金額に特定園芸施設撤去費用額を加えて得た金額によ

り、第１項の損害の額を算定するものとする。 

（１）特定園芸施設撤去費用額が１００万円を超える場合 

（２）特定園芸施設（被覆物を除く。）の損害の割合が５０％（規則第１５７条第５号の表のガラ

ス室Ⅰ類又はガラス室Ⅱ類の区分に属する特定園芸施設にあっては、３５％）を超える場合 

４ 前項の特定園芸施設撤去費用額は、規則第１６０条第２項の農林水産大臣が定める費用の額

（その額が撤去費用基準額に当該特定園芸施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額

を超えるときは、その乗じて得た金額）とする。 

５ 第２項又は第３項の規定にかかわらず、第１６条第９項の規定による通知に際して、同条第１

０項の規定による園芸施設復旧費用額に係る領収書又は請求書の提出があったときは、第２項又

は第３項の規定により算定される金額に園芸施設復旧費用額を加えて得た金額により、第１項の

損害の額を算定するものとする。 

６ 前項の園芸施設復旧費用額は、共済事故の発生に伴い特定園芸施設（被覆材を除く。）又は附

帯施設（以下「復旧対象施設」という。）を復旧するのに要する費用の額から当該復旧対象施設
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の共済責任期間開始の時における価額に共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を差し引

いて得た金額（その差し引いて得た金額が復旧費用基準額に当該復旧対象施設の共済事故による

損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額）とする。 

７ 第２項各号に掲げる金額を合計して得た金額がその損害が生じた地及び時における共済目的

の価額を著しく超えていることを組合が証明した場合は、同項の規定にかかわらず、第１項の損

害の額は、当該共済目的の価額によって算定する。この場合における、第３項及び第５項の規定

の適用については、第３項中「前項」とあるのは「第７項」と、第５項中「第２項又は第３項」

とあるのは「第３項又は第７項」とする。 

８ 同一の共済目的について保険金又は共済金を支払うべき他の保険契約又は共済関係（以下「保

険契約等」という。）が存する場合であっても、園芸施設共済に係る共金は、前７項の規定によ

り算出した金額とする。 

９ 前項の規定により支払うこととなる園芸施設共済に係る共済金と他の保険契約等により既に

支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額（他の保険契約等において、算出され

た損害の額が園芸施設共済において算出された損害の額と異なるときは、それぞれの基準により

算出した損害の額のうち最も高い損害の額。以下この項において同じ。）を超える場合は、園芸

施設共済に係る共済金は、前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支

払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がな

いものとして算出した共済金に相当する金額を限度とする。 

（共済金額の削減） 

第１５０条 この組合は、園芸施設共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次の各号に掲げ

る金額の合計額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することが

できる。この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支

払うべき共済金の総額から、園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の１０００分の１

４５に相当する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。 

（１）園芸施設共済に係る定款第５５条の不足金塡補準備金の金額 

（２）園芸施設共済に係る定款第５７条の特別積立金の金額 

２ 前項の規定による共済金額の削減は、当該事業年度中に支払の事由が生じた共済金額の全てに

ついて、行うものとする。 

第１５１条 この組合は、決算において共済金額の削減を生ずるおそれがある場合には、仮に共済

金額を削減して支払うことができる。 

（共済金の支払の免責等） 

第１５２条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるもの

とする。 

（１）組合員が第１２条第１項の規定による義務を怠ったとき。 

（２）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき。 
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（３）組合員が第１６条第１項第７号、第３項、第４項又は第９項の規定による通知を怠り又は悪

意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。 

（４）園芸施設共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る特定園芸施設等

に関する第１３６条第１項第２号から第４号までに掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大

な過失によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき（この組合がこれを知っていたとき

及び過失によってこれを知らなかったときを除く。）。 

（５）組合員が正当な理由がないのに第１４２条第２項の規定に違反して、被覆期間の変更に伴い

増額された組合員負担共済掛金の払込みを遅延したとき。   

２ この組合は、組合員が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべ

き損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。 

３ 組合員が正当な理由がないのに第１４３条第２項の規定に違反して第２回目の組合員負担共

済掛金の払込みを遅滞したときは、第１項の規定にかかわらず、この組合は、当該組合員に対し

て共済金の全部につき支払の責めを免れるものとする。 

（支払責任のない損害） 

第１５３条 この組合は、自然の消耗によって生じた被覆物の損害について、園芸施設共済に係る

共済金を支払う責めに任じないものとする。 

（告知義務違反による解除） 

第１５４条 組合員は、園芸施設共済の申込みの当時、園芸施設共済に係る共済関係が成立するこ

とにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知

を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該園芸施設共済の共済関係

を解除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 

（１）園芸施設共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によ

って知らなかったとき。 

（２）共済媒介者が、組合員が第１項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧

めたとき。 

４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第１項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。園芸施設共済の申込みの承諾の時から６か月を経過

したときも、同様とする。 
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（重大事由による解除） 

第１５５条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、園芸施設共済の共済関係を解除するも

のとする。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 

（解除の効力） 

第１５６条 園芸施設共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める

損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第１５４条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事

実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ

る損害 

（共済関係の失効） 

第１５７条 園芸施設共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第

１１条第１項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により譲受人又は相続人その

他の承継人が当該園芸施設共済の共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被承継人の有す

る権利義務を承継した場合を除き、当該園芸施設共済の共済関係は、その譲渡又は相続その他の

包括承継があった時からその効力を失う。 

（他人の所有する特定園芸施設又は附帯施設を園芸施設共済に付した場合） 

第１５８条 他人の所有する特定園芸施設又は附帯施設を管理する者が、損害賠償の責任を負うこ

とによって生ずることのある損害を塡補するため当該特定園芸施設又は附帯施設を園芸施設共

済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該特定園芸施設又は附帯施設の所

有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。 

２ 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該特定園芸施設若

しくは附帯施設の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請

求する権利を行使することができる。 

（共済金支払額等の通知） 

第１５９条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、当該組合員に共済金の支払額、第１

４９条第１項の損害の額、共済金の支払期日及び支払方法を通知するものとする。 
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第７章 任意共済 

第１節 建物共済 

（共済関係の成立） 

第１６０条 建物共済の共済関係は、建物１棟ごとに、組合員がその所有し、又は管理する建物を

この組合の建物共済に付することを申し込み、この組合がその申込みを承諾することによって成

立するものとする。 

（建物共済の申込み） 

第１６１条 組合員が建物共済の申込み（前条の規定による申込みをいう。以下同じ。）をしよう

とするときは、次の事項を記載した建物共済申込書をこの組合に提出しなければならない。 

（１）組合員の氏名及び住所（組合員が法人である場合には、その名称、その代表者の氏名及びそ

の事務所の所在地） 

（２）共済責任期間の始期及び終期 

（３）建物共済の種類、建物の所在地番、種類、構造及びその附属物並びに共済金額 

（４）当該建物を他の保険又は共済に付している場合には、その保険者又はその共済事業を行う者

の名称及びその保険金額又は共済金額 

（５）その他共済目的を明らかにすべき事項 

２ 家具類若しくは農機具若しくは前項第３号の建物に附属する門、垣、塀その他の工作物を共済

目的とする場合又は畳、建具その他の従物を共済目的としない場合には、それぞれ、その旨を前

項第５号の事項として記載しなければならない。 

３ この組合は、組合員から建物共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを

決定して、これを組合員に通知するものとする。 

４ 第１項の建物共済申込書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員は、遅滞なくその旨を

この組合に通知しなければならない。 

（申込みの承諾を拒む場合） 

第１６２条 この組合は、組合員から建物共済の申込みを受けたときは、その申込みに係る共済目

的につき、建物共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通

されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営

を確保することができなくなるおそれがあるため、建物共済の共済関係を成立させないことを相

当とする事由がある場合を除き、その承諾を拒まないものとする。 

（共済責任の開始） 

第１６３条 建物共済に係る共済責任は、この組合が組合員から共済掛金等の払込みを受けた日

（次条第１項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日）の午

後４時から始まるものとする。ただし、共済責任の開始後においても共済掛金等の払込みを受け

る前に生じた損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。 
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（共済関係成立時の書面交付） 

第１６４条 この組合は、建物共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に

掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）共済事故 

（４）共済責任期間の始期及び終期 

（５）共済金額 

（６）共済目的を特定するために必要な事項（建物の所在地番、種類、構 造等） 

（７）家具類又は農機具を共済目的とした場合には、これを納める建物の所在地番、種類及び構造 

（８）第１９４条に規定する臨時費用担保特約をした場合には、第１９５条第１項の規定により組

合員が選択した割合 

（９）第１９８条第１項に規定する収容農産物補償特約をした場合には、当該収容農産物補償特約

に係る共済目的の種類及び共済責任期間、同項に規定する収容農産物を収容する建物の所在地

番、種類及び構造並びに第２０２条第１項に規定する支払限度額 

（10）第２０９条第１項に規定する自動継続特約をした場合には、同項後段の規定により組合員が

申し出た回数 

（11）共済掛金及び賦課金の合計並びにその支払の方法 

（12）第１６条第３項、第４項及び第１１項、第１６１条第４項並びに第１７０条第１項の通知等

をすべき事項（臨時費用担保特約付建物共済にあっては、第１９６条の通知すべき事項を加え

ること。） 

（13）共済関係の成立年月日 

（14）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

（共済責任期間） 

第１６５条 建物共済に係る共済責任期間は、１年とする。 

２ この組合の建物共済に付される建物に係る共済責任期間の始期を統一するため必要があると

きは、前項の規定にかかわらず、建物共済の共済責任期間を１年未満とすることができる。 

３ 前２項の共済責任期間は、更新することができる。ただし、その更新の申込みは、当該共済責

任期間の満了の日までにしなければならないものとする。 

４ 組合員が、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第９条第１項の警戒宣言が

発せられ、又は地震等が発生したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間にその共

済責任期間が満了した建物共済の共済関係に係る建物を、この組合が業務を開始した後、この組

合が定める日までに当該共済関係と同一の条件でこの組合の建物共済に付することを申し込み、

かつ、共済掛金等の払込みを行った場合には、当該共済関係の共済責任期間は、更新されたもの

とみなす。 
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（共済金額） 

第１６６条 建物共済の共済金額は、建物火災共済にあっては６，０００万円、建物総合共済にあ

っては４，０００万円を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額とする。 

２ 建物共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは、組合員は、この組

合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。 

（建物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第１６７条 理事は、建物共済の共済掛金率、事務費賦課金率、共済金額等を記載した建物共済掛

金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置くものとする。ただし、当該一覧表の内容を、

電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置き

を行わないものとすることができる。 

２ 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告するものとする。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の建物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。 

（共済掛金等の金額） 

第１６８条 建物共済に係る共済掛金等の金額は、共済金額に前条第１項の建物共済掛金率等一覧

表に掲げる建物共済の共済掛金率を乗じて得た金額及び共済金額に同表の事務費賦課金率を乗

じて得た金額の合計額とする。 

（共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法） 

第１６９条 第１６０条の規定により建物共済に係る共済関係が成立した者は、第１６１条第３項

の承諾の通知に記載された払込期限までに、建物共済に係る共済掛金等をこの組合又は組合が指

定する金融機関等に払い込まなければならないものとする。 

２ 前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは、この組合は、改めて建

物共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。 

３ 第１６５条第３項の規定により共済責任期間を更新しようとするときは、組合員は、共済責任

期間の満了の日までに、更新後の共済責任期間に対する共済掛金等をこの組合又は組合が指定す

る金融機関等に払い込まなければならない。 

４ この組合は、第１１条第４項（同条第７項において準用する場合を含む。）及び次条第７項の

規定により共済掛金等の増額をしたときは、当該承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起

算して１４日以内に、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合員は、当該共済責任期

間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金等の差額をこの組合又は組合が指定する金

融機関等に払い込まなければならない。 

  ただし、大規模地震対策特別措置法第９条第１項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生し

たため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間に、承諾又は承認の通知が到達した日の

翌日から起算して１４日が経過する場合は、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合

員は、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに当該差額を払い込むものとする。 

５ 前項に規定する払込期限後において、共済掛金等の差額の払込みを受ける前に生じた損害につ
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いては、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。 

６ 建物共済に係る共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載

した書面をもってするものとする。 

（通知義務） 

第１７０条 次の事実が発生した場合は、組合員は、その事実の発生が自己の責めに帰すべき事由

によるときはあらかじめ、自己の責めに帰することができない事由によるときは遅滞なく、この

組合に通知し、この組合の承認を申請しなければならない。ただし、第４号の場合においてその

破損が軽微であるとき、第５号の場合においてその改築若しくは増築又は構造の変更が軽微であ

るとき及び第６号から第８号までの場合においてその事実がなくなったときは、この限りでない。 

（１）共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と保険契約又は共済契約を締結すること。 

（２）共済目的を譲渡すること。 

（３）共済目的を解体すること。 

（４）共済目的が共済事故以外の原因により破損したこと。 

（５）共済目的である建物を改築し、若しくは増築し、又はその構造を変更し、又は引き続き１５

日以上にわたって修繕すること。 

（６）共済目的である建物を引き続き３０日以上にわたって空家又は無人とすること。 

（７）共済目的を他の場所に移転すること。ただし、共済事故を避けるために他に搬出した場合に

おける５日間については、この限りでない。 

（８）前各号に掲げることのほか、共済目的について危険が著しく増加すること。 

２ 組合員が前項の規定による義務を怠ったときは、その通知前に生じた損害については、この組

合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。 

３ この組合は、第１項の事実が発生した場合には、その事実を承認した場合を除き、建物共済の

共済関係を解除することができる。 

４ 前項の規定により共済関係を解除したときは、この組合は払込みを受けた共済掛金の一部を返

還することができる。 

５ この組合は、第１項の規定による申請があったときは、その申請を承認するかどうかを決定し

て組合員に通知するものとする。 

６ この組合は、第１項の通知を受けた後７日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除

をしないときは、その事実を承認したものとみなす。 

７ 第１項の申請を受けた場合において、この組合がその申請を承認したときは、この組合は、共

済掛金等の増額又は減額をすることができるものとする。この場合において、共済掛金等の増額

又は減額は将来に向ってのみ効力を有する。 

（損害） 

第１７１条 建物共済の損害は、建物火災共済にあっては、第１号から第６号まで、建物総合共済

にあっては第１号から第３号まで、第５号及び第６号に掲げるものとする。 

（１）共済事故により生じた共済価額（その損害が生じた地及び時における共済目的の価額をいう。
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以下同じ。）の減少 

（２）前号の損害（地震等による損害を除く。）を生じた共済目的の残存物の取り壊し費用、取片

付け清掃費用及び搬出費用（以下「残存物取片付け費用」という。） 

（３）第１号の損害（地震等による損害を除く。）の額が共済価額の１００分の８０以上となった

場合に特別に要する費用（以下「特別費用」という。） 

（４）地震等を直接又は間接の原因とする火災により共済目的が次のイ又はロに該当するに至った

場合に臨時に生ずる費用（以下「地震火災費用」という。） 

  イ 共済目的が建物であるときには、当該建物の主要構造部の火災による共済価額の減少が当

該建物の共済価額の１００分の２０以上又は当該建物の焼失した部分の床面積の当該建物

の延べ床面積に対する割合が１００分の２０以上 

  ロ 共済目的に家具類又は農機具が含まれるときには、当該家具類若しくは農機具を収容する

建物の主要構造部の火災による共済価額の減少が当該建物の共済価額の１００分の２０以

上、当該建物の焼失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が１００分の２

０以上又は家具類若しくは農機具の共済価額の減少が当該家具類若しくは農機具の共済価

額の１００分の８０以上 

（５）組合員が、第１２条第３項の規定による損害の防止又は軽減に努めたときに支出される次の

イからハまでに掲げる費用（地震等による火災に関するものを除く。）のうち必要又は有益な

部分（以下「損害防止軽減費用」という。） 

  イ 消火活動のために費消した消火薬剤等（水を含む。）の再取得費用 

  ロ 消火活動に使用したことにより損傷した物（消火活動に従事した者の着用物を含む。）の

修理費用又は再取得費用 

  ハ 消火活動のために緊急に投入された人員又は器材に関する費用（人身事故に関する費用、

損害賠償に要する費用又は謝礼を除く。） 

（６）共済目的から発生した火災、破裂または爆発により第三者（他人の所有する物を建物共済に

付する組合員を含み、その物の所有者と生計を共にする同居の親族を除く。）が所有する物に

滅失、き損または汚損（煙損害または臭気付着による損害を除く。）が生じた場合にそれによ

って生じる見舞金等に要する費用（以下「失火見舞費用」という。） 

（損害額の算定） 

第１７２条 建物共済において、この組合と当該組合員との間であらかじめ定めた共済価額がある

ときは、塡補すべき損害の額は、当該あらかじめ定めた共済価額によって算定する。ただし、当

該あらかじめ定めた共済価額が共済価額を著しく超えていることをこの組合が証明した場合は、

塡補すべき損害の額は、当該共済価額によって算定する。 

（共済金の支払額） 

第１７３条 この組合は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に掲げる金額を損害共済金（第１７

１条第１号の損害について支払われる共済金をいう。以下同じ。）として組合員に支払うものと

する。ただし、建物総合共済の共済関係に係る第１号ロの規定により支払われる損害共済金は、
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共済金額（共済金額が共済価額を超えるときは、共済価額に相当する金額。以下この条において

同じ。）の１００分の５０に相当する金額を限度とする。 

（１）共済事故が風水害等の自然災害である場合 次のイ又はロの金額 

  イ 共済事故が地震等以外のものである場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害

（第１７１条第１号の損害に限る。以下第５項まで及び次節（第１９０条第８項を除く。）

において同じ。）の額（建物総合共済において、風水害等の自然災害（地震等を除く。）によ

って、その額が共済価額の１００分の８０未満である損害が生じた場合には、その損害の額

から共済価額の１００分の５に相当する金額又は１万円のいずれか少ない額を差し引いて

得た額）に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額 

  ロ 共済事故が地震等である場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害（建物（畳及

び建具を含む。）に係る損害にあってはその額が当該建物の価額の１００分の５に相当する

額以上のもの、家具類及び農機具に係る損害にあっては、その額が当該家具類及び農機具の

価額の１００分の７０に相当する額以上又は当該家具類及び農機具を収容する建物の価額

の１００分の７０に相当する額以上のものに限る。）の額に共済金額の１００分の５０に相

当する金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額 

（２）共済事故が火災等である場合 次のイ又はロの金額 

  イ 共済金額が共済価額の１００分の８０に相当する金額以上であるときは、当該共済事故に

よって生じた損害の額に相当する金額（その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済

金額に相当する金額） 

  ロ 共済金額が共済価額の１００分の８０に相当する金額未満であるときは、当該共済事故に

よって生じた損害の額に、共済価額の１００分の８０に相当する金額に対する当該共済金額

の割合を乗じて得た金額（その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済金額に相当す

る金額） 

２ 第１２条第１項の規定による義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減することができ

たと認められる額を差し引いて得た額を損害の額とみなす。 

３ 同一の共済目的について損害共済金を支払うべき保険契約等が存する場合であっても、損害共

済金は、第１項の規定により算出した金額とする。 

４ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による損害共済金と他の保険契約等により

既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額（他の保険契約等において、損害

の額を算出する基準がこの共済関係と異なるときは、それぞれの基準により算出した損害の額の

うち最も高い損害の額。以下この項において同じ。）を超える場合は、損害共済金は、前項の規

定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合

計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を

限度とする。 

５ 前２項の場合において、損害が２種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故 

による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

６ この組合は、残存物取片付け費用に相当する金額を残存物取片付け費用共済金として組合員に

支払うものとする。ただし、第１項の規定により算出される損害共済金の額の１００分の１０に
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相当する金額を限度とする。 

７ 同一の共済目的について残存物取片付け費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場

合であっても、残存物取片付け費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。 

８ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による残存物取片付け費用共済金と他の保

険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、残存物取片付け費用の額を

超える場合は、残存物取片付け費用共済金は、前項の規定にかかわらず、残存物取片付け費用の

額から他の共済契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額

とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。 

９ 前２項の場合において、損害（第１７１条第２号の損害に限る。）が２種以上の共済事故によ

って生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

１０ この組合は、特別費用に相当する金額（共済金額に１００分の１０を乗じて得た金額をいう。）

を特別費用共済金として組合員に支払うものとする。ただし、１共済事故につき、１建物ごとに

２００万円を限度とする。 

１１ 同一の共済目的について特別費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっ

ても、特別費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。 

１２ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による特別費用共済金と他の保険契約等

により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、支払限度額（１共済事故につき、１

建物ごとに２００万円（他の保険契約等に限度額が２００万円を超えるものがあるときは、これ

らの限度額のうち最も高い額）とする。以下この項において同じ。）を超える場合は、特別費用

共済金は、前項の規定にかかわらず、支払限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険

金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして

算出した支払責任額を限度とする。 

１３ 前２項の場合において、損害（第１７１条第３号の損害に限る。）が２種以上の共済事故に

よって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

１４ この組合は、１事故（７２時間以内に生じた二以上の地震等による事故は、一括して１事故

とみなす。以下同じ。）につき、１建物ごとに地震火災費用に相当する金額（共済金額に１００

分の５を乗じて得た金額をいう。）を地震火災費用共済金として組合員（建物火災共済の共済関

係の存する者に限る。）に支払うものとする。 

１５ 同一の共済目的について地震火災費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合で

あっても、地震火災費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。 

１６ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による地震火災費用共済金と他の保険契

約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、支払限度額（１共済事故につき、

１建物ごとに共済価額に１００分の５（他の保険契約等に支払割合が１００分の５を超えるもの

があるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合）を乗じて得た額。以下この項において同

じ。）を超える場合は、地震火災費用共済金は、前項の規定にかかわらず、支払限度額から他の

保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただ

し、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。 

１７ この組合は、損害防止軽減費用に相当する金額（損害防止軽減費用の額に共済価額の１００

分の８０に相当する金額に対する共済金額の割合を乗じて得た金額（その金額が損害防止軽減費
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用の額を超えるときは、損害防止軽減費用の額）をいう。）を損害防止費用共済金として組合員

に支払うものとする。 

１８ 同一の共済目的について損害防止費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合で

あっても、損害防止費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。 

１９ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による損害防止費用共済金と他の保険契

約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害防止軽減費用の額を超える

場合は、損害防止費用共済金は、前項の規定にかかわらず、損害防止軽減費用の額から他の保険

契約等により既に支払われた保険金又は共済関係の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、

他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。 

２０ 前２項の場合において、損害（第１７１条第５号の損害に限る。）が２種以上の共済事故に

よって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

２１ この組合は、失火見舞費用に相当する金額（１共済事故につき、１世帯又は１法人（以下「被

災世帯」という。）ごとに２０万円）を失火見舞費用共済金として組合員に支払うものとする。 

ただし、１共済事故ごとに共済金額に１００分の２０を乗じて得た金額を限度とする。 

２２ 同一の共済目的について失火見舞費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合で

あっても、失火見舞費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。 

２３ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による失火見舞費用共済金と他の保険契

約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、支払限度額（１共済事故につき、

１被災世帯ごとに２０万円（他の保険契約等に限度額が２０万円を超えるものがあるときは、こ

れらの限度額のうち最も高い額）とする。以下この項において同じ。）を超える場合は、失火見

舞費用共済金は、前項の規定にかかわらず、支払限度額から他の保険契約等により既に支払われ

た保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないもの

として算出した支払責任額を限度とする。 

２４ 前２項の場合において、損害（第１７１条第６号の損害に限る。）が２種以上の共済事故に

よって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

（共済金支払の免責） 

第１７４条 次の場合には、この組合は、建物共済に係る共済金の支払の責任を免れるものとする。 

（１）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき。 

（２）組合員が第１５条の規定による損害の認定のための調査を妨害したとき。 

（３）組合員が第１６条第３項及び第４項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失

によって不実の通知をしたとき。 

（４）組合員が第１６条第１１項の規定による書類に故意に不実のことを表示し、又はその書類を

偽造し、若しくは変造したとき。 

（支払責任のない損害） 

第１７５条 この組合は、建物火災共済にあっては、第１号から第３号まで、建物総合共済にあっ

ては、第２号及び第３号に掲げる損害について、建物共済に係る共済金を支払う責めに任じない

ものとする。 
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（１）地震等によって生じた共済事故による損害。ただし、第１７３条第１４項の地震火災費用共

済金については、この限りではない。 

（２）原子力によって生じた共済事故による損害 

（３）共済事故の際における共済目的の紛失又は盗難による損害 

（超過共済） 

第１７６条 建物共済の共済関係の成立時において共済金額が共済価額を超えていたことにつき

組合員が善意でかつ重大な過失がなかったときは、組合員は、その超過部分について、当該共済

関係を取り消すことができる。 

（告知義務違反による解除） 

第１７７条 組合員は、建物共済の申込みの当時、建物共済に係る共済関係が成立することにより

塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めた

ものについて、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該建物共済の共済関係を解

除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 

（１）建物共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって

知らなかったとき。 

（２）共済媒介者が、組合員が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧め

たとき。 

４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第２項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。 

（重大事由による解除） 

第１７８条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、建物共済に係る共済関係を解除するも

のとする。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 
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（解除の効力） 

第１７９条 建物共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により建物共済に係る共済関係の解除をした場合には、当

該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第１７７条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事

実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ

る損害 

（共済関係の失効） 

第１８０条 建物共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第１１

条第１項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により譲受人又は相続人その他の

包括承継人が当該建物共済の共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有す

る権利義務を承継した場合を除き、当該共済関係はその譲渡又は相続その他の包括承継があった

時からその効力を失う。 

２ 建物共済の共済目的が共済事故以外の事由により滅失したときは、当該建物共済の共済関係は、

その滅失した時からその効力を失う。 

３ 前項の場合において、組合員の責めに帰すことのできない事由により共済目的が滅失したとき

は、この組合は、既に払込みを受けた共済掛金の全部又は一部を返還することができるものとす

る。 

（共済関係の消滅） 

第１８１条 組合員が組合員たる資格を喪失したときは、その時の属する共済責任期間の満了の時

に、建物共済の共済関係は消滅するものとする。 

２ 建物共済の共済関係は、第１７１条第１号の損害の額が共済価額の１００分の８０以上となっ

たときに消滅するものとする。 

（残存物） 

第１８２条 この組合は、建物共済の共済目的の全部が滅失した場合において、組合員が、当該共

済目的の残存物について有する権利を取得しないものとする。ただし、この組合が当該共済目的

の残存物の所有権を取得する旨の意思表示をして共済金を支払った場合は、この限りでない。 

（他人の所有する物を建物共済に付した場合） 

第１８３条 他人の物を管理する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害

を塡補するため当該物を建物共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該

物の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。 

２ 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該物の所有者の承

諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使することが

できる。 
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（共済掛金率の設定及び変更） 

第１８４条 この組合は、別に定めるところにより建物共済の共済掛金率を設定し、又は変更する

ものとする。 

（約款） 

第１８５条 この組合は、建物共済の共済関係の内容を明らかにする約款を定めるものとする。 

 

第２節 建物共済の特約 

第１款 新価特約 

（新価特約の締結） 

第１８６条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の

定めるところにより、第１５３条の規定にかかわらず、この組合が支払うべき損害共済金に係る

損害の額をその損害の生じた地及び時における共済目的の再取得価額（当該共済目的と同一の構

造、質、用途、規模、型及び能力を有する建物を再取得又は再築するに要する費用の額をいう。

以下同じ。）によって定める旨の特約（以下「新価特約」という。）をすることができる。 

（共済目的の範囲） 

第１８７条 新価特約が締結される建物共済（以下「新価特約付建物共済」という。）の共済目的

は、建物火災共済及び建物総合共済の共済目的のうち、その減価割合（再取得価額から共済価額

を差し引いて得た額の再取得価額に対する割合をいう。以下同じ。）が１００分の５０以下であ

るものに限るものとする。 

（共済金額） 

第１８８条 新価特約付建物共済の共済金額は、建物火災共済にあっては６，０００万円、建物総

合共済にあっては４，０００万円を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額とする。 

２ 前項の共済金額は、次条の規定により新価特約が解除された場合において当該共済金額が共済

価額を超えることとなったときは、組合員はその超える部分の金額に相当する金額の減額を請求

することができる。 

３ 前項の規定により共済金額を減額したときは、この組合は、その減額した部分の金額に対応す

る共済掛金を返還するものとする。 

（新価特約の解除） 

第１８９条 この組合は、新価特約付建物共済の共済目的について共済事故以外の原因により損害

が生じた場合において、その減価割合が１００分の５０を超えることとなったときは、当該新価

特約を解除するものとする。 

（共済金の支払額） 

第１９０条 この組合は、第１７３条第１項の規定にかかわらず、新価特約付建物共済に係る損害



 

 

第１章 総則 （鳥取県農業共済組合事業規程） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 124 - 

共済金として、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める金額を組合員に支払うものとする。た

だし、建物総合共済の共済関係に係る第１号ロの規定により支払われる損害共済金は、共済金額

（共済金額が再取得価額を超えるときは、再取得価額に相当する金額。以下この条において同じ。）

の１００分の５０に相当する金額を限度とする。 

（１）共済事故が風水害等の自然災害である場合 次のイ又はロの金額 

イ 共済事故が地震等以外のものである場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害

の額（建物総合共済において、風水害等の自然災害（地震等を除く。）によって、その額が

再取得価額の１００分の８０未満である損害が生じた場合には、その損害の額から再取得

価額の１００分の５に相当する金額又は１万円のいずれか少ない額を差し引いて得た額）

に共済金額の再取得価額に対する割合を乗じて得た金額 

ロ 共済事故が地震等である場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害（建物（畳

及び建具を含む。）に係る損害にあっては、その額が当該建物の再取得価額の１００分の５

に相当する額以上のもの、家具類及び農機具に係る損害にあっては、その額が当該家具類

及び農機具の再取得価額の１００分の７０に相当する額以上又は当該家具類及び農機具を

収容する建物の再取得価額の１００分の７０に相当する額以上のものに限る。）の額に共済

金額の１００分の５０に相当する金額の再取得価額に対する割合を乗じて得た金額 

（２）共済事故が火災等である場合 次のイ又はロの金額 

イ 共済金額が再取得価額の１００分の８０に相当する金額以上であるときは、当該共済事

故によって生じた損害の額に相当する金額（その金額が当該共済金額を超えるときは、当

該共済金額に相当する金額） 

ロ 共済金額が再取得価額の１００分の８０に相当する金額未満であるときは、当該共済事

故によって生じた損害の額に、再取得価額の１００分の８０に相当する金額に対する当該

共済金額の割合を乗じて得た金額（その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済金

額に相当する金額） 

２ 新価特約付建物共済の共済目的である建物について、他の保険契約等が存する場合であっても、

損害共済金は、前項の規定により算出した金額とする。 

３ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による損害共済金と他の保険契約等により

既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額を超える場合は、損害共済金は、

前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金

の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払

責任額を限度とする。 

４ 前２項の場合において、損害が２種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故に

よる損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

５ 新価特約付建物共済に係る残存物取片付け費用共済金の額は、第１７３条第６項ただし書の規

定にかかわらず、第１項の規定により算出される損害共済金の額の１００分の１０に相当する金

額を限度とする。 

６ 新価特約付建物共済の共済目的である建物について、残存物取片付け費用共済金を支払うべき
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他の保険契約等が存する場合であっても、残存物取片付け費用共済金は、第１７３条第６項本文

の規定にかかわらず、前項の規定により算出した金額とする。 

７ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による残存物取片付け費用共済金と他の保

険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、残存物取片付け費用の額を

超える場合は、残存物取片付け費用共済金は、前項の規定にかかわらず、残存物取片付け費用の

額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額

とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。 

８ 前２項の場合において、損害（第１７１条第２号の損害に限る。）が２種以上の共済事故によ

って生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

 

第２款 小損害実損塡補特約 

（小損害実損填補特約の締結） 

第１９１条 この組合は、組合員の建物共済（次に掲げるものに限る。）の申込みの承諾の際、そ

の者の申出により、この款の定めるところにより、共済事故によって生じた損害の額が３０万円

以下の場合における損害共済金を損害の額と同額とする旨の特約（以下「小損害実損塡補特約」

という。）をすることができる。 

（１）共済金額が１，０００万円以上である建物火災共済又は建物総合共済 

（２）建物火災共済および建物総合共済（共済責任期間が同一であるものに限る。）の共済金額の

合計が１，０００万円以上の場合における当該建物火災共済又は建物総合共済のいずれか 

（小損害実損塡補特約の解除） 

第１９２条 この組合は、小損害実損塡補特約をした建物共済（以下「小損害実損塡補特約付建物

共済」という。）について、第１４８条第２項又は第１６６条第２項の規定により共済金額を減

額したことにより前条各号に掲げる建物共済に該当しなくなったときは、当該小損害実損塡補特

約を解除するものとする。 

２ 前項の規定により小損害実損塡補特約を解除したときは、この組合は、払込みを受けた小損害

実損塡補特約に対応する共済掛金の一部を返還するものとする。 

（共済金の支払額） 

第１９３条 この組合は、小損害実損塡補特約付建物共済に係る損害共済金として、共済事故によ

る損害（建物総合共済にあっては地震等による損害を除く。以下この条において同じ。）の額が

３０万円以下であるときは、当該損害の額に相当する金額を組合員に支払うものとする。 

２ この組合は、共済事故による損害の額が３０万円を超える場合であって、第１７３条第１項第

１号イ及び同項第２号又は第１９０条第１項第１号イ及び同項第２号の規定により算出した損

害共済金が３０万円に満たないときは、損害共済金として３０万円を支払うものとする。 

３ 小損害実損塡補特約付建物共済（建物総合共済に限る。）について、共済事故が自然災害（地

震等を除く。）であって、損害の額が１万円に満たない場合には、第１項の規定にかかわらず、
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損害共済金は支払わないものとする。 

４ 小損害実損塡補特約付建物共済の共済目的である建物について、損害共済金を支払うべき他の

共済関係等があるときは、第１７３条第３項から第９項までの規定を準用する。 

 

第３款 臨時費用担保特約 

（臨時費用担保特約） 

第１９４条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の

定めるところにより、共済事故によって生じた損害に伴う臨時の費用の額を臨時費用共済金とし

て支払う旨の特約をすることができる。 

（臨時費用共済金の額） 

第１９５条 前条の臨時費用共済金の額は、第１７３条第１項（第１号ロに係る部分を除く。）、第

１９０条第１項（第１号ロに係る部分を除く。）又は第１９３条の損害共済金の額に１００分の

１０、１００分の２０又は１００分の３０のうち組合員が選択した割合を乗じて得た金額とする。

ただし、１共済事故につき、１建物ごとに２５０万円を限度とする。 

２ 前項の場合において、第４項に掲げる者が、被害の日から２００日以内に死亡又は後遺障害（火

災等に直接起因するものに限る。）を被ったときは、前項の金額に１名ごとに共済金額の１００

分の３０に相当する金額（以下「死亡・後遺障害費用共済金」という。）を加算するものとする。

ただし、１回の共済事故につき１名ごとに２００万円を限度とする。 

３ 前項に規定する死亡・後遺障害費用共済金は、組合員（組合員が死亡したときは、その法定相

続人）に支払うものとする。ただし、法定相続人が２人以上いる場合には、その受取割合は、法

定相続分の割合とする。 

４ 死亡・後遺障害費用共済金の対象者は、次のとおりとする。 

（１）組合員及び共済目的の所有者（組合員及び共済目的の所有者が法人であるときは、その理事、

取締役若しくはその他の機関にある者） 

（２）組合員及び共済目的の所有者の親族 

（３）組合員及び共済目的の所有者の使用人 

（４）第１６４条第１項の書面記載の建物に居住している者 

５ 同一の共済目的について臨時費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であって

も、臨時費用共済金は、第１項の規定により算出した金額とする。 

６ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による臨時費用共済金と他の保険契約等に

より既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、第１項に規定する限度額（他の保険契

約等に、１共済事故につき、１建物ごとに２５０万円を超えるものがあるときは、これらの限度

額のうち最も高い額）を超える場合は、臨時費用共済金は、前項の規定にかかわらず、限度額か

ら他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とす

る。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。 

７ 前２項の場合において、損害が２種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故に
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よる損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

８ 同一の共済目的について、死亡・後遺障害費用共済金を支払うべき他の共済関係が存する場合

において、それぞれの共済関係につき他の共済関係がないものとして算出した支払責任額の合計

額が第２項に規定する限度額を超えるときは、死亡・後遺障害費用共済金は、同項に規定する限

度額にこの共済関係の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、

他の共済関係等により支払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済

関係による死亡・後遺障害費用共済金との合計額が同項の限度額に満たないときは、この共済関

係の支払責任額を限度に同項の限度額に満たない額を加えた金額とする。 

（死亡・後遺障害発生通知） 

第１９６条 組合員（組合員が死亡した場合は法定相続人）は、火災等によって共済目的に損害が

発生し、かつ、前条第４項に掲げる者が死亡又は後遺障害を被ったときは、遅滞なく、この組合

に通知するものとする。 

 

第４款 費用共済金不担保特約 

（費用共済金不担保特約の締結） 

第１９７条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の

定めるところにより、第１７１条第１項第２号から第６号までに規定する損害に係る共済金（以

下この項において「費用共済金」という。）について、第１７３条第６項、第１０項、第１４項、

第１７項及び第２１項の規定にかかわらず、この組合が支払うべき費用共済金を支払わない旨の

特約（「費用共済金不担保特約」という。）をすることができる。 

 

第５款 収容農産物補償特約 

（収容農産物補償特約の締結） 

第１９８条 この組合は、組合員の建物総合共済に係る第１６０条の規定による申込みの承諾の際、

その者の申出により、この款の定めるところにより、共済事故によって当該申込みに係る建物に

収容される農産物（出荷前の一時保管又は販売目的の保管をしているもの及び乾燥・調製等の作

業中のものを含む。以下「収容農産物」という。）に生じた損害を塡補する旨の特約（以下「収

容農産物補償特約」という。）をすることができる。 

２ 収容農産物補償特約は、共済目的の種類ごとにするものとする。 

（共済目的の種類） 

第１９９条 収容農産物補償特約に係る共済目的の種類は、次の各号のいずれかに掲げる収容農産

物から組合員が選択したものとする。 

（１）米穀 

（２）麦 
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（３）大豆 

（共済責任期間） 

第２００条 収容農産物補償特約に係る共済責任期間は、次の各号のいずれかに掲げる期間から組

合員が選択したものとする。 

（１）１２０日以下の期間で、組合員が申し出た始期から終期までの期間 

（２）収容農産物補償特約付建物総合共済の共済責任期間と同一の期間 

（共済掛金の金額） 

第２０１条 収容農産物補償特約に係る共済掛金の金額は、前条第１号に掲げる期間を共済責任期

間とする場合にあっては次条第１項の単位当たり７００円とし、前条第２号に掲げる期間を共済

責任期間とする場合にあっては次条第１項の単位当たり２，１００円とする。 

（収容農産物損害共済金の支払額） 

第２０２条 収容農産物補償特約に係る共済金（以下「収容農産物損害共済金」という。）の金額

は、共済事故によって共済目的に生じた損害の額に相当する金額とする。ただし、共済目的の種

類ごとに、１００万円以上５００万円以下の範囲内において、１００万円を単位として組合員が

申し出た金額を収容農産物損害共済金の支払の限度額（次項において「支払限度額」という。）

とする。 

２ 共済事故が地震等である場合は、前項の規定にかかわらず、収容農産物損害共済金の金額は、

前項の損害の額の１００分の３０に相当する金額とする。ただし、共済目的の種類ごとに、支払

限度額に１００分の３０を乗じて得た金額を収容農産物損害共済金の支払の限度額とする。 

３ 第１項の損害の額が１万円に満たない場合は、前２項の規定にかかわらず、収容農産物損害共

済金を支払わないものとする。 

４ 第１項又は第２項の場合において、収容農産物損害共済金を支払うべき他の共済関係等がある

ときは、第１７３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

 

第６款 継続申込特約 

（継続申込特約の締結） 

第２０３条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の

定めるところにより、当該申込に係る第１６９条第１項の払込みの日から１年を下回らず２年を

超えない範囲内でその者が申出した期間内に到来する共済責任期間満了の日に第１６５条第３

項の規定による更新の申込みがあったものとする特約（以下「継続申込特約」という。）をする

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第８款で定める自動継続特約を付した共済関係には継続申込特約を

することができないものとする。 

３ 継続申込特約の申出をした組合員は、第１６９条第１項の共済掛金等の払込期限までに継続申

込特約による更新後の共済責任期間（２回更新する場合にあっては、その共済責任期間のすべて）
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に対する共済掛金等を一括して払い込まなければならないものとする。 

４ 第１６９条第１項に規定する共済掛金等の払込期限までに前項の払込みがされないときは、継

続申込特約は、その効力を生じないものとする。 

（共済掛金率等の変更） 

第２０４条 この組合は、継続申込特約が締結される建物共済（以下「継続申込特約付建物共済」

という。）の共済掛金率等を変更しようとする場合は、その変更の日以後にはじめて到来する共

済責任期間開始の日から変更後の共済掛金率等を適用するものとする。この場合において、この

組合は、その共済責任期間開始の日の１０日前までに遅滞なく組合員にその旨を通知することと

する。 

２ この組合は、前項の規定による変更後の共済掛金率等が適用される共済責任期間開始の日以後

の継続申込特約付建物共済の共済掛金等についてこの組合が定めたところにより算出した過不

足額を組合員に払い戻し、又は追徴するものとする。 

 

第７款 共済掛金等分割払特約 

（共済掛金等分割払特約の締結） 

第２０５条 この組合は、建物共済の共済責任期間が１年間で、かつ、当該共済関係に係る共済掛

金等の金額が５万円以上の場合には、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出によ

り、この款の定めるところにより、第１６９条第１項の規定にかかわらず、建物共済の共済掛金

等を年２回又は４回に分割して、それぞれ共済掛金等の２分の１ずつ又は４分の１ずつを払い込

む旨の特約（以下「共済掛金等分割払特約」という。）をすることができる。 

２ 組合員は、前項の規定により共済掛金等を２回又は４回に分割して払い込むことを認められた

場合には、第１６１条第３項の承諾の通知に記載された払込期限までに前項の規定により分割し

て払い込まれる共済掛金等（以下「分割共済掛金等」という。）の第１回分をこの組合に払い込

まなければならないものとし、第２回以降の分割共済掛金等を、２回に分割して払い込む場合に

あっては第１回分の払込期限から起算して６か月を経過した日までに、４回に分割して払い込む

場合にあっては第１回分の払込期限の日からそれぞれ３か月を経過した日、６か月を経過した日

及び９か月を経過した日までにこの組合に払い込まなければならないものとする。 

３ 前項の場合において、第２回以降の分割共済掛金等の払込期限後１４日間は払込みの猶予期間

とする。 

４ 共済掛金等分割払特約が締結される建物共済の共済責任は、第１６３条の規定にかかわらず、

この組合が組合員から第１回分の分割共済掛金等の払込みを受けた日（第１６４条第１項の書面

にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日）の午後４時から始まるも

のとする。ただし、共済責任の開始後においても第１回分の分割共済掛金等を領収する前に生じ

た損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。 

（分割共済掛金等不払の場合の共済関係の解除） 
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第２０６条 この組合は、前条第３項に規定する猶予期間までに、その猶予期間までに払い込まれ

るべき分割共済掛金等の払込みがない場合には、この共済関係を解除するものとする。 

２ 前項に規定する解除は、猶予期間の初日から効力を有する。 

３ 第１項の規定により共済関係を解除したときは、この組合は払込みを受けた共済掛金等は返還

しないものとする。また、解除の効力が生じる日までにこの組合が共済金を支払うべき損害が生

じていたときは、組合員は未払込の分割共済掛金等の全額を一時に払い込まなければならない。 

（共済関係が消滅する場合の分割共済掛金等の払込） 

第２０７条 第１８１条第２項の規定により共済関係が消滅する場合には、組合員は未払込の分割

共済掛金等の全額を一時に払い込まなければならない。 

（追加共済掛金等） 

第２０８条 第１１条第４項及び第１７０条第７項の規定により、この組合が共済掛金等を追加請

求する場合には組合員はその全額を一時に払い込まなければならない。 

 

第８款 自動継続特約 

（自動継続特約の締結） 

第２０９条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者からの申出により、この

款の定めるところにより、共済責任期間満了の日の属する月の前月１０日（以下「自動継続意思

確認日」という。）までにその者から解除の意思表示がないときは、当該申込みに係る共済関係

と同一の内容で共済責任期間を１年とする共済関係の更新の申込みがあったものとする旨の特

約（以下「自動継続特約」という。）をすることができる。この場合において、更新の回数は９

回を限度として組合員が申し出た回数とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第６款で定める継続申込特約を付した共済関係には自動継続特約を

することはできないものとする。 

３ 自動継続特約の申出をした組合員は、継続前の共済責任期間の満了日までに自動継続特約によ

る更新後の共済責任期間に対する共済掛金等を払い込まなければならない。 

（更新後の共済責任期間に対する共済掛金等の払込期限の猶予） 

第２１０条 前条第３項に規定する払込期限後１４日を払込みの猶予期間とし、この猶予期間の末

日までに、更新後の建物共済に係る共済責任期間に対する共済掛金等の払込みがない場合には、

この共済関係を解除するものとする。 

２ 前項に規定する解除は、継続前の共済責任期間の満了日の午後４時から効力を有する。 

３ 第１６３条ただし書の規定にかかわらず、第１項の払込みの猶予期間の末日までに共済掛金等

の払込みがあった場合は、継続前の共済責任期間の満了日の午後４時から共済責任が始まったも

のとみなす。 

（共済掛金率等の変更） 
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第２１１条 この組合は、自動継続特約が締結される建物共済の共済掛金率等を変更しようとする

場合は、その変更の日以後にはじめて到来する共済責任期間開始の日から変更後の共済掛金率等

を適用するものとする。この場合において、この組合は、自動継続意思確認日の１４日前までに

遅滞なく組合員にその旨を通知することとする。 

 

第３節 農機具共済 

第１款 通 則 

（共済関係の成立） 

第２１２条 農機具共済の共済関係は、農機具ごとに、組合員がその所有し、又は管理する農機具

をこの組合の農機具共済に付することを申し込み、この組合がその申込みを承諾することによっ

て成立するものとする。 

（農機具共済の申込み） 

第２１３条 組合員が農機具共済の申込み（前条の規定による申込みをいう。以下同じ。）をしよ

うとするときは、次の事項を記載した農機具共済申込書をこの組合に提出しなければならない。 

（１）組合員の氏名及び住所（組合員が法人である場合には、その名称、その代表者の氏名及びそ

の事務所の所在地） 

（２）共済責任期間の始期及び終期 

（３）農機具共済の種類、共済目的である農機具の種類及び共済金額（農機具更新共済にあっては

共済金額のほか新調達価額（第２１８条の新調達価額をいう。）、経年減価額（第２４４条の経

年減価額をいう。）及び減価共済金額（第２４６条の減価共済金額をいう。第２２５条におい

て同じ。）） 

（４）当該農機具を格納する建物の所在地番又は設置する場所 

（５）当該農機具を他の保険又は共済に付している場合には、その保険者又はその共済事業を行う

者の名称及びその保険金額又は共済金額 

（６）その他共済目的を明らかにすべき事項 

２ 農機具損害共済において、農機具の付属装置を共済目的とする場合には、その旨を前項第６号

の事項として記載しなければならない。 

３ この組合は、組合員から農機具共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうか

を決定して、これを組合員に通知するものとする。 

４ 第１項の農機具共済申込書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員は、遅滞なく、その

旨をこの組合に通知しなければならない。 

（申込みの承諾を拒む場合） 

第２１４条 この組合は、組合員から農機具共済の申込みを受けたときは、その申込みに係る共済

目的につき、農機具共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって

見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な
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運営を確保することができなくなるおそれがあるため、農機具共済の共済関係を成立させないこ

とを相当とする事由がある場合を除き、その承諾を拒まないものとする。 

（共済金支払の免責） 

第２１５条 この組合は、次の場合には、農機具共済に係る損害について共済金（共済責任の終了

又は満了に伴う経年減価によって生じた損害について支払うものを除く。以下「災害共済金」と

いう。）の支払の責任を免れるものとする。 

（１）組合員が第１３条の規定による指示に従わなかったとき 

（２）組合員が第１５条の規定による損害の認定のための調査を妨害したとき 

（３）組合員が第１６条第３項及び第４項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失

によって不実の通知をしたとき 

（４）組合員が第１６条第１１項の規定による書類に故意に不実のことを表示し、又はその書類を

偽造し、若しくは変造したとき 

（支払責任のない損害） 

第２１６条 この組合は、次に掲げる損害について、農機具共済に係る災害共済金を支払う責めに

任じないものとする。 

（１）地震等によって生じた共済事故による損害 

（２）原子力によって生じた共済事故による損害 

（３）運転者の悪意若しくは重大な過失又は法令違反によって生じた損害 

（４）農機具更新共済にあっては、第２５０条第１項の規定により共済関係が復活した場合におい

て、当該共済関係の失効したときから復活したときまでの期間に火災・自然災害等により生じ

た損害 

（５）故障、摩滅、腐食、さびその他自然消耗によって生じた損害 

（６）凍結によって生じた損害 

（７）消耗部品にのみ生じた損害 

（８）農作業以外の使用目的による事故によって生じた損害 

（損害額の算定） 

第２１７条 農機具共済において、この組合と当該組合員との間であらかじめ定めた共済価額があ

るときは、塡補すべき損害の額は、当該あらかじめ定めた共済価額によって算定する。ただし、

当該あらかじめ定めた共済価額が共済価額を著しく超えていることをこの組合が証明した場合

は、塡補すべき損害の額は、当該共済価額によって算定する。 

（超過共済） 

第２１８条 農機具共済の共済関係の成立時において共済金額が新調達価額（共済目的と同一の機

種で、同一又は類似の性能を有する新規の農機具の価額をいう。以下同じ。）を超えていたこと

につき組合員が善意でかつ重大な過失がなかったときは、組合員は、その超過部分について、当

該共済関係を取り消すことができる。ただし、共済価額について約定した一定の価額があるとき
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は、この限りではない。 

（告知義務違反による解除） 

第２１９条 組合員は、農機具共済の申込みの当時、農機具共済の共済関係が成立することにより

塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めた

ものについて、事実の告知をしなければならない。 

２ この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重

大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該農機具共済の共済関係を

解除することができる。 

３ この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができ

ない。 

（１）農機具共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によっ

て知らなかったとき。 

（２）共済媒介者が、組合員が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。 

（３）共済媒介者が、組合員に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧め

たとき。 

４ 前項第２号及び第３号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組

合員が第２項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。 

５ 第２項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時

から１か月間行使しないときは、消滅する。 

（重大事由による解除） 

第２２０条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、農機具共済の共済関係を解除するもの

とする。 

（１）組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害

を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 

（２）組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとし

たこと。 

（３）前２号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続

を困難とする重大な事由 

（解除の効力） 

第２２１条 農機具共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

２ この組合は、次の各号に掲げる規定により農機具共済の共済関係の解除をした場合には、当該

各号に定める損害を塡補する責任を負わない。 

（１）第２１９条第２項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事

実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。 

（２）前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故によ
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る損害 

（共済関係の失効） 

第２２２条 農機具共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第１

１条第１項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により、譲受人又は相続人その

他の包括承継人が当該農機具共済の共済関係に関し、譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人

の有する権利義務を承継した場合を除き、当該共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継

があった時からその効力を失う。 

２ 農機具共済の共済目的が共済事故以外の事由により滅失したときは、当該農機具共済の共済関

係は、その滅失した時からその効力を失う。 

３ 前項の場合において、その滅失が組合員の責めに帰することのできない事由によるときは、こ

の組合は、既に払込みを受けた共済掛金の全部又は一部を返還することができるものとする。 

（共済関係の消滅及び終了） 

第２２３条 組合員が組合員たる資格を喪失したときは、その時の属する共済責任期間（農機具更

新共済にあっては、その時の属する共済掛金期間）の満了の時に、農機具共済の共済関係は消滅

するものとする。 

２ 農機具損害共済の共済関係は、当該農機具に係る災害共済金の支払額の合計額が当該共済金額

（共済金額が新調達価額を超えるときは、新調達価額に相当する金額。第２３８条第１項、第２

５２条第１項第１号並びに第２５７条第１項及び第２項において同じ。）に相当する金額となっ

たときは、その時に消滅するものとする。 

３ 農機具更新共済の共済関係は、当該農機具に係る第２５１条第１号の損害の額の新調達価額に

対する割合が、耐用年数から既に経過した年数（１年に満たない端数月は切り捨てる。以下同じ。）

を差し引いた年数の耐用年数に対する割合以上となる火災・自然災害等が発生したときは、その

時に終了するものとする。 

４ 農機具更新共済の共済関係であって第２４８条第５項の規定によりその効力を失ったものに

ついては、その効力を失ったときから起算して１年以内に第２５０条第１項の規定による当該共

済関係の復活がなされなかった場合において、その効力を失ったときから起算して１年を経過し

たときに消滅するものとする。 

（通知義務） 

第２２４条 次の事実が発生した場合には、組合員は、その事実の発生が自己の責めに帰すべき事

由によるときはあらかじめ、自己の責めに帰することができない事由によるときは遅滞なく、こ

の組合に通知し、この組合の承認を申請しなければならない。ただし、第５号の場合においてそ

の破損が軽微であるとき及び第７号の場合においてその事実がなくなったときは、この限りでな

い。 

（１）共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と保険契約又は共済契約を締結すること。 

（２）共済目的を譲渡すること。 
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（３）共済目的を解体し、又は廃棄すること。 

（４）共済目的について用途を変更し、又は著しく改造すること。 

（５）共済目的が共済事故以外の原因により破損し、又は滅失したこと。 

（６）共済目的を格納する建物又は共済目的を設置する場所を変更すること。 

（７）前各号に掲げるもののほか、共済目的について危険が著しく増加すること。 

２ 組合員が前項の規定による義務を怠ったときは、この通知前に生じた損害については、この組

合は、災害共済金を支払う責めに任じないものとする。 

３ この組合は、第１項の事実が発生した場合には、その事実を承認した場合を除き、農機具共済

の共済関係を解除することができる。 

４ 前項の規定により共済関係を解除したときは、この組合は、既に払込みを受けた共済掛金の一

部を返還することができる。 

５ この組合は、第１項の規定による申請があったときは、その申請を承認するかどうかを決定し

て組合員に通知するものとする。 

６ この組合は、第１項の通知を受けた後７日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除

をしないときは、その事実を承認したものとみなす。 

７ 農機具損害共済にあっては、第１項の申請を受けた場合において、この組合がその申請を承認

したときは、この組合は、共済掛金等の増額又は減額をすることができるものとする。この場合

において、共済掛金等の増額又は減額は、将来に向かってのみ効力を有する。 

（共済関係成立時の書面交付） 

第２２５条 この組合は、農機具共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次

に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。 

（１）組合の名称 

（２）組合員の氏名又は名称 

（３）共済事故 

（４）共済責任期間の始期及び終期 

（５）共済金額（農機具更新共済にあっては、共済金額のほか、新調達価額及び減価共済金額） 

（６）共済目的を特定するために必要な事項（共済目的である農機具の種類、当該農機具を格納す

る建物の所在地番、当該農機具を設置する場所等） 

（７）共済掛金及び賦課金の合計並びにその支払の方法 

（８）第１６条第３項、第４項及び第１１項、第２１３条第４項、第２２４条第１項並びに次条第

２項の通知等をすべき事項（臨時費用担保特約付農機具共済にあっては、更に第２５８条の通

知すべき事項） 

（９）共済関係の成立年月日 

（10）書面を作成した年月日 

２ 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。 

（復旧義務） 
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第２２６条 共済目的に損害が生じたときは、組合員は、その損害の生じた時から１年以内に共済

目的を復旧しなければならない。ただし、その損害に係る災害に際し災害救助法が適用された市

町村の区域の区域内において当該損害が生じた共済目的については、３年を限り、その期間を延

長することができる。 

２ 組合員は、前項の復旧をしたときは、遅滞なく、書面をもってその旨をこの組合に通知しなけ

ればならない。 

３ この組合が共済目的である農機具が復旧されることが確実と認め、農機具損害共済にあっては

第２３８条第１項に規定する災害共済金を、農機具更新共済にあっては第２５２条第１項第１号

に規定する災害共済金を仮渡しした場合において、第１項の期間内に同項の復旧がされない場合

には、組合員は、その受領した災害共済金と次項に規定する災害共済金との差額をこの組合に返

還しなければならない。 

４ 第１項の復旧をしない場合の災害共済金は、農機具損害共済にあっては第２３７条に規定する

損害の額を、農機具更新共済にあっては第２５１条第１号に規定する損害の額を時価損害額（損

害の額に別表第２号に定める経年減価残存率を乗じた額をいう。）として算出される金額とする。 

（残存物） 

第２２７条 この組合は、農機具共済の共済目的の全部が滅失した場合において、組合員が当該共

済目的の残存物について有する権利を取得しないものとする。ただし、この組合が当該共済目的

の残存物の所有権を取得する旨の意思表示をして災害共済金を支払った場合は、この限りでない。 

（農機具共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧） 

第２２８条 理事は、農機具共済の共済掛金率、事務費賦課金率、共済金額等を記載した農機具共

済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置くものとする。ただし、当該一覧表の内容

を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備

置きを行わないものとすることができる。 

２ 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告するものとする。 

３ 組合員は、いつでも、第１項の農機具共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。 

（共済掛金率の設定及び変更） 

第２２９条 この組合は、別に定めるところにより農機具共済の共済掛金率を設定し、又は変更す

るものとする。 

（約款） 

第２３０条 この組合は、農機具共済の共済関係の内容を明らかにする約款を定めるものとする。 

 

第２款 農機具損害共済 

（共済責任の開始） 

第２３１条 農機具損害共済に係る共済責任は、この組合が組合員から共済掛金等の払込みを受け
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た日（第２２５条第１項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときは、

その日）の午後４時から始まるものとする。ただし、共済責任の開始後においても共済掛金等の

払込みを受ける前に生じた損害については、この組合は、災害共済金を支払う責めに任じないも

のとする。 

（共済責任期間） 

第２３２条 農機具損害共済に係る共済責任期間は、１年とする。 

２ この組合の農機具損害共済に付される農機具に係る共済責任期間の始期を統一するため必要

があるときは、前項の規定にかかわらず、農機具損害共済の共済責任期間を１年未満とすること

ができる。 

３ 前２項の共済責任期間は、更新することができる。ただし、その更新の申込みは、当該共済責

任期間の満了の日までにしなければならないものとする。 

４ 組合員が、大規模地震対策特別措置法第９条第１項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生

したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間にその共済責任期間が満了した農機具

損害共済の共済関係に係る農機具を、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに

当該共済関係と同一の条件でこの組合の農機具損害共済に付することを申し込み、かつ、共済掛

金等の払込みを行った場合には、当該共済関係の共済責任期間は、更新されたものとみなす。 

（共済金額） 

第２３３条 農機具損害共済の共済金額は、５万円を下回らず新調達価額（新調達価額が１，００

０万円を超える場合にあっては、その額）を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額と

する。 

２ 農機具損害共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは、組合員は、

この組合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。 

（共済掛金等の金額） 

第２３４条 農機具損害共済に係る共済掛金等の金額は、共済金額に第２２８条第１項の農機具共

済掛金率等一覧表に掲げる農機具損害共済（農機具火災共済及び農機具総合共済）の共済掛金率

を乗じて得た金額及び共済金額に同表の事務費賦課金率を乗じて得た金額の合計額とする。 

（共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法） 

第２３５条 第２１２条の規定により農機具損害共済の共済関係が成立した者は、第２１３条第３

項の承諾の通知に記載された払込期限までに、農機具損害共済に係る共済掛金等をこの組合又は

組合が指定する金融機関等に払い込まなければならないものとする。 

２ 前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは、この組合は、改めて第

２１２条の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。 

３ 第２３２条第３項の規定により共済責任期間を更新しようとするときは、組合員は、当該共済

責任期間の満了の日までに、更新後の共済責任期間に対する共済掛金等をこの組合に払い込まな

ければならない。 
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４ この組合が第１１条第４項（同条第７項において準用する場合を含む。）、第２２４条第７項又

は次条第５項の規定により共済掛金等の増額をしたときは、当該承諾又は承認の通知が到達した

日の翌日から起算して１４日以内に、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合員は、

当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金等の差額をこの組合に払い

込まなければならない。 

  ただし、大規模地震対策特別措置法第９条第１項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生し

たため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間に、承諾又は承認の通知が到達した日の

翌日から起算して１４日が経過する場合は、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合

員は、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに当該差額を払い込むものとする。 

５ 前項に規定する払込期限後において、共済掛金等の差額の払込みを受ける前に生じた損害につ

いては、この組合は、災害共済金を支払う責めに任じないものとする。 

６ 農機具損害共済に係る共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所

を記載した書面をもってするものとする。 

（共済目的の入替え） 

第２３６条 組合員が、農機具損害共済の共済目的である農機具を共済責任期間中に廃棄しかつ、

当該農機具に代えて、これと同一の用途に供されるもので同一又は類似の性能を有する新規の農

機具を取得した場合において、この組合が共済目的の入替えを承諾したときは、当該共済目的に

ついて存した農機具損害共済の共済関係は、当該新規の農機具について存続するものとする。 

２ 前項の規定による承諾を受けようとする組合員は、農機具損害共済の共済目的である農機具を

廃棄した日から１４日以内に新規の農機具の状況を明らかにする書面を添えて、この組合に承諾

の申請をしなければならない。 

３ この組合は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、承諾するかどうかを決定して

当該申請をした者に通知するものとする。 

４ 第１項の規定による共済目的の入替えは、前項の承諾の通知があった時（新規の農機具の取得

前に承諾の通知があった場合には、当該取得の時）からその効力を生ずる。 

５ この組合は、第２項の申請を受けた場合において、その申請を承諾したときは、共済掛金等の

増額をすることができるものとする。この場合において、共済掛金等の増額は、将来に向かって

のみ効力を有する。 

（損害の額） 

第２３７条 この組合が支払うべき農機具損害共済の災害共済金に係る損害の額は、共済目的の新

調達価額を限度として、当該農機具をその損害の発生直前の状態に復旧するために必要な費用の

最低額によって定めるものとする。 

（共済金の支払額） 

第２３８条 農機具損害共済に係る災害共済金は、１の事故につき、共済事故によって生じた損害

の額に共済金額の新調達価額に対する割合を乗じて得た金額とする。 
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２ 第１２条第１項の規定による義務を怠ったときは、前条の規定による損害の額から防止又は軽

減することができたと認められる額を差し引いて得た額を前項の損害の額とみなす。 

３ 同一の共済目的について災害共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、災

害共済金は、第１項の規定により算出した金額とする。 

４ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による災害共済金と他の保険契約等により

既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額（他の保険契約等において、損害

の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した

損害の額のうち最も高い損害の額。以下この項において同じ。）を超える場合は、災害共済金は、

前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金

の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払

責任額を限度とする。 

５ 前２項の場合において、損害が２種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故に

よる損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

６ 前条の規定による損害の額が当該共済目的にかかる新調達価額の１００分の５に相当する金

額又は１万円のいずれか低い額に満たない場合には、第１項又は前３項の規定にかかわらず、災

害共済金を支払わないものとする。 

（他人の所有する農機具を農機具共済に付した場合） 

第２３９条 他人の農機具を管理する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある

損害を填補するため当該農機具を農機具損害共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求

権を有する当該農機具の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。 

２ 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該農機具の所有者

の承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使するこ

とができる。 

 

第３款 農機具更新共済 

（共済責任の開始） 

第２４０条 農機具更新共済に係る共済責任は、この組合が組合員から最初の共済掛金期間に対す

る共済掛金等の払込みを受けた日（第２０３条第１項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始

日が記載されているときは、その日）の午後４時から始まるものとする。ただし、共済責任の開

始後においても最初の共済掛金期間に対する共済掛金等の払込みを受ける前に生じた損害につ

いては、この組合は、災害共済金を支払う責めに任じないものとする。 

（共済責任期間） 

第２４１条 農機具更新共済に係る共済責任期間は、３年を下回らず、別表第１号に掲げる当該農

機具の耐用年数を超えない範囲内において、別表第２号に掲げる期間とする。ただし、当該農機

具の取得から、１年以上経過したものについては、当該共済目的の耐用年数から、既に経過した
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年数を差し引いた年数の範囲内の期間とする。 

（共済責任期間の短縮） 

第２４２条 農機具更新共済の共済関係の成立後１年を経過した日以後において、組合員から請求

があったときは、共済責任期間を短縮することができるものとする。この場合には、当該組合員

から共済責任期間の短縮に伴って生ずる共済掛金等の不足額を追徴するものとする。 

２ 前項の共済責任期間の短縮は、当該組合員が同項の規定により不足額を払い込んだときに第２

２５条第１項の書面に記載するものとし、共済責任期間の短縮は、当該記載によってその効力を

生ずるものとする。 

（共済掛金期間） 

第２４３条 農機具更新共済に係る共済掛金期間は、１年とする。 

２ 農機具更新共済に係る最初の共済掛金期間は、第２４０条の規定により農機具更新共済に係る

共済責任の始まる時に開始する。 

（経年減価額） 

第２４４条 農機具更新共済の経年減価額（以下「経年減価額」という。）は、新調達価額に共済

責任期間の耐用年数に対する割合を乗じて得た額とする。 

（共済金額） 

第２４５条 農機具更新共済の共済金額は、５万円を下回らず新調達価額（新調達価額が１，００

０万円を超える場合にあっては、その額）を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額と

する。 

２ 農機具更新共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは、組合員は、

組合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。 

（減価共済金額） 

第２４６条 農機具更新共済の減価共済金額（以下「減価共済金額」という。）は、経年減価額（経

年減価額が前条の共済金額を超える場合にあっては、その共済金額）の範囲内において、組合員

が申し出た金額とする。 

（共済掛金等の金額） 

第２４７条 農機具更新共済に係る共済掛金等の金額は、共済金額に共済責任期間ごと、共済金額

ごと及び減価共済金額ごとに第２２８条第１項の農機具共済掛金率等一覧表に掲げる農機具更

新共済の共済掛金率を乗じて得た金額及び共済金額に同表の事務費賦課金率を乗じて得た金額

の合計額とする。 

（共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法） 

第２４８条 第２１２条の規定により農機具更新共済の共済関係が成立した者は、第２１３条第３

項の承諾の通知に記載された払込期限までに、農機具更新共済に係る最初の共済掛金期間に対す
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る共済掛金等をこの組合に払い込まなければならないものとする。 

２ 前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは、この組合は、改めて第

２１２条の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。 

３ 組合員は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する共済掛金等をこの組合

に払い込まなければならない。 

４ 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して１４日間は、払込みの猶予

期間とする。 

５ 前項の猶予期間を経過したときは、当該農機具更新共済の共済関係は、当該猶予期間の初日か

らその効力を失う。 

６ 農機具更新共済に係る共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所

を記載した書面をもってするものとする。 

（共済掛金等の前納） 

第２４９条 組合員は、この組合の承諾を得て、次回以降の共済掛金期間に係る共済掛金等の全部

又は一部を前納することができる。この場合、共済掛金等は、第２４７条の規定に基づき算出さ

れる額からこの組合が別に定める率で計算した額を割り引くものとする。 

２ 天災地変その他やむを得ない事由があるときは、組合員は、前納された共済掛金等のうち、ま

だ到来していない共済掛金期間に対応する共済掛金等の払戻しを請求することができるものと

する。この場合において、この組合は、その請求を承諾したときは、その払戻しを請求された共

済掛金等とこの組合が別に定める率で計算した額との合計額を組合員に払い戻すものとする。 

（共済関係の復活） 

第２５０条 第２４８条第５項の規定により共済関係の効力を失ってから１年以内においては、組

合員の申込みにより当該共済関係を復活させることができる。この場合には、当該組合員は、当

該共済関係が失効した日の属する共済掛金期間に係る共済掛金等に相当する未納金額に当該共

済関係が失効した日から当該未納金額を納入する日までの満月数（月未満の端数は切り捨てる。）

に応じて年４．５パーセントの割合で算出した延滞利息を加算して得た金額をこの組合に納入し

なければならない。 

２ 前項の共済関係の復活の効力は、当該組合員が前項の金額を納入したときから生ずるものとす

る。 

３ 第２１９条の規定は、第１項の規定による共済関係の復活について準用する。 

（損害の額） 

第２５１条 この組合が支払うべき農機具更新共済の共済金に係る損害の額は、火災・自然災害等

による損害にあっては第１号、共済責任の終了又は満了に伴う経年減価による損害にあっては第

２号に掲げる金額によって定めるものとする。 

（１）共済目的の新調達価額を限度として、当該農機具をその損害の発生直前の状態に復旧するた

めに必要な費用の最低額 
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（２）当該農機具更新共済の経年減価額に既に経過した共済責任期間の年数（１年に満たない端数

月は１年に切り上げる。）の当該共済責任期間の年数に対する割合を乗じて得た額 

（共済金の支払額） 

第２５２条 農機具更新共済に係る共済金は、次の金額とする。 

（１）災害共済金にあっては、１の事故につき、共済事故によって生じた損害の額に、共済金額の

新調達価額に対する割合を乗じて得た金額 

（２）減価共済金（共済責任の終了又は満了に伴う経年減価による損害について支払う共済金をい

う。）にあっては、損害の額を限度として、農機具更新共済の申込みの際に申し出た減価共済

金額に、次の算式により算出した割合を乗じて得た金額 

 

 

 

  Ｍは、共済責任の終了又は満了の時における既に経過した共済責任期間の年数 

Ｎは、共済責任期間 

Ｂは、前号の規定により支払われる災害共済金 

Ａは、共済金額 

２ 第１２条第１項の規定による義務を怠ったときは、前条第１号の規定による損害の額から防止

又は軽減することができたと認められる額を差し引いて得た額を前項第１号の損害の額とみな

す。 

３ 同一の共済目的について災害共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、災

害共済金は、第１項第１号の規定により算出した金額とする。 

４ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による災害共済金と他の保険契約等により

既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額（他の保険契約等において、損害

の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した

損害の額のうち最も高い損害の額。以下この項において同じ。）を超える場合は、災害共済金は、

前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金

の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払

責任額を限度とする。 

５ 第２項の場合において、損害が２種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故に

よる損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

６ 前条第１号の規定による損害の額が当該共済目的に係る新調達価額の１００分の５に相当す

る金額又は１万円のいずれか低い額に満たない場合には、第１項第１号又は前３項の規定にかか

わらず、災害共済金は支払わないものとする。 

 

 

第４節 農機具共済の特約 
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第１款 付保割合条件付実損塡補特約 

（付保割合条件付実損塡補特約の締結） 

第２５３条 この組合は、組合員の農機具損害共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、こ

の款の定めるところにより、この組合が支払うべき災害共済金（火災・自然災害等によって生じ

た損害について支払うものに限る。以下この款において同じ。）をこの組合と当該組合員との間

であらかじめ約定した割合（以下「約定割合」という。）に基づき算出する旨の特約（以下「付

保割合条件付実損塡補特約」という。）をすることができる。 

（共済金の支払額） 

第２５４条 この組合は、付保割合条件付実損塡補特約が付された農機具損害共済（以下「付保割

合条件付実損塡補特約付農機具損害共済」という。）に係る災害共済金として、第２３８条第１

項の規定にかかわらず、１の事故につき、共済金額（未使用の状態で取得された農機具にあって

は新調達価額、中古購入農機具にあっては当該農機具を購入するために要した費用又は時価額の

いずれか低い額を限度とする。以下この項において同じ。）を限度として、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に掲げる金額を組合員に支払うものとする。 

（１）共済金額が新調達価額に第２２５条第１項の書面記載の約定割合を乗じて得た額以上の場合 

損害の額 

（２）共済金額が新調達価額に約定割合を乗じて得た額未満の場合 損害の額に共済金額の新調達

価額に約定割合を乗じて得た額に対する割合を乗じて得た金額 

２ 付保割合条件付実損塡補特約付農機具損害共済に係る共済目的について、災害共済金を支払う

べき他の保険契約等があるときは、第２３８条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（読替え） 

第２５５条 付保割合条件付実損塡補特約付農機具損害共済についての第２１８条並びに第２３

６条第１項及び第４項の規定の適用については、これらの規定中「新規の農機具」とあるのは、

「新規の農機具又は中古購入農機具」とする。 

 

第２款 臨時費用担保特約 

（臨時費用担保特約） 

第２５６条 組合員の農機具共済の承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、

共済事故によって生じた損害に伴う臨時の費用の額を臨時費用共済金として支払う旨の特約（以

下「農機具臨時費用担保特約」という。）をすることができる。 

（臨時費用共済金の額） 

第２５７条 前条の臨時費用共済金の額は、共済金額に損害割合（農機具損害共済にあっては第２

３７条の損害の額の、農機具更新共済にあっては第２５１条第１号の損害の額の新調達価額に対

する割合をいう。）の１００分の１０を乗じて得た額とする。 
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２ 前項の場合において、第４項に掲げる者が、火災・自然災害等に直接起因する次の各号のいず

れかに該当する場合には、当該各号に規定する金額（以下「傷害費用共済金」という。）を前項

の金額に加算するものとする。 

（１）被害の日から２００日以内の死亡又は後遺障害を被ったとき １名ごとに共済金額の１００

分の３０に相当する金額又は５０万円のいずれか低い金額 

（２）３０日以上の入院加療（原因のいかんを問わず、頚部症候群又は腰痛等で他覚症状のないも

のを除く。以下「傷害」という。）を要したとき １名ごとに共済金額の１００分の５に相当

する金額又は２０万円のいずれか低い金額 

３ 前項に規定する傷害費用共済金は、組合員（組合員が死亡したときは、その法定相続人）に支

払うものとする。ただし、法定相続人が２人以上ある場合には、その受取割合は、法定相続分の

割合とする。 

４ 傷害費用共済金の対象者は、次のとおりとする。 

（１）組合員及び共済目的の所有者（組合員及び共済目的の所有者が法人であるときは、その理事、

取締役又はその他の機関にある者） 

（２）組合員及び共済目的の所有者の親族 

（３）組合員及び共済目的の所有者の使用人 

５ 同一の共済目的について臨時費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であって

も、臨時費用共済金は、第１項の規定により算出した金額とする。 

６ 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による臨時費用共済金と他の保険契約等に

より既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、第１項に規定する額（他の保険契約等

において、臨時費用共済金の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは、それ

ぞれの基準により算出した額のうち最も高い額とする。以下この項において「農機具臨時費用担

保特約に係る限度額」という。）を超える場合は、臨時費用共済金は、前項の規定にかかわらず、

農機具臨時費用担保特約に係る限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共

済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した

支払責任額を限度とする。 

７ 前２項の場合において、損害が２種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故に

よる損害ごとに、これらの項の規定を適用する。 

８ 同一の共済目的について、傷害費用共済金を支払うべき他の共済関係が存する場合において、

それぞれの共済関係につき他の共済関係がないものとして算出した支払責任額の合計額が第２

項に規定する金額を超えるときは、傷害費用共済金は、同項に規定する金額にこの共済関係の支

払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、他の共済関係等により支

払われるべき共済金又は保険金の全部又は一部が支払われず、この共済関係による傷害費用共済

金との合計額が同項の金額に満たないときは、この共済関係の支払責任額を限度に同項の金額 

に満たない額を加えた金額とする。 

（死亡・後遺障害又は傷害発生通知） 
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第２５８条 組合員（組合員が死亡した場合は、法定相続人）は、火災・自然災害等によって共済

目的に損害が発生し、かつ、前条第４項に掲げる者が死亡又は後遺障害若しくは傷害を被ったと

きは、遅滞なく、この組合に通知するものとする。 

 

第３款  継続申込特約 

（継続申込特約の締結） 

第２５９条 この組合は、組合員の農機具損害共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、こ

の款の定めるところにより、当該申込みに係る第２３５条第１項の払込みの日から１年を下回ら

ず４年を超えない範囲内でその者が申し出た期間内に到来する共済責任期間満了の日に第２３

２条第３項の規定による更新の申込みがあったものとする特約（以下「農機具継続申込特約」と

いう。）をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４款で定める自動継続特約を付した共済関係には農機具継続申込

特約をすることができないものとする。 

３ 農機具継続申込特約の申出をした組合員は、第２３５条第１項の共済掛金等の払込期限までに

農機具継続申込特約による更新後の共済責任期間（２回以上更新する場合にあっては、その共済

責任期間の全て）に対する共済掛金等を一括して払い込まなければならないものとする。 

４ 第２３５条第１項に規定する共済掛金等の払込期限までに前項の払込みがされないときは、農

機具継続申込特約は、その効力を生じないものとする。 

（共済掛金率等の変更） 

第２６０条 この組合は、農機具継続申込特約が締結される農機具損害共済（以下「継続申込特約

付農機具損害共済」という。）の共済掛金率等を変更しようとする場合は、その変更の日以後に

初めて到来する共済責任期間開始の日から変更後の共済掛金率等を適用するものとする。この場

合において、この組合は、その共済責任期間開始の日の１０日前までに、遅滞なく、組合員にそ

の旨を通知するものとする。 

２ この組合は、前項の規定による変更後の共済掛金率等が適用される共済責任期間開始の日以後

の継続申込特約付農機具損害共済の共済掛金等について、この組合が定めたところにより算出し

た過不足額を組合員に払い戻し、又は追徴するものとする。 

第２６１条～第２６４条 （削除） 

 

第５款 自動継続特約 

（自動継続特約の締結） 

第２６５条 組合員の農機具損害共済の承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところに

より、共済責任期間満了の日の属する月の前月１０日（以下「農機具自動継続意思確認日」とい

う。）までにその者から解除の意思表示がないときは、共済責任期間満了の日に共済責任期間が

満了する共済関係と同一の内容で共済責任期間を１年とする共済関係の更新の申込みがあった

ものとする旨の特約（以下「農機具自動継続特約」という。）をすることができる。 
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２ 前項の規定にかかわらず、第３款で定める継続申込特約を付した共済関係には農機具自動継続

特約をすることはできないものとする。 

３ 農機具自動継続特約の申出をした組合員は、継続前の共済責任期間の満了日までに農機具自動

継続特約による更新後の共済責任期間に対する共済掛金等を払い込まなければならない。 

４ 第２０３条第１項に規定する共済掛金等の払込期限までに払込みがされないときは、農機具自

動継続特約は、その効力を生じないものとする。 

（更新後の共済責任期間に対する共済掛金等の払込期限の猶予） 

第２６６条 前条第３項において規定する払込の期限後１４日を払込みの猶予期間とし、この猶予

期間の末日までに、更新後の農機具共済に係る共済責任期間に対する共済掛金等の払込みがない

場合には、この共済関係を解除するものとする。 

２ 前項に規定する解除は、継続前の共済責任期間の満了日の午後４時から効力を有する。 

３ 第２３１条ただし書の規定にかかわらず、第１項の払込み期限の猶予期間の末日までに共済掛

金等の払込みがあった場合は、継続前の共済責任期間の満了日の午後４時から共済責任が始まっ

たものとみなす。 

（共済掛金率等の変更） 

第２６７条 この組合は、農機具自動継続特約が締結される農機具損害共済の共済掛金率等を変更

しようとする場合は、その変更の日以後にはじめて到来する共済責任期間開始の日から変更後の

共済掛金率等を適用するものとする。この場合において、この組合は、農機具自動継続意思確認

日の１４日前までに、遅滞なく、組合員にその旨を通知するものとする。 

 

第６款 地震等担保特約 

（地震等担保特約の締結） 

第２６８条 この組合は、組合員の農機具共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款

の定めるところにより、地震等を共済事故とする旨の特約（以下「地震等担保特約」という。）

をすることができる。 

２ 地震等担保特約が付された農機具共済（以下「地震等担保特約付農機具共済」という。）につ

いては、第２１６条第１号の規定は、適用しない。 

３ 地震等担保特約付農機具共済についての第２１６条第４号、第２２３条第３項及び第２５１条

の規定の適用については、これらの規定中「火災・自然災害等」とあるのは、「火災・自然災害

等及び地震等」とする。 

（地震等災害共済金の支払額） 

第２６９条 地震等担保特約付農機具共済に係る地震等によって生じた損害について支払う災害

共済金の額は、第２３８条第１項、第２５２条第１項第１号及び第２５４条第１項の規定にかか

わらず、地震等によって生じた農機具に係る損害（その額が当該農機具の新調達価額の１００分

の５以上に相当する額以上のものに限る。）の額に共済金額の１００分の５０に相当する金額の

新調達価額に対する割合を乗じた額とする。 
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２ 前項の規定により農機具更新共済に係る災害共済金を支払うときは、第２５２条第１項第２号

の規定にかかわらず、当該農機具更新共済に係る減価共済金は支払わないものとする。この場合

において、前条第３項の規定により読み替えて適用される第２２２条第３項の規定により当該農

機具更新共済の共済関係が終了するものとなるときは、この組合は、既に払込みを受けた共済掛

金の一部を返還することができるものとする。 

３ 第１項の場合において、災害共済金を支払うべき他の共済関係等があるときは、第２３８条第

３項から第５項までの規定を準用する。 

 

第５節 大規模自然災害等発生時の特例 

第１款 建物共済 

（共済掛金等の払込期限の延長措置） 

第２６９条の２ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町村の区域の全部又は

一部をその区域に含む組合は、第１６９条第１項、第３項及び第４項、第２０３条第３項、第２

０５条第２項及び第３項並びに第２１５条の２第１項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内

において建物共済の共済関係の存する組合員の当該共済関係に係る第１６９条第１項、第３項及

び第４項並びに第２０３条第３項の共済掛金等の払込期限並びに第２０５条第２項の第１回分

の分割共済掛金等の払込期限並びに同条第３項の分割共済掛金等の払込みの猶予期間及び第２

０５条の２第１項の共済掛金等の払込みの猶予期間については、当該共済掛金等若しくは分割共

済掛金等の払込期限又は当該猶予期間に係る分割共済掛金等若しくは共済掛金等の払込期限か

ら１年を限り、当該払込期限又は当該猶予期間を延長することができる。 

（更新の申込期限等の延長措置） 

第２６９条の３ 災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、

第１６５条第３項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において建物共済の共済関係の存す

る組合員の当該共済関係に係る更新の申込期限については、当該共済関係に係る共済責任期間の

満了の日から１年を限り、当該更新の申込期限を延長することができるものとし、第１６９条第

３項の規定にかかわらず、当該延長された申込期限内に更新の申込みがあった場合についての当

該更新の申込みに係る共済関係の共済掛金等の払込期限については、当該更新前の共済責任期間

の満了の日から１年を限り、延長することができる。 

（共済責任期間の開始） 

第２６９条の４ 第１６３条及び第２０５条第４項の規定にかかわらず、前２条の規定により延長

された第１６９条第１項及び第３項並びに第２０３条第３項の共済掛金等の払込期限並びに第

２０５条第２項の第１回分の分割共済掛金等の払込期限並びに第２０９条の２第１項の共済掛

金等の払込みの猶予期間までに当該共済掛金等又は分割共済掛金等の払込みがあった場合は、第

１６３条の２第１項の書面に記載されている共済責任期間の開始日（前条の規定により延長され

た第１６９条第３項の払込期限に係る共済責任期間にあっては、更新前の共済責任期間の満了の

日）の午後４時から当該共済掛金等又は分割共済掛金等に係る共済関係の共済責任が始まったも

のとみなす。 
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２ 第２６９条２の規定により延長された第１６９条第４項の共済掛金等の払込期限までに当該

共済掛金等の払込みがあった場合については、同条第５項の規定は適用しない。 

（共済掛金等不払の場合の共済関係の解除等） 

第２６９条の５ この組合は、の第２６９条の２の規定により延長された第２０５条第３項の分割

共済掛金等の払込みの猶予期間又は第２０９条の２第１項の共済掛金等の払込みの猶予期間中

に、払い込まれるべき分割共済掛金等又は共済掛金等の払込みがない場合には、当該延長された

猶予期間に係る共済関係を解除するものとする。 

２ 前項の規定により当該延長された第２０５条第３項の猶予期間に係る共済関係を解除する場

合にあっては第２００条第２項及び第３項の規定を、前項の規定により当該延長された第２０

９条の２第１項の猶予期間に係る共済関係を解除する場合にあっては同条第２項の規定をそれ

ぞれ準用する。 

３ 第２４７条の２の規定により延長された第203条第３項の共済掛金等の払込期限までに共済掛

金等の払込みがされないときは、継続申込特約は、その効力を生じないものとする。 

 

第２款 農機具共済 

（共済掛金等の払込期限の延長措置） 

第２６９条の６ 災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、

第２３５条第１項、第３項及び第４項、第２４８条第１項及び第４項、第２５９条第３項並びに

第２６５条の２第１項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において農機具共済の共済関係

の存する組合員の当該共済関係に係る第２３５条第１項、第３項及び第４項、第２４８条第１項

並びに第２５９条第３項の共済掛金等の払込期限並びに第２４８条第４項及び第２６５条の２

第１項の共済掛金等の払込みの猶予期間については、当該共済掛金等若しくは農機具分割共済掛

金等の払込期限又は当該猶予期間に係る共済掛金等若しくは農機具分割共済掛金等の払込期限

から１年を限り、当払込期限又は当該猶予期間を延長することができる。 

（更新の申込期限等の延長措置） 

第２６９条の７ 災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、

第２３２条第３項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において農機具共済の共済関係の存

する組合員の当該共済関係に係る更新の申込期限については、当該共済関係に係る共済責任期間

の満了の日から１年を限り、当該更新の申込期限を延長することができるものとし、第２３５条

第３項の規定にかかわらず、当該延長された申込期限内に更新の申込みがあった場合についての

当該更新の申込みに係る共済関係の共済掛金等の払込期限については、当該更新前の共済責任期

間の満了の日から１年を限り、延長することができる。 

（共済責任期間の開始） 

第２６９条の８ 第２３１条及び第２４０条の規定にかかわらず、前２条の規定により延長された

第２３５条第１項及び第３項、第２４８条第１項並びに第２５９条第３項の共済掛金等の払込期

限並びに第２６５条の２第１項の共済掛金等の払込みの猶予期間までに当該共済掛金等又は農

機具分割共済掛金等の払込みがあった場合は、第２２５条第１項の書面に記載されている共済責
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任期間の開始日（前条の規定により延長された第２３５条第３項の払込期限に係る共済責任期間

にあっては、更新前の共済責任期間の満了の日）の午後４時から当該共済掛金等又は農機具分割

共済掛金等に係る共済関係の共済責任が始まったものとみなす。 

２ 第２４７条の６の規定により延長された第２３５条第４項の共済掛金等の払込期限までに当

該共済掛金等の払込みがあった場合については、同条第５項の規定は適用しない。 

（共済掛金等不払の場合の共済関係の解除等） 

第２６９条の９ この組合は、第２４７条の６の規定により延長された第２３４条の２第１項の共

済掛金等の払込みの猶予期間中に、払い込まれるべき農機具分割共済掛金等又は共済掛金等の払

込みがない場合には、当該延長された猶予期間に係る共済関係を解除するものとする。 

２ 前項の規定により当該延長された第２６５条の２第１項の猶予期間に係る共済関係を解除す

る場合にあっては同条第２項の規定をそれぞれ準用する。 

３ 第２６９条の６の規定により延長された第２４８条第４項の共済掛金等の払込みの猶予期間

を経過したときは、当該延長された猶予期間に係る共済関係は、当該延長された猶予期間の初日

からその効力を失う。 

４ 第２６９条の６の規定により延長された第２５９条第３項の共済掛金等の払込期限までに共

済掛金等の払込みがされないときは、農機具継続申込特約は、その効力を生じないものとする。 
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第８章 損害評価会及び損害評価員等 

（損害評価会の設置） 

第２７０条 この組合に、損害評価会を置く。 

２ 損害評価会は、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。 

３ 損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、組合長が総代会の

承認を得て選任した委員２５人以内をもって組織する。 

（損害評価会の委員の任期） 

第２７１条 損害評価会の委員の任期は、３年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

 ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。 

２ 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 

（損害評価会の会長） 

第２７２条 損害評価会に会長を置く。 

２ 会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。 

（損害評価会の部会） 

第２７３条 損害評価会に農作物共済部会、家畜共済部会、果樹共済部会及び畑作物共済部会を置

く。ただし、園芸施設共済部会及び任意共済部会は、必要に応じて置くことができるものとする。 

２ 部会に属すべき委員は、損害評価会の委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 損害評価会においてその旨を議決したときは、部会の決議をもって損害評価会の決議とするこ

とができる。 

６ 前条第４項の規定は、部会長について準用する。 

（損害評価会の会議） 

第２７４条 損害評価会の会議は、会長が招集する。 

２ 部会の会議は、部会長が招集する。 

３ 損害評価会の会議及び部会の会議の運営に関し必要な事項は、損害評価会運営規則で定める。 

４ 前項の損害評価会運営規則は、理事会において定める。 

（損害評価会支所部会の設置） 

第２７４条の２ 損害評価会の部会は、その調査審議に必要があるときは、支所に農作物共済（水

稲）支所部会、農作物共済（麦）支所部会、果樹共済（ぶどう）支所部会、果樹共済（なし）支

所部会、果樹共済（かき）支所部会、畑作物共済（大豆）支所部会及び畑作物共済（そば）支所
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部会を置くことができる。 

２ 支所部会に属する委員は、１５０人以内とする。 

３ 支所部会委員は、評価会長が指名した者を組合長が理事会の承認を得て任命する。ただし、理

事会の開催までに変更が必要な場合には、組合長が任命し、次回理事会で承認を求める。 

４ 支所部会は、損害評価会会長の命を受け共済事故にかかる損害評価及び認定に関する事項につ

いて調査検討する。 

５ 支所部会は、組合から果樹共済に係る基準収穫量及び基準生産金額並びに畑作物共済に係る基

準単収について、検討及び意見を求められたときは調査審議する。 

６ 支所部会に支所部会長を置く。支所部会長は、支所部会に属する委員のうちから互選する。 

７ 支所部会長は、支所部会の事務を掌理する。 

８ 第２７２条第４項は、支所部会について準用する。 

（損害評価会支所部会の委員の任期） 

第２７４条の３ 損害評価会支所部会の委員の任期は、３年とし、前任者の任期満了の日の翌日か

ら起算する。 

  ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。 

２ 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 

（損害評価会支所部会の会議） 

第２７４条の４ 損害評価会支所部会の会議は、支所の各部会長が招集する。 

２ 損害評価会支所部会の会議及び支所部会の会議の運営に関し必要な事項は、損害評価会支所部

会運営規則に定める。 

（損害評価員） 

第２７５条 この組合に損害評価員２，１５０人以内を置く。 

２ 損害評価員は、組合長の命を受けて、共済目的の評価、損害の認定、損害の防止等に従事する。 

３ 損害評価員は、組合長が理事会の承認を得て任免する。ただし、理事会の開催までに変更が必

要な場合には、組合長が任免し、次期理事会で承認を得る。 

（共済部長） 

第２７６条 この組合に、集落（又はこれに準ずる地区）ごとに共済部長を置く。 

２ 共済部長は、共済掛金の徴収、損害の通知の受理その他日常の組合の業務に関する事項につい

て組合と担当地区内の組合員との連絡の任に当る。 

３ 共済部長は、組合長が理事会の承認を得て委嘱する。ただし、理事会の開催までに変更が必要

な場合には、組合長が委嘱し、次期理事会で承認を得る。 

４ 共済部長の任期は、３年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、欠員の補

充により任命された共済部長の任期は、前任者の残任期間とする。 

（報酬） 
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第２７７条 損害評価会の委員、損害評価員及び共済部長には、総代会の議決により、報酬その他

の給与を支給することができる。 
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第９章 家畜診療所 

（設 置） 

第２７８条 この組合に、家畜診療所を置く。 

２ 家畜診療所は、家畜共済に付した家畜の診療及び損害防止を行う。 

３ 家畜診療所は、前項の事業に支障がない場合に限り、家畜共済に付していない牛、馬又は豚の

診療を行うことができる。 

４ 診療料金は、農林水産大臣が定める点数及び家畜診療所の運営の状況を勘案して総代会におい

て定める。ただし、共済事故以外の診療料金は、別に理事会で定めるところによる。 

５ この事業規程に規定するもののほか、家畜診療所の運営に関し必要な事項は、家畜診療所運営

規則で定める。  

（家畜診療所運営委員） 

第２７９条 家畜診療所の適正な運営を図るため、この組合に家畜診療所運営委員１０人以内を置

く。 

２ 家畜診療所運営委員は、組合長の諮問に応じて、家畜診療所の運営に関する重要事項について

調査し、組合長に建議する。 

３ 家畜診療所運営委員は、組合長が総代会の承認を得て委嘱する。 

４ 家畜診療所運営委員の任期は、３年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、

定数の補充によって選任された家畜診療所運営委員の任期は、退任した家畜診療所運営委員の残

任期間とする。 

５ 任期満了によって退任した家畜診療所運営委員は、後任の家畜診療所運営委員が就任するまで

は、なおその職務を行う。 

（報 酬） 

第２８０条 家畜診療所運営委員には総代会の議決により、報酬その他の給与を支給することがで

きる。 
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第１０章 補則 

（収入保険に移行する者の共済掛金及び賦課金の返還） 

第２８１条 組合員が農業経営収入保険に加入するため、共済関係を解除する場合であって、当該

解除の日（個人にあっては１２月３１日）までの共済責任期間中（家畜共済にあっては共済掛金

期間中）に、この組合は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては共済掛金の全額、家

畜共済及び園芸施設共済にあっては共済責任期間の未経過部分に相当する金額を日割で計算し

た金額を組合員に返還するものとする。 

２ 前項の場合は、この組合は、組合員に対して、賦課金を全額返還するものとする。 
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別表第１号 （第２条及び第２４１条関係） 

 農機具共済の共済目的及び耐用年数表 

共 済 目 的                     耐用年

数 機 種                     銘 柄    

原 動 機       
モーター 国営検査 

合格銘柄 

7年 

ガソリンエンジン・石油エンジン・ディーゼルエンジン 

乗用トラクタ 
 

 
〃 

耕うん整地用

機具 

プラウ・すき・ロータリー・ハロー・砕土機・代かき機・均平機・畝立て機・みぞ切り

機・心土破砕機（バンブレーカー）・みぞ掘り機・穴掘り機・トレンチャー・中耕除

草機（カルチベーター）・歩行用トラクタ（動力耕うん機を含む。） 
〃 

栽培管理用       

機 具       

たい肥散布機（マニュアスプレッダー）・石灰散布機（ライムソワ－）・施肥播種

機・田植機・管理機・あぜ塗り機・草刈機・移植機・肥料散布機・育苗機・簡易揚

水機具・土つめ機・床土ふるい機・ポテトプランター・ミニプラント・肥料混合機・

スピードスプレヤー・動力噴霧機・動力散布機・スピードダスター・土壌消毒機・

誘が灯 

〃 

かんがい排水機具 

収穫調整用       

機      具 

自脱型コンバイン・稲麦刈取機（バインダーを含む。）・カッター・稲わら収集機

（自走式のものを除く。）・収穫機（亜麻・ビート・ホップ等畑作物収穫機）・掘取機

（たまねぎ・特用作物・かんしょ用掘取機を含む。）・つる切機・茶摘採機・茶摘

機・茶刈込機・野菜洗浄機・精浄機・粒選機・野菜洗浄乾燥機・乾燥用バーナー 

〃 ウインドローア・普通コンバイン・脱穀機・もみすり機・とうみ・乾燥機（穀物・特用

作物・しいたけ用を含む。）・選果機・ワックス処理機・米選機・ラミーはく皮機・穀

物水分検定器・ひょう量器・葉たばこ自動編機・ウインチ・ベルコン調理機・自動

封かん機・チューリップ選別機・自動製函機・ツリータワー・はっか蒸りゅう機・い

も切機・干ぴょう製造機 

精米又は精麦機（研穀機・押麦機及びひき割機を含む。） 

農産加工用       

機       具 

い草選別機・いわり機・畳表織機（いむしろ織り機を含む。）・花むしろ織り機・い

草刈取機・剪枝機・い草分割機 〃 
わら打ち機・縄ない機・縄仕上機・製筵機・蒸茶製造設備・再生茶設備 

畜産用機具       

フォーレージハーベスター・ヘーモア・ヘーコンディショナー・ヘーテッダー・ヘ

ーレーキ・ヘーベーラー・ヘープレス・ヘーローダー（ベールローダー・マニュ

アローダーを含む。）・ヘーカッター・ヘードライヤー・ヘーエレベーター・フォー

レージブロア・サイレージデストリビューター・サイレージアンローダー・自動給

餌機・自動給水機・搾乳機（ミルカー）・牛乳冷却機・ふ卵機・ふん尿散布機・保

温機牛乳成分検定用機械・人工授精用具・育すう機・電牧装置・カウトレーナ

ー・ふん焼却機・ふん尿乾燥機 
〃 

自走式フォーレージハーベスター・自走式モアコンディショナー・自走式ヘー

ベーラー・連続式自動牧草乾燥機・飼料粉砕機・飼料配合機・飼料成形機・カッ

ター・脱粒機・洗卵選別機・バーンクリーナー・自動飼料かくはん機・収卵用機

具 

養蚕用機具       
条桑刈取機・抜根機・暖房機 〃 
蚕（稚蚕・壮蚕）用自動飼育装置・稚蚕飼育用温湿度自動調整装置・ざ桑機・動

力条払機・自動収繭毛羽取機・自動収繭機・繭毛羽取機 
〃 

運搬用機具       
農用舟・トレーラー・運搬車・フロントローダー・単軌条 

用運搬機・（モノレールカー） 
〃 
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別表第２号 （第２２６条関係） 

  経年減価残存率表 

経過年数 

耐用年数 
１年未満 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 

７年 100％ 87.14 74.29 61.43 48.57 35.71 22.86 10.00 

 
 

 

 
別表第３号 （第２４１条関係） 

 農機具更新共済の共済責任期間 

機                  種 共 済 責 任 期 間 

原 動 機      
モーター 

3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 

ガソリンエンジン・石油エンジン・ディーゼルエンジン 

乗 用      

ト ラ ク タ      

 

 

耕 う ん      

整 地 用      

機 具      

プラウ・すき・ロータリー・ハロー・砕土機・代かき機・均

平機・畝立て機・みぞ切り機・心土破砕機（バンブレー

カー）・みぞ掘り機・穴掘り機・トレンチャー・中耕除草

機（カルチベーター）・歩行用トラクタ（動力耕うん機を

含む。） 

栽培管理用 

機 具      

たい肥散布機（マニュアスプレッダー）・石灰散布機

（ライムソワ－）・施肥播種機・田植機・管理機・あぜ塗

り機・草刈機・移植機・肥料散布機・育苗機・簡易揚水

機具・土つめ機・床土ふるい機・ポテトプランター・ミニ

プラント・肥料混合機・スピードスプレヤー・動力噴霧

機・動力散布機・スピードダスター・土壌消毒機・誘が

灯 

かんがい排水機具 

収穫調整用 

機 具      

自脱型コンバイン・稲麦刈取機（バインダーを含

む。）・カッター・稲わら収集機（自走式のものを除

く。）・収穫機（亜麻ビート・ホップ等畑作物収穫機）・

掘取機（たまねぎ・特用作物・かんしょ用掘取機を含

む。）・つる切機・茶摘採機・茶摘機・茶刈込機・野菜

洗浄機・精浄機・粒選機・野菜洗浄乾燥機・乾燥用バ

ーナー 

ウインドローア・普通コンバイン・脱穀機・もみすり機・

とうみ・乾燥機（穀物特用作物・しいたけ用を含む。）

選果機・ワックス処理機・米選機・ラミーはく皮機・穀物

水分検定器・ひょう量器・葉たばこ自動編機・ウイン

チ・ベルコン調理機・自動封かん機・チューリップ選別

機・自動製函機・ツリータワー・はっか蒸りゅう機・いも

切機・干ぴょう製造機 

精米又は精麦機（研穀機・押麦機及びひき割機を含

む。） 

農産加工用 

機      具 

い草選別機・いわり機・畳表織機（いむしろ織り機を含

む。）花むしろ織り機・い草刈取機・剪枝機・い草分割

機 

わら打ち機・縄ない機・縄仕上機・製筵機・蒸茶製造

設備・再生茶設備 
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畜産用 

機具 

フォーレージハーベスター・ヘーモア・ヘーコンディ

ショナー・ヘーテッダー・ヘーレーキ・ヘーベーラー・

ヘープレス・ヘーローダー（ベールローダー・マニュ

アローダーを含む。）へーカッター・へードライヤー・

ヘーエレベーター・フォーレージブロア・サイレージ

デストリビューター・サイレージアンローダー・自動給

餌機・自動給水機・搾乳機（ミルカー）・牛乳冷却機・

ふ卵機・ふん尿散布機・保温機・牛乳成分検定用機

械・人工授精用具・育すう機・電牧装置・カウトレーナ

ー・ふん焼却機・ふん尿乾燥機 

3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 自走式フォーレージハーベスター・自走式モアコンデ

ィショナー・自走式ヘーベーラー・連続式自動牧草乾

燥機・飼料粉砕機・飼料配合機・飼料形成機・カッタ

ー・脱粒機・洗卵選別機・バーンクリーナー・自動飼料

かくはん機・収卵用機具 

養 蚕 用      

機 具      

条桑刈取機・抜根機・暖房機 

蚕（稚蚕・壮蚕）用自動飼育装置・稚蚕飼育用温湿度

自動調整装置・ざ桑機・動力条払機・自動収繭毛羽

取機・自動収繭機・繭毛羽取機 

運 搬 用 具      
農用舟・トレーラー・運搬車・フロントローダー・単軌条

用運搬機（モノレールカー） 
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【事業規程附属書】 

 

農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済共済金支払規程 

 

第１条 この組合は、事業規程第１９条の規定により、農業保険法に基づく農作物共済、家畜共済、

果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済の共済金の適正なる支払の実施を図るため、

この規程に定めるところにより共済金の支払を行う。 

第２条 この組合の組合員は、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び

任意共済にかかる共済金の支払を受ける金融機関を組合に登録しなければならない。 

２ 組合員は、前項により登録した金融機関を変更しようとするときは、速やかに、その旨組合に

登録しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、組合員の登録した金融機関が経営不振のため預貯金の払戻しの制

限又は停止をしている場合には、組合員は、いつでも登録変更の届出を行うことができるものと

し、この場合、届出のあった日の翌日からこの組合は、当該組合員の登録を変更するものとする。 

第３条 この組合の組合員が前条の規定により登録する金融機関は、この組合の事業区域内及び隣

接市町村の農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第２号及び第３号の事

業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫並びに労働

金庫とする。 

第４条 この組合は、第２条の規定により組合員より金融機関の登録又は登録変更の届出があった

ときは、遅滞なく当該金融機関に連絡しなければならない。 

２ この組合は、組合員より登録のあった金融機関に当該組合員の預貯金口座のない場合は共済金

の支払を行うときに当該組合員の預貯金口座を開設するよう金融機関に依頼しなければならな

い。 

第５条 この組合は、第２条の規定により組合員の登録した金融機関の個人別預貯金口座に当該組

合員に係る共済金を振り込まなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、組合員に対し現金をもって共済金の支払を行うことができる。 

（１）第２条の規定により登録した金融機関が経営不振となり、共済金の支払時に預貯金の払戻し

を停止し又は制限している場合 

（２）その他現金をもって共済金の支払を行うことが特に必要と認められ、これについて県知事の

承認を受けている場合 

２ 家畜共済に付されている家畜に係る疾病又は傷害に関し指定獣医師（家畜共済に付されている

家畜について診療の円滑適正を図るためにこの組合と指定獣医師契約を締結している獣医師を

いう。以下同じ。）の診療を受けた場合で、組合員が当該診療に係る共済金の受領を当該指定獣

医師に委任したときは、この組合は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により当該指定獣医

師の登録した金融機関の個人別預貯金口座に当該診療に係る共済金を振り込まなければならな

い。ただし、前項第１号に該当する場合には、当該指定獣医師に対し現金をもって共済金の支払

を行うことができる。 
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３ 指定獣医師は前項の委任に係る共済金の支払を受ける金融機関をあらかじめ組合に登録しな

ければならない。 

４ 第２条第２項及び第３項、第３条並びに前条第１項の規定は前項の登録又はその変更について

準用する。 

５ この組合は、第１項の振込後又は第２項の振込後若しくは支払後遅滞なく、第１項の規定によ

り振込みを行う場合にあっては当該組合員に対して支払通知書を、第２項本文の規定により振込

みを行う場合にあっては同項の委任を行った組合員に対して支払通知書を、同項の委任を受けた

指定獣医師に対して振込通知書を、同項ただし書の規定により現金をもって支払を行う場合にあ

っては同項の委任を行った組合員に対して支払通知書を発行しなければならない。 

第６条 構成員の話合い等による合意形成に基づき農業の生産行程を集落を単位として計画的に

遂行している集団であってその構成員に係る農作物の販売代金その他構成員の農業生産に係る

金銭の全部又は一部を一括して取り扱っている等の要件を満たすもの（以下この条において「一

括支払地域集団」という。）の代表者が、毎事業年度、この組合に対し、当該一括支払地域集団

の構成員（以下この条において単に「構成員」という。）である組合員を代理して当該組合員に

係る共済金の全部又は一部の支払を受けることを申し込んだとき（当該共済金の全部又は一部が

金融機関の当該一括支払地域集団の代表者の預貯金口座に振り込まれること（第四項各号のいず

れかに該当する場合に当該各号に定めるところにより支払が行われることを含む。第六項におい

て同じ。）につき当該組合員の同意があるときに限る。）は、この組合は、当該一括支払地域集団

の代表者との間に共済の支払に関する契約を締結することができる。 

２ この組合と前項の契約を締結した一括支払地域集団の代表者は、当該契約に係る共済金の支払

を受ける金融機関を組合に登録しなければならない。 

３ 第２条第２項及び第３項、第３条並びに第４条第１項の規定は、前項の登録又はその変更につ

いて準用する。 

 

  

（～169） 
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附  則（平成 30年 7月 13日 30経営第 968号、平成 30年 9月 12日 30経営第 1332号） 

１ この規程の変更は、鳥取県知事の認可のあった日又は平成30年4月1日のいずれか遅い日から施

行する。 

２ 変更後の規程は、平成31年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、平成31年１月1日以降に

共済責任が始まる家畜共済の共済関係並びに同日以降に共済責任期間が開始する果樹共済、畑

作物共済及び園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、平成30年産の農作物に係る農作

物共済の共済関係、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係並びに同日前に共済責任期

間が開始する果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係については、変更前の共済規

程（第7章を除く。以下「旧共済規程」という。）の規定は、なおその効力を有する。この場合

において、旧共済規程第1条中「農業災害補償法」とあるのは「農業災害補償法の一部を改正す

る法律（平成29年法律第74号）による改正前の農業災害補償法とする。 

３ 変更後の農作物共済又は畑作物共済の一筆方式に係る規定は、平成33年以前の年産の農作物に

係る共済関係に限り、適用するものとする。 

４ 家畜共済に係る共済関係（平成30年6月28日時点において成立しており、共済責任が開始して

いないものに限る。）であって、組合員負担共済掛金の払込期限が同年6月28日から同年10月30

日までの間に満了するものについては、なお効力を有することとされた平成30年3月31日時点の

共済規程（以下「旧共済規程」という。）第59条第１項の規定にかかわらず、組合員負担共済

掛金の払込期限を同年10月31日とする。 

５ 前項の共済関係（旧共済規程第53条第２項の規定に基づき特定の日に共済責任が始まる旨を定

めていない場合に限る。）に係る共済責任は、旧共済規程第53条第１項の規定にかかわらず、

組合員との協議により、次に掲げる日から１年間とする。 

（１）平成30年6月28日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年6月28日 

（２）平成30年6月29日から同年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共

済関係が成立した日 

６ 家畜共済に係る共済関係であって、共済掛金期間が平成30年6月14日から同年10月16日までの

間に満了するものについては、旧共済規程第59条第４項の規定にかかわらず、当該満了の日の

翌日から同年10月31日までの期間を組合員負担共済掛金の支払の猶予期間とする。 

７ この組合が家畜共済に係る共済関係について、平成30年6月14日から同年6月28日までの間に旧

共済規程第10条第２項（同条第９項において準用する場合を含む。）の承諾をした場合にあっ

ては、譲受人の住所地に係る共済掛金率が譲渡人の住所地に係る共済掛金率を超えるときは、

旧共済規程第59条第５項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の差額の払込期限を同年10

月31日とする。 

８ 平成32年1月1日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての第84条の規

定の適用については、同条中「費用」とあるのは「費用（初診料を除く。）」と、「90/100」

とあるのは「100/100」と、「100分の90に相当する金額」とあるのは「金額」とする。 

９ （削除） 

10 （削除） 



 

 

第１章 総則 （鳥取県農業共済組合事業規程） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 161 - 

11 園芸施設共済に係る共済関係であって、組合員負担共済掛金の払込期限が平成30年６月28日か

ら同年10月30日までの間に満了するものについては、旧共済規程第128条第１項の規定にかかわ

らず、組合員負担共済掛金の払込期限を同年10月31日（共済責任期間を旧共済規程第125条第３

項の規定により１年未満とする共済関係にあっては、同年７月31日）までとする。 

12 前項の共済関係に係る共済責任期間は、旧共済規程第125条第１項の規定にかかわらず、組合

員との協議により、次に掲げる日から１年間とする。 

（１）平成30年６月28日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年６月28日 

（２）平成30年６月29日から同年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共

済関係が成立した日 

13 園芸施設共済に係る共済関係であって、共済責任期間が平成30年6月29日から同年10月31日ま

での間に終了するものに係る組合員から、その共済責任期間の終了する日（以下この項におい

て「終了日」という。）から同年10月31日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を

共済目的とする園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合は、旧共済規程

第125条第１項及び第２項の規定にかかわらず、園芸施設共済の共済責任期間は、終了日の翌日

から１年間とする。 

14 平成33年3月31日までに共済責任期間（家畜共済にあっては、共済掛金期間）の満了する共済

関係に係る共済掛金の無事戻しは、平成34年3月31日までの間に限り、旧共済規程の規定の例に

より行うことができる。 

15 変更後の第41条、第105条、第128条及び第150条の規定は、平成34事業年度羅適用するものと

し、同事業年度前の事業年度における共済金額の削減については、なお従前の例による。 

 

附  則（平成30年12月5日 鳥取県指令第201800245024号） 

１ この規程の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。 

２ 附則第4項から第7項まで及び第11項から第13項までの規定は、平成30年6月28日から適用する。 

３ 附則第4項から第7項まで及び第11項から第13項までの規定は、同年11月1日に施行する。 

４ 平成31年1月1日以後に共済責任が始まる家畜共済の共済関係について、この組合が組合員との

協議により特定の家畜共済の共済関係について特定の日に共済責任が始まる旨を定めたときは

、第55条の規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その特定の日から始まる。た

だし、包括共済家畜区分に属する家畜（群単位肉豚を除く。）であって、その日以後飼養する

に至ったものにあっては、その飼養するに至った時から始まる。 

５ 前項の共済関係に係る共済掛金の支払（分割支払をする場合にあっては、第１回目の支払）は

、前項の特定の日から２週間以内にしなければならない。この場合において、第65条第2項の規

定を準用する。 

 

附  則（平成31年3月6日 鳥取県指令第201800333436号） 

１ 家畜共済及び園芸施設共済の賦課金は、平成30年1月1日から平成30年12月31日の期間内に成立

している共済関係において、共済責任期間の満了を迎えないまま旧制度から新制度に移行した
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場合、共済責任期間の未経過分に相当する金額を日割りで計算し対象組合員に返還するものと

する。 

２ この規程の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行し、前項の規定は、平成31年1月1

日から適用する。 

 

附  則（令和元年7月4日 鳥取県指令第201900093389号） 

この規程の変更は、鳥取県知事の認可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第16条及び第53条の変更規定 鳥取県知事の認可のあった日又は令和元年7月1日のいずれか

遅い日 

（２）第27条の変更規定 鳥取県知事の認可のあった日から施行し、平成31年4月1日から適用する 

（３）第135条の変更規定 鳥取県知事の認可のあった日又は令和元年6月1日のいずれか遅い日 

（４）第145条の変更規定 鳥取県知事の認可のあった日又は令和元年9月1日のいずれか遅い日 

２ 変更後の第16条及び第53条の規定は、附則第1項第1号に規定する施行日以後に共済掛金期間が

始まる死亡廃用共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が始まる死亡廃

用共済の共済関係については、なお従前の例による。 

３ 変更後の第135条及び第145条の規定は、附則第1項第2号及び第3号に規定する施行日以後に共

済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間

が開始する園芸施設共済の共済関係については、なお従前の例による。 

 


